
法人税法等の改正

はじめに

　令和 8年度税制改正においては、物価高への対
応の観点から、物価上昇に連動して基礎控除等を
引き上げる仕組みを創設するほか、就業調整に対
応するとともに、中低所得者に配慮しつつ、所得
税の課税最低限を178万円まで特例的に先取りし
て引き上げることとされ、「強い経済」の実現に
向けた対応として、大胆な設備投資の促進に向け
た税制措置を創設するほか、租税特別措置等の適
正化の観点から、賃上げ促進税制の見直しや研究
開発税制の強化等を行うこととされ、税負担の公
平性を確保する観点から、極めて高い水準の所得
に対する負担の適正化措置の見直し等を行うこと
とされ、自動車関係諸税について、自動車税等の
環境性能割の廃止や軽油引取税の当分の間税率の
廃止等を行うこととされ、また、国際観光旅客税
の税率の引上げや防衛特別所得税の創設等を行う
こととされ、関係法令の改正が行われました。
　このうち法人税法関係（国際課税関係を除きま
す。）の改正では、関連者間取引に係る書類の整
理保存の特例の創設、貸倒引当金の繰入事由の見
直し、転用資産等の償却費の計算の整備等の改正
が行われました。
　本稿は、これらの改正の内容についての解説を

するものです。
　法人税法等の改正を含む「所得税法等の一部を
改正する法律」は、去る 3月31日に参議院本会議
で可決・成立し、同日に令和 8年法律第12号とし
て公布されています。また、次の関係政省令等に
ついても、それぞれ次のとおり公布されています。
・　法人税法施行令及び法人税法施行令及び法人
税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改
正する政令の一部を改正する政令（令 8 . 3 .31
政令第94号）
・　地方法人税法施行令の一部を改正する政令
（令 8 . 3 .31政令第95号）
・　防衛特別法人税に関する政令の一部を改正す
る政令（令 8 . 3 .31政令第105号）
・　防衛特別所得税に関する政令（令 8 . 3 .31政
令第106号）
・　法人税法施行規則等の一部を改正する省令
（令 8 . 3 .31財務省令第18号）
・　減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一
部を改正する省令（令 8 . 3 .31財務省令第29号）
・　法人税法施行規則の一部を改正する省令（令
8 . 4 .14財務省令第39号）

・　地方法人税法施行規則の一部を改正する省令
（令 8 . 4 .14財務省令第40号）
・　防衛特別法人税に関する省令の一部を改正す
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る省令（令 8 . 4 .14財務省令第42号）
・　法人税法別表第一独立行政法人の項の規定に
基づき、法人税を課さない法人を指定する件の
一部を改正する件（令 8 . 3 .31財務省告示第80
号）
・　法人税法施行規則第59条第 3項（同令第26条
の 3第 2項、第62条及び第67条第 3項において
準用する場合を含む。）に規定する保存の方法
を定める件の一部を改正する件（令 8 . 3 .31財
務省告示第90号）
・　寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各
事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入

する寄附金を指定する件の一部を改正する件
（令 8 . 3 .31財務省告示第93号）
・　法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金
の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改
正する件（令 8 . 3 .31財務省告示第94号）
・　法人税法施行規則第59条第 3項の表の第 1号
の上欄に掲げる書類を定める件の一部を改正す
る件（令 8 . 3 .31国税庁告示第14号）
・　法人税法施行規則第 5条の 2第 1項第 3号に
規定する厚生労働大臣及び農林水産大臣の定め
る基準の一部を改正する件（令 8 . 3 .31厚生労
働省、農林水産省告示第 1号）

一　関連者間取引に係る書類の整理保存の特例の創設

1 　改正前の制度の概要

⑴　青色申告法人の帳簿書類
①　青色申告の承認を受けている内国法人（以
下「青色申告法人」といいます。）は、帳簿
書類を備え付けてこれにその取引を記録し、
かつ、その帳簿書類を保存しなければならな
いこととされています（法法126①）。なお、
青色申告の承認を受けた法人につきその事業
年度に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存
が行われていない場合には、納税地の所轄税
務署長は、その事業年度まで遡って、その承
認を取り消すことができることとされていま
す（法法127）。
　青色申告法人は、次の帳簿書類を整理し、
起算日から 7年間、これを納税地（ハの書類
にあっては、その納税地又はハの取引に係る
国内の事務所、事業所その他これらに準ずる
ものの所在地）に保存しなければならないこ
ととされています（法規59①）。
（注）　起算日とは、帳簿についてはその閉鎖の

日の属する事業年度終了の日の翌日から 2

月を経過した日をいい、書類についてはそ

の作成又は受領の日の属する事業年度終了

の日の翌日から 2 月を経過した日をいいま

す（法規59②）。なお、次の事業年度にあっ

ては、「 2月」は、それぞれ次の月数とされ

ています（法規59②）。

イ�　確定申告書の提出期限が確定申告書の

提出期限の延長の特例により延長されて

いる事業年度……その延長に係る月数に

2を加えた月数

ロ�　清算中の内国法人の残余財産の確定の

日の属する事業年度（その内国法人が通

算法人である場合には、その内国法人に

係る通算親法人の事業年度終了の日に終

了するものを除きます。）…… 1月

イ　仕訳帳、総勘定元帳その他必要な帳簿並
びにその青色申告法人の資産、負債及び資
本に影響を及ぼす一切の取引に関して作成
されたその他の帳簿
（注）　仕訳帳とは、全ての取引を借方及び貸

方に仕訳する帳簿をいい、総勘定元帳と

は、全ての取引を勘定科目の種類別に分

類して整理計算する帳簿をいいます（法

規54）。

ロ　棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並び
に決算に関して作成されたその他の書類
ハ　取引に関して、相手方から受け取った注
文書、契約書、送り状、領収書、見積書そ
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の他これらに準ずる書類及び自己の作成し
たこれらの書類でその写しのあるものはそ
の写し

②　上記①イからハまでの帳簿書類のうち次の
表の左欄の書類についてのその中欄の期間に
おける上記①による保存については、その右
欄の方法によることができることとされてい
ます（法規59③）。
書　　　類 期　　　間 方　　　法

イ�　上記①ハの
書類（帳簿代
用書類に該当
するものを除
きます。）の
うち国税庁長
官が定めるも
の

起算日以後 3年
を経過した日か
ら当該起算日以
後 5年を経過す
る日までの期間

財務大臣の
定める方法

ロ�　上記①イか
らハまでの帳
簿書類

起算日から 5年
を経過した日以
後の期間

財務大臣の
定める方法

（注 1）�　帳簿代用書類とは、上記①ハの書類の

うち、法人税法施行規則別表22に定める

記載事項の全部又は一部の帳簿への記載

に代えてその記載事項が記載されている

書類を整理し、その整理されたものを保

存している場合におけるその書類をいい

ます（法規59④）。
（注 2）�　上記イの国税庁長官が定める書類は、

上記①ハの書類（帳簿代用書類に該当す

るものを除きます。）のうち、次の書類以

外の書類とされています（平10. 6 国税庁

告 2）。

イ�　契約書、契約の申込書（その契約に

係る定型的な約款があらかじめ定めら

れている場合におけるその契約の申込

書を除きます。）その他これらに準ずる

書類

ロ�　預貯金の預入又は引出しに際して作

成された書類、預貯金の口座の設定又

は解約に際して作成された書類、為替

取引に際して作成された書類（契約の

申込書であって対価の支払を口座振替

の方法によるものとする契約の申込み

に際して作成されたものを除きます。）

その他これらに準ずる書類

ハ�　領収書その他現金の収受又は払出し

その他の支払手段の授受に際して作成

された書類

ニ�　請求書その他これに準ずる書類（支

払手段による対価の支払を求めること

を内容とするものに限ります。）

ホ�　支払のために提示された手形又は小

切手

ヘ�　納品書その他棚卸資産の引渡しに際

して作成された書類（棚卸資産の引渡

しを受けた者が作成したものを除きま

す。）

ト�　内部取引に該当する資産の移転、役

務の提供その他の事実を記載した上記

イからヘまでの書類に相当する書類

チ�　自己の作成した上記イからニまでの

書類の写し及び上記トの書類のうち上

記イからニまでの書類に相当する書類

の写し
（注 3）　財務大臣が定める方法は、マイクロフ

ィルムによる保存です（平成24. 1 財務告

26）。

③　法人が欠損金の繰越控除（法法57①）の適
用を受けようとする場合（通算法人である法
人にあっては、他の通算法人が欠損金の通算
（法法64の 7 ①）によりその内国法人の欠損
金額について法人税法第57条第 1項の適用を
受けようとする場合を含みます。）には、欠
損金額が生じた事業年度の上記①イからハま
での帳簿書類を整理し、起算日から10年間、
帳簿書類を納税地（上記①ハの書類にあって
は、その納税地又は上記①ハの取引に係る国
内の事務所、事業所その他これらに準ずるも
のの所在地）に保存しなければならないこと
とされています（法規26の 3 ①）。

─ 439 ─

――法人税法等の改正――



⑵　青色申告法人以外の法人の帳簿書類の備付け
等
①　普通法人等は、帳簿を備え付けてこれにそ
の取引（恒久的施設を有する外国法人にあっ
ては、内部取引に該当するものを含みます。）
を簡易な方法により記録し、かつ、その帳簿
を保存しなければならないこととされていま
す（法法150の 2 ①）。
（注 1）　普通法人等とは、青色申告の承認を受

けている法人以外の普通法人、協同組合

等並びに収益事業を行う公益法人等及び

人格のない社団等をいいます（法法150の

2 ①）。
（注 2）　簡易な方法とは、法人税法施行規則別

表24の区分の欄に掲げる事項の区分に応

じ同表の記録方法の欄に定める方法とさ

れています（法規66②）。

　また、普通法人等は、現金出納帳その他必
要な帳簿を備え、その取引に関する事項を整
然と、かつ、明瞭に記録し、その記録に基づ
いて決算を行わなければならないこととされ
ています（法規66①）。
（注 3）　内国法人である公益法人等又は人格の

ない社団等にあっては、上記の「取引に

関する事項」は、その行う収益事業に係

る取引に関する事項とされています。ま

た、外国法人にあっては、上記の「取引

に関する事項」は、国内源泉所得に係る

所得（人格のない社団等にあっては、国

内源泉所得のうち収益事業から生ずるも

のに限ります。）に影響を及ぼす取引に関

する事項とされています。なお、恒久的

施設を有する外国法人にあっては、内部

取引に該当するものに関する事項を含む

こととされています。

②　上記の保存しなければならないこととされ
ている帳簿には、その取引に関して作成し、
又は受領した書類及び決算に関して作成した
書類で次のものを含むこととされています
（法法150の 2 、法規67①）。

イ　上記①の取引に関して、相手方から受け
取った注文書、契約書、送り状、領収書、
見積書その他これらに準ずる書類及び自己
の作成したこれらの書類でその写しのある
ものはその写し
ロ　棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並び
に決算に関して作成されたその他の書類

③　普通法人等は、上記①の帳簿及び上記②の
書類を整理し、上記⑴①（注）の起算日から
7年間、これを納税地（上記②イの書類にあ
っては、その納税地又は上記②イの取引に係
る国内の事務所、事業所その他これらに準ず
るものの所在地）に保存しなければならない
こととされています（法規67②）。
　なお、上記①の帳簿及び上記②の書類につ
いては、青色申告法人の場合と同様に、その
起算日から一定の期間が経過した後に財務大
臣が定める方法（マイクロフィルム）により
保存することが認められています（法規67③）。
④　上記⑴③の場合において、欠損金額が生じ
た事業年度が青色申告書を提出する事業年度
でない場合には、その事業年度の上記①の帳
簿及び上記②の書類を整理し、起算日から10
年間、これらの帳簿及び書類を納税地（上記
②イの書類にあっては、その納税地又は上記
②イの取引に係る国内の事務所、事業所その
他これらに準ずるものの所在地）に保存しな
ければならないこととされています（法規26
の 3 ③）。

2 　制度の趣旨及び制度の概要

⑴　制度の趣旨
　法人は、帳簿とともに、取引に関して相手方
から受け取った注文書、契約書等の書類及び自
己の作成したこれらの書類等を保存しなければ
ならないこととされています。税務調査では、
調査対象法人の協力の下、調査対象法人が保存
している帳簿及び書類の提示又は提出を受けて
行われることが一般的です。一方で、調査対象
法人が取引に関して相手方から受け取った書類
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に、その取引の詳細な内容や支払額の計算の根
拠の全部又は一部が記載されていない場合があ
ります。このように、取引の内容や計算の根拠
の全部又は一部の記載がない書類は、共通の利
害関係を有する企業グループ内の法人間におい
て行われる取引の中でも、工業所有権等の譲渡
又は貸付けや「シェアードコスト取引」におい
て散見されています。
（注）　シェアードコスト取引とは、一般的に、企

業グループ内で発生する共通の事業活動（研

究開発、広告宣伝、システムの維持管理等）

を企業グループ内の特定の法人に集約し、そ

の事業活動に係る費用を、企業グループ内の

他の法人に対して一定の基準により、経営指

導料、利用料等の名目で請求する取引をいい

ます。このような取引においては、共通の利

害関係を有する企業グループ内の法人間で取

引が完了するため、恣意的な支払額の調整が

行われやすいと考えられています。

　税務当局は、税務調査においてその内容や金
額の内容が明らかではない取引を把握した場合
には、その調査対象法人の取引先に反面調査を
実施するなどして、その取引の実態の把握に努
めているところですが、企業グループ内の法人
間で行われる取引は、共通の利害関係に基づい
て行われることが多く、実際に取引に関する詳
細な資料が作成されていないことや、その取引
の相手先が海外に所在する等の理由により、反
面調査の実施のみでは、その取引の内容を正確
に把握できていない状況となっていました。
　このような状況及び企業グループ内の法人間
で行われる取引の特性を踏まえ、企業グループ
内の法人（関連者）との間で一定の取引（関連
者間取引）を行った場合において、その対価を
支払う法人の法人税の課税所得の計算上保存が
義務付けられている書類等にその取引に関する
資産又は役務の提供の明細、その取引における
支払金額の計算の明細及びその取引に係る支払
金額を算定するために必要な事項の記載等がな
いときは、これらの事項（特定事項）を明らか

にする書類等（特定事項記載書類）を取得し、
又は作成し、その取引に係る特定事項記載書類
を保存することを義務付けることとされました。

⑵　制度の概要
　この制度は、内国法人がその事業年度におい
て関連者間取引を行った場合において、その関
連者間取引に関して受領し、又は作成した注文
書、契約書、送り状、領収書、見積書その他こ
れらに準ずる書類（自己の作成したこれらの書
類でその写しのあるものは当該写しを含みま
す。）で法人税法等の規定により保存しなけれ
ばならないこととされているものに、その関連
者間取引に関する資産又は役務の提供の明細、
その取引においてその内国法人が支払うことと
なる対価の額の計算の明細等のその取引に係る
対価の額を算定するために必要な事項の記載又
は記録がないときは、その事業年度の確定申告
書の提出期限までに特定事項記載書類を取得し、
又は作成し、その特定事項記載書類を整理し、
起算日から 7年間、これを納税地又はその関連
者間取引に係る国内の事務所、事業所等の所在
地に保存しなければならないというものです
（法規59の 2 ①）。
（注）　外国法人が行う関連者間取引については、

この制度の対象とはされていません。これは、

恒久的施設を有する外国法人が国内源泉所得

を有する場合において、その外国法人が他の

者との間で行った取引のうち、その外国法人

の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所

得の金額の計算上、その取引から生ずる所得

がその外国法人の恒久的施設に帰せられるも

のについては、財務省令で定めるところにより、

当該恒久的施設に帰せられる取引に係る明細

を記載した書類その他の財務省令で定める書

類を作成しなければならないこととされてい

ること（法法146の 2 、法規62の 2 ）から、外

国法人が行う関連者間取引については特別に

規定を設けなくともこの規定に基づき書類の

取得又は作成がされ、保存がされているもの
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と考えられるためです。

3 　制度の内容

⑴　青色申告法人が関連者間取引を行った場合の
関連者間取引に係る書類の整理保存の特例
①　関連者間取引に係る書類の整理保存が必要
となるのは、対象法人が対象取引を行った場
合において、その対象取引に係る対象書類に、
対象取引の区分に応じた対象事項の記載又は
記録がないときとされています。対象法人、
対象取引等は次のとおりとされています。
イ　対象法人
　対象となる法人は、青色申告の承認を受
けている内国法人（すなわち、青色申告法
人です。）とされています（法規59の 2 ①）。
ロ　対象取引
　対象となる取引は、対象法人が行う関連
者間取引とされています（法規59の 2 ①）。
　関連者間取引とは、関連者との間で行う
次の取引のうち法人税法第22条第 3項第 2
号に掲げる費用の額の基因となるものをい
います（法規59の 2 ①一・二）。
（注 1）　法人税法第22条第 3 項第 2 号に掲げ

る費用の額とは、その事業年度の販売

費、一般管理費その他の費用（償却費

以外の費用でその事業年度終了の日ま

でに債務の確定しないものを除きま

す。）をいいます。したがって、売上原

価、完成工事原価等の原価の額の基因

となる取引は含まれません。

イ　その関連者がその対象法人に対して行
う工業所有権等の譲渡又は貸付け
（注）　工業所有権等とは、工業所有権その

他の技術に関する権利、特別の技術に

よる生産方式若しくはこれらに準ずる

もの、著作権（出版権及び著作隣接権

その他これに準ずるものを含みます。）

又は著作権法に規定するプログラムの

著作物をいいます。なお、工業所有権

等の譲渡又は貸付けには、工業所有権

等に係る権利の設定その他工業所有権

等を使用させる行為を含みます。

ロ　その関連者がその対象法人に対して行
う次の役務の提供
Ａ　次のいずれかに該当する事業活動で、
その事業活動に要する費用の全部又は
一部をその役務の提供を受ける者（以
下「役務被提供者」といいます。）が
負担することを定めている契約又は協
定に基づき行うもの
A　その役務の提供をする者（以下
「役務提供者」といいます。）が有す
る産業、商業又は学術に関する知識
経験その他の当該役務提供者が有す
る経営資源を活用して行われる研究
開発、広告宣伝その他の事業活動
B　専用資産をその役務被提供者に使
用させる行為並びにその使用に係る
その専用資産の維持及び管理
（注）　専用資産とは、専ら役務被提供

者（その役務被提供者に係る関連

者を含みます。）及び役務提供者

の事業の用に供することを目的と

する資産をいいます。なお、資産

は、土地、建物等の有形の固定資

産に限らず、ソフトウェアなどの

無形固定資産も含まれます。

Ｂ　役務提供者が役務被提供者に対して
行う経営の管理又は指導、情報の提供
その他の役務の提供でその役務提供者
が有する産業、商業又は学術に関する
知識経験に基づき行うもの（上記Ａの
役務の提供を除きます。）
Ｃ　Ａ及びＢの役務の提供に類する役務
の提供

　なお、対象法人がその対象法人に係る関
連者との譲渡等取引（上記イの工業所有権
等の譲渡若しくは貸付け又は上記ロＡから
Ｃまでの役務の提供をいいます。以下同じ
です。）を非関連者を通じて行う場合にお
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けるその対象法人とその非関連者との譲渡
等取引は、その対象法人とその関連者との
間で行われた譲渡等取引とみなすこととさ
れています（法規59の 2 ⑦）。非関連者を
通じて行う場合とは、具体的には、対象法
人に係る関連者が非関連者に対して行う譲
渡等取引に係る工業所有権等又は役務がそ
の対象法人に譲渡等取引によって移転又は
提供をされることがその関連者と非関連者
との間で譲渡等取引を行った時において契
約その他によりあらかじめ定まっている場
合で、かつ、その移転又は提供に係る対価
の額がその対象法人とその関連者との間で
実質的に決定されていると認められる場合
とされています（法規59の 2 ⑦）。
（注 2）　非関連者とは、その対象法人に係る

他の関連者以外の他の者をいいます

（法規59の 2 ⑦）。

ハ　関連者
　上記ロの関連者とは、法人で、対象法人
との間に次の関係があるものをいいます
（法規59の 2 ③）。
イ　二の法人のいずれか一方の法人が他方
の法人の発行済株式等の50％以上の数又
は金額の株式又は出資を直接又は間接に
保有する関係
ロ　二の法人が同一の者によってそれぞれ
その発行済株式等の50％以上の数又は金
額の株式又は出資を直接又は間接に保有
される場合におけるその二の法人の関係
（上記イの関係に該当するものを除きま
す。）
ハ　特定事実が存在することにより二の法
人のいずれか一方の法人が他方の法人の
事業の方針の全部又は一部につき実質的
に決定できる関係（上記イ又はロの関係
に該当するものを除きます。）
ニ　一の法人と次のいずれかの法人との関
係（上記イからハまでの関係に該当する
ものを除きます。）

Ａ　その一の法人が、その発行済株式等
の50％以上の数若しくは金額の株式若
しくは出資を直接若しくは間接に保有
し、又は特定事実が存在することによ
りその事業の方針の全部若しくは一部
につき実質的に決定できる関係にある
法人
Ｂ　上記Ａ又は下記Ｃの法人が、その発
行済株式等の50％以上の数若しくは金
額の株式若しくは出資を直接若しくは
間接に保有し、又は特定事実が存在す
ることによりその事業の方針の全部若
しくは一部につき実質的に決定できる
関係にある法人
Ｃ　上記Ｂの法人が、その発行済株式等
の50％以上の数若しくは金額の株式若
しくは出資を直接若しくは間接に保有
し、又は特定事実が存在することによ
りその事業の方針の全部若しくは一部
につき実質的に決定できる関係にある
法人

ホ　二の法人がそれぞれ次のいずれかの法
人に該当する場合におけるその二の法人
の関係（下記Ａの一の者が同一の者であ
る場合に限り、上記イからニまでの関係
に該当するものを除きます。）
Ａ　一の者が、その発行済株式等の50％
以上の数若しくは金額の株式若しくは
出資を直接若しくは間接に保有し、又
は特定事実が存在することによりその
事業の方針の全部若しくは一部につき
実質的に決定できる関係にある法人
Ｂ　上記Ａ又は下記Ｃの法人が、その発
行済株式等の50％以上の数若しくは金
額の株式若しくは出資を直接若しくは
間接に保有し、又は特定事実が存在す
ることによりその事業の方針の全部若
しくは一部につき実質的に決定できる
関係にある法人
Ｃ　上記Ｂの法人が、その発行済株式等
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の50％以上の数若しくは金額の株式若
しくは出資を直接若しくは間接に保有
し、又は特定事実が存在することによ
りその事業の方針の全部若しくは一部
につき実質的に決定できる関係にある
法人

（注 1）　発行済株式等とは、発行済株式又は

出資（自己が有する自己の株式又は出

資を除きます。）の総数又は総額をいい

ます。
（注 2）　上記ロ及びホの同一の者が個人であ

る場合における同一の者は、その個人

及びこれと特殊の関係のある個人とさ

れています。なお、特殊の関係のある

個人とは、法人税法第 2 条第10号に規

定する政令で定める特殊の関係のある

個人をいい、具体的には、次の者が該

当します。

　イ　株主等の親族

　ロ�　株主等と婚姻の届出をしていない

が事実上婚姻関係と同様の事情にあ

る者

　ハ　株主等の使用人

　ニ�　上記イからハまでの者以外の者で

株主等から受ける金銭その他の資産

によって生計を維持しているもの

　ホ�　上記ロからニまでの者と生計を一

にするこれらの者の親族
（注 3）　特定事実とは、次の事実その他これ

に類する事実をいいます。

　イ�　他方の法人の役員の過半数又は代

表する権限を有する役員が、一方の

法人の役員若しくは使用人を兼務し

ている者又は一方の法人の役員若し

くは使用人であった者であること。

　ロ�　他方の法人がその事業活動の相当

部分を一方の法人との取引に依存し

て行っていること。

　ハ�　他方の法人がその事業活動に必要

とされる資金の相当部分を一方の法

人からの借入れにより、又は一方の

法人の保証を受けて調達しているこ

と。
（注 4）　上記イ、ロ、ニ又はホの場合におい

て、一方の法人が他方の法人の発行済

株式等の50％以上の数又は金額の株式

又は出資を直接又は間接に保有するか

どうかの判定は、その一方の法人のそ

の他方の法人に係る直接保有の株式等

の保有割合とその一方の法人のその他

方の法人に係る間接保有の株式等の保

有割合とを合計した割合により行うも

のとされています（法規59の 2 ④⑥）。
（注 5）　保有割合とは、一方の法人の有する

他方の法人の株式又は出資の数又は金

額がその他方の法人の発行済株式等の

うちに占める割合をいいます（法規59

の 2 ④）。
（注 6）　間接保有の株式等の保有割合とは、

次の場合の区分に応じそれぞれ次の割

合（次の場合のいずれにも該当する場

合には、その割合の合計割合）をいい

ます（法規59の 2 ⑤）。

　イ�　他方の法人の株主等である法人の

発行済株式等の50％以上の数又は金

額の株式又は出資が一方の法人によ

り所有されている場合……その株主

等である法人の有する他方の法人の

株式又は出資の数又は金額がその他

方の法人の発行済株式等のうちに占

める割合（その株主等である法人が

2 以上ある場合には、その 2 以上の

株主等である法人につきそれぞれ計

算した割合の合計割合）

　ロ��　他方の法人の株主等である法人

（上記イの場合に該当する株主等であ

る法人を除きます。）と一方の法人と

の間にこれらの者と発行済株式等の

所有を通じて連鎖関係にある 1 又は

2 以上の法人（以下「出資関連法
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人」といいます。）が介在している場

合（出資関連法人及びその株主等で

ある法人がそれぞれその発行済株式

等の50％以上の数又は金額の株式又

は出資を当該一方の法人又は出資関

連法人（その発行済株式等の50％以

上の数又は金額の株式又は出資がそ

の一方の法人又はその他の出資関連

法人によって所有されているものに

限ります。）によって所有されている

場合に限ります。）……その株主等で

ある法人の有する他方の法人の株式

又は出資の数又は金額が他方の法人

の発行済株式等のうちに占める割合

（当該株主等である法人が 2以上ある

場合には、その 2 以上の株主等であ

る法人につきそれぞれ計算した割合

の合計割合）
（注 7）　関連者に該当するかどうかの判定は、

それぞれの取引が行われた時の現況に

よるものとされています（法規59の 2

⑧）。

ニ　対象書類
　対象となる書類は、関連者間取引に関し
て受領し、又は作成した注文書、契約書、
送り状、領収書、見積書その他これらに準
ずる書類（以下「注文書等」といいます。）
で、青色申告法人に対する書類の保存義務
（法規59①）その他法人税に関する法令の
規定により保存しなければならないことと
されているものとされています（法規59の
2 ①）。なお、注文書等には、自己の作成
した注文書等でその写しがあるものはその
写しを含むこととされています。また、注
文書等の作成に代えて電磁的記録の作成が
されている場合にはその電磁的記録を含み
ます。
（注）　電磁的記録とは、電子的方式、磁気的

方式その他人の知覚によっては認識する

ことができない方式で作られる記録であ

って、電子計算機による情報処理の用に

供されるものをいいます（法規59の 2 ①）。

　注文書等については、法人税法施行規則
第59条第 1項（青色申告法人の帳簿書類の
整理保存）の規定により保存しなければな
らないこととされています。注文書等の書
類のほか、法人税法、租税特別措置法等の
規定により保存が義務付けられている書類
が、対象書類となります。また、「書類」
には、電磁的記録を含むこととされている
ことから、電子計算機を使用して作成する
国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関
する法律の規定により保存が義務付けられ
ている同法第 2条第 5号に規定する電子取
引（以下「電子取引」といいます。）によ
り取得した電磁的記録も対象書類に該当し
ます。
ホ　対象事項
　対象となる事項は、上記ロの対象取引の
区分に応じ、それぞれ次の事項とされてい
ます（法規59の 2 ①）。
イ　上記ロイの工業所有権等の譲渡又は貸
付け……次の事項
Ａ　その譲渡又は貸付けに係る工業所有
権等の明細。具体的には、その譲渡又
は貸付けに係る工業所有権等の内容及
び種類、工業所有権等の数、工業所有
権等の存続期間（存続期間がないもの
にあっては、使用期間）又は貸付期間
（貸付けの場合に限ります。）等が該当
します。
Ｂ　その譲渡又は貸付けに係る工業所有
権等のその対象法人において果たす機
能。具体的には、対象法人における使
用目的等が該当します。
Ｃ　その譲渡又は貸付けに係る対価の額
の明細及びその対価の額の設定の方法。
対価の額の明細は、具体的には、その
譲渡又は貸付けに係る工業所有権等の
内容及び種類、譲渡を受けた日時又は
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貸付けを受けた期間若しくは回数、そ
の譲渡又は貸付けに係る取引価格（単
価を含みます。）、支払に係る通貨（換
算レートを含みます。）等が該当しま
す。また、その対価の額の設定方法と
は、例えば、複数の工業所有権等の譲
渡又は貸付けである場合における工業
所有権等ごとの取引価格とする、工業
所有権等の貸付けの場合における使用
期間に応じた金額とする等、その工業
所有権等の譲渡又は貸付けの対価の額
の算定の根拠とする計算方法等が該当
します。

ロ　上記ロロＡの事業活動……その取引に
係る契約又は協定に基づいて行ったその
事業活動の内容及びその契約又は協定に
基づきその対象法人が負担することとな
る費用の額の計算の方法。事業活動の内
容は、その事業活動が上記ロロＡ🄐の事
業活動である場合には、その事業活動
（研究開発や広告宣伝）の方法、その事
業活動を実施する場所及び回数、その事
業活動により対象法人が受ける利益の内
容等が該当し、その事業活動が上記ロロ
Ａ🄑の事業活動である場合には、専用資
産の概要及び所在地、その専用資産の役
務被提供者における具体的な用途等が該
当します。また、費用の額の計算方法は、
具体的には、その事業活動の費用を算出
するために用いた具体的な計算方法等が
該当します。
ハ　上記ロロＢ又はＣの役務の提供……そ
の役務の提供の明細及び内容並びにその
役務の提供に係る対価の額の明細及び計
算の方法。役務の提供の明細及び内容は、
具体的には、その役務の提供が行われた
日時、場所及び期間又は回数等並びにそ
の役務の具体的な内容が該当します。ま
た、対価の額の明細及び計算の方法は、
その役務の提供に係る対価の額の内訳及

びそれぞれの役務の提供に係る対価の額
の具体的な計算方法等が該当します。

②　対象法人が上記①ロの対象取引を行った場
合において、その対象取引に係る対象書類に、
対象取引の区分に応じた上記①ホの対象事項
の記載又は記録がないときに、その記載又は
記録のない事項（以下「特定事項」といいま
す。）を明らかにする書類（以下「特定事項
記載書類」といいます。）をその対象取引を
行った日の属する事業年度の確定申告書の提
出期限までに取得し、又は作成し、その特定
事項記載書類を整理し、保存しなければなら
ないこととされています（法規59の 2 ①）。
　特定事項記載書類は、上記 1 ⑴①（注）の
起算日から 7年間、これをその対象法人の納
税地又はその関連者間取引に係る国内の事務
所、事業所その他これらに準ずるものの所在
地に保存しなければならないこととされてい
ます（法規59の 2 ①）。
　なお、この場合に、その保存に係る特定事
項記載書類に記載すべき特定事項を電子取引
により取得したときは、その特定事項に係る
関連者間取引については、上記の特定事項記
載書類の紙による作成、整理及び保存が必要
ないこととされています（法規59の 2 ②）。
これは、電子取引により取得した特定事項に
係る電磁的記録は、その保存を電子計算機を
使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方
法等の特例に関する法律の規定に従って行う
こととなる（電子帳簿保存法 7、電子帳簿保
存規 4）ため、必ずしも書類（紙）を作成し、
保存する必要がないと考えられるためです。
③　対象法人につきその事業年度の特定事項記
載書類の整理保存が行われていない場合には、
青色申告法人につき帳簿書類の整理保存がさ
れていない場合における原則的な取扱いと同
様に、納税地の所轄税務署長は、対象法人の
青色申告の承認を取り消すことができること
とされています（法法127）。
（注）　法人税法第127条第 1 項においては、青色
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申告の承認を受けた内国法人につきその事

業年度に係る帳簿書類の備付け、記録又は

保存が、「法人税法第126条第 1 項に規定す

る財務省令で定めるところ」に従って行わ

れていないこと（法法127①一）に該当する

場合には、納税地の所轄税務署長は、その

事業年度まで遡って、青色申告の承認を取

り消すことができる旨を規定しています。

この青色申告法人が関連者間取引を行った

場合の関連者間取引に係る書類の整理保存

の特例（法規59の 2 ）の規定は、法人税法

第126条第 1 項の委任に基づく規定であるこ

とから、法人税法施行規則第59条の 2 の規

定に従って特定事項記載書類の整理保存が

されていない場合には、青色申告の承認の

取消事由に該当することとなります。

④　特定事項記載書類については、青色申告法
人における帳簿書類の整理保存の原則的な取
扱い（上記 1 ⑴①イからハまでの帳簿書類の
整理保存）と同様に、その起算日から一定の
期間が経過した後に財務大臣が定める方法
（マイクロフィルム）により保存することが
認められています（法規59③、59の 2 ⑨、平
成24. 1 財務告26）。なお、特定事項記載書類
は、上記 1 ⑴②の表イの国税庁長官が定める
書類には該当しない（平10. 6 国税庁告 2）
ことから、上記 1 ⑴②の表ロの書類に該当し、
起算日から 5年を経過した日以後の期間にお
いて、マイクロフィルムによる保存が可能と
なります。
⑤　この制度の適用を受ける場合には、上記 1
⑴③の帳簿書類には、特定事項記載書類を含
むこととされています（法規59の 2 ⑩）。す
なわち、対象法人が欠損金の繰越控除（法法
57①）の適用を受けようとする場合（通算法
人である法人にあっては、他の通算法人が欠
損金の通算（法法64の 7 ①）によりその対象
法人の欠損金額について法人税法第57条第 1
項の適用を受けようとする場合を含みます。）
には、起算日から10年間、特定事項記載書類

をその青色申告法人の納税地又はその関連者
間取引に係る国内の事務所、事業所その他こ
れらに準ずるものの所在地に保存しなければ
なりません。

⑵　青色申告法人以外の法人が関連者間取引を行
った場合の関連者間取引に係る書類の整理保存
の特例
①　関連者間取引に係る書類の整理保存が必要
となるのは、「青色申告法人が関連者間取引
を行った場合の関連者間取引に係る書類の整
理保存の特例」（上記⑴）と同様に、対象法
人が対象取引を行った場合において、その対
象取引に係る対象書類に、対象取引の区分に
応じた対象事項の記載又は記録がないときと
されています。対象法人、対象取引等は次の
とおりとされています（法規67の 2 ①）。
イ　対象法人
　対象となる法人は、内国法人である普通
法人等とされています（法規67の 2 ①）。
普通法人等とは、法人税法第150条の 2 第
1項に規定する普通法人等をいい、具体的
には、青色申告書を提出することにつき税
務署長の承認を受けていない普通法人、協
同組合等並びに収益事業を行う公益法人等
及び人格のない社団等です（法法150の 2
①、法規66①）。
ロ　対象取引及び関連者
　対象となる取引は、対象法人が行う関連
者間取引とされています（法規67の 2 ①）。
　関連者間取引及び関連者の範囲は、上記
⑴①ロの対象取引と同様とされています
（法規67の 2 ①③～⑤）。
ハ　対象書類
　対象となる書類は、関連者間取引に関し
て受領し、又は作成した注文書、契約書、
送り状、領収書、見積書その他これらに準
ずる書類（以下「注文書等」といいます。）
で、上記 1 ⑵の保存義務（法規67②）その
他法人税に関する法令の規定により保存し
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なければならないこととされているものと
されています（法規67の 2 ①）。なお、注
文書等には、自己の作成した注文書等でそ
の写しがあるものはその写しを含むことと
されています。また、注文書等の作成に代
えて電磁的記録の作成がされている場合に
はその電磁的記録を含みます。
（注）　電磁的記録とは、電子的方式、磁気的

方式その他人の知覚によっては認識する

ことができない方式で作られる記録であ

って、電子計算機による情報処理の用に

供されるものをいいます（法規67の 2 ①）。

ニ　対象事項
　対象となる事項は、上記⑴①ホの事項と
同様とされています（法規67の 2 ①）。

②　対象法人が上記①ロの対象取引を行った場
合において、その対象取引に係る対象書類に、
対象取引の区分に応じた上記①ニの対象事項
の記載又は記録がないときに、その記載又は
記録のない事項（以下「特定事項」といいま
す。）を明らかにする書類（以下「特定事項
記載書類」といいます。）をその対象取引を
行った日の属する事業年度の確定申告書の提
出期限までに取得し、又は作成し、その特定
事項記載書類を整理し、保存しなければなら
ないこととされています（法規67の 2 ①）。
　特定事項記載書類は、上記 1 ⑴①（注）の
起算日から 7年間、これをその対象法人の納
税地又はその関連者間取引に係る国内の事務
所、事業所その他これらに準ずるものの所在
地に保存しなければならないこととされてい
ます（法規67の 2 ①）。
　なお、この場合に、その保存に係る特定事
項記載書類に記載すべき特定事項を電子取引
により取得したときは、その特定事項に係る
関連者間取引については、上記の特定事項記
載書類の紙による作成、整理及び保存が必要

ないこととされています（法規67の 2 ②）。
（注）　電子取引とは、電子計算機を使用して作

成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特

例に関する法律第 2 条第 5 号（定義）に規

定する電子取引をいいます。

③　特定事項記載書類については、帳簿書類の
整理保存の原則的な取扱い及び青色申告法人
の場合における特定事項記載書類の取扱いと
同様に、その起算日から一定の期間が経過し
た後に財務大臣が定める方法（マイクロフィ
ルム）により保存することが認められていま
す（法規59③、67の 2 ⑥、平成24. 1 財務告
26）。なお、特定事項記載書類は、上記 1 ⑴
②の表イの国税庁長官が定める書類には該当
しない（平10. 6 国税庁告 2）ことから、上
記⑴④と同様に、起算日から 5年を経過した
日以後の期間において、マイクロフィルムに
よる保存が可能となります。
④　この制度の適用を受ける場合には、上記 1
⑵④の帳簿及び書類には、特定事項記載書類
を含むこととされています（法規67の 2 ⑦）。
すなわち、対象法人が欠損金の繰越控除（法
法57①）の適用を受けようとする場合（通算
法人である法人にあっては、他の通算法人が
欠損金の通算（法法64の 7 ①）によりその対
象法人の欠損金額について法人税法第57条第
1 項の適用を受けようとする場合を含みま
す。）には、起算日から10年間、特定事項記
載書類をその対象法人の納税地又はその関連
者間取引に係る国内の事務所、事業所その他
これらに準ずるものの所在地に保存しなけれ
ばなりません。

4 　適用関係

　上記 3の制度は、令和 8年 4月 1日以後に開始
する事業年度において行う関連者間取引について
適用することとされています（改正法規附則 8）。
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二　公共法人の範囲

1 　改正前の制度の概要

　公共法人は、法人税を納める義務がないことと
されています（法法 4②）。
（注）　公共法人とは、法人税法別表第 1 に掲げる法

人をいいます（法法 2 五、別表 1）。なお、公共

法人となる独立行政法人は、その資本金の額若

しくは出資の金額の全部が国若しくは地方公共

団体の所有に属しているもの又はこれに類する

ものとして、財務大臣が告示により指定をした

ものに限ることとされています（法法別表 1、

平15. 9 財務告606）。

2 　改正の内容

　公共法人となる独立行政法人の範囲について改
正が行われ、独立行政法人男女共同参画機構が追

加されるとともに、独立行政法人国立女性教育会
館が除外されました（平15. 9 財務告606）。
（注 1）　独立行政法人男女共同参画機構は、独立行

政法人男女共同参画機構法（令和 7 年法律第

79号）の施行の時（令和 8 年 4 月 1 日）に成

立することとされ、独立行政法人国立女性教

育会館は、独立行政法人男女共同参画機構の

成立の時において解散するものとされていま

す（独立行政法人男女共同参画機構法附則 2①、

3①）。
（注 2）　この改正は、令和 7年度税制改正事項です。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、令和 8年 4月 1日から適用す
ることとされています（令 8 . 3 財務告80前文）。

三　公益法人等の範囲及び収益事業から除外される事業の範囲

1 　改正前の制度の概要

　公益法人等は、収益事業を行う場合、法人課税
信託の引受けを行う場合、特定多国籍企業グルー
プ等に属する構成会社等である場合若しくは特定
多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等であ
る場合又は退職年金業務等を行う場合に限り、法
人税を納める義務があることとされています（法
法 4①）。
（注）　公益法人等とは、法人税法別表第 2 に掲げる

法人をいいます（法法 2六、別表 2）。

　収益事業とは、物品販売業、不動産販売業、金
銭貸付業、製造業等の34事業で、継続して事業場
を設けて行われるものをいいます（法法 2十三、
法令 5）。
　ただし、法令等において参入できる者が限定さ
れている等、営利を目的とする法人と競合関係に
ないと認められる事業等については、収益事業か

ら除外されています（法令 5）。

2 　改正の内容

⑴　公益法人等の範囲
　社会医療法人の認定要件のうち「自費患者に
対し請求する金額が、社会保険診療報酬と同一
の基準により計算されること」との要件につい
て、医療法施行規則の改正により、自費患者に
対する請求金額のうち特定外国人患者の診療報
酬の額にあっては、その認定要件が「特定外国
人患者に対し請求する診療報酬の額が、社会保
険診療報酬と同一の基準により計算される金額
から当該金額に 3を乗じて得た金額までの範囲
内であって地域における標準的な料金を超えな
いものであること」とされました（医療法規30
の35の 3 ①二ニ）。これにより、社会医療法人
は、特定外国人患者の診療報酬の額については、
社会保険診療報酬と同一の基準により計算され
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る金額の 3倍以内の金額で地域における標準的
な料金を超えない金額を請求することが可能と
なります。
（注 1）　上記の医療法施行規則の改正は、令和 8

年 3 月31日に公布された「医療法施行規則

の一部を改正する省令（令和 8 年厚生労働

省令第72号）」により行われています。なお、

関係法令については、下記の（参考 1）を

ご参照ください。
（注 2）　自費患者とは、社会保険診療に係る患者

又は労働者災害補償保険法に係る患者以外

の患者をいいます（医療法規30の35の 3 ①

二ハ）。
（注 3）　特定外国人患者とは、自費患者である外

国人であって医療保険各法等の規定による

被保険者等でない者をいい、医療保険各法

等とは、高齢者の医療の確保に関する法律

第 7 条第 1 項に規定する医療保険各法及び

高齢者の医療の確保に関する法律をいい、

被保険者等とは、健康保険法及び船員保険

法の規定による被保険者及び被扶養者、国

民健康保険法の規定による被保険者、国家

公務員共済組合法及び地方公務員等共済組

合法に基づく共済組合の組合員及び被扶養

者、私立学校教職員共済法の規定による加

入者及び被扶養者並びに高齢者の医療の確

保に関する法律の規定による被保険者をい

います。すなわち、特定外国人患者とは、

自費患者である外国人であって公的医療保

険に加入していない者です。
（注 4）　上記の特定外国人患者に対し請求する「診

療報酬の額」は、健康保険法第76条第 2 項

の規定により算定される額、同法第85条第

2 項に規定する基準により算定された同項

の費用の額及び同法第85条の 2 第 2 項に規

定する基準により算定された同項の費用の

額の算定の対象となる給付に係るものに限

ることとされています。すなわち、この要

件の対象となる診療報酬の額は、❶『診療

報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告示

第59号）』における「医科診療報酬点数表

（別表 1）」、「歯科診療報酬点数表（別表

2）」及び「調剤報酬点数表（別表 3）」に

点数の定めのある 1 点の単価が10円とされ

る療養の給付に係る診療報酬の額並びに❷

『入院時食事療養費に係る食事療養及び入院

時生活療養費に係る生活療養の費用の額の

算定に関する基準（平成18年厚生労働省告

示第99号）』における「食事療養及び生活療

養の費用額算定表（別表）」に単価の定めが

ある食事療養及び生活療養に係る診療報酬

の額となります。なお、これらの各種別表

に基づき算定される療養の給付に係る診療

報酬の額並びに食事療養及び生活療養に係

る診療報酬の額が、上記の 3 を乗ずる基と

なる「社会保険診療報酬と同一の基準によ

り計算される金額」です。
（注 5）　上記の地域における標準的な料金は、社

会医療法人が設置する医療機関ごとに、厚

生労働省及び観光庁が公表している「外国

人患者を受け入れる医療機関の情報を取り

まとめたリスト」に掲載されているその医

療機関が所在する二次医療圏内にある他の

医療機関が設定している特定外国人患者向

けの診療価格を用いて算定したその診療価

格の平均値又は中央値となる価格等とされ

ており、その算定方法や設定に当たっての

手続の詳細については、「社会医療法人等が

行う訪日外国人患者診療価格設定について

（通知）（令和 8 年 3 月31日付医政発0331第

19号厚生労働省医政局長通知）」に定められ

ています。

⑵　収益事業から除外される事業の範囲
　収益事業から除外される事業の範囲について、
次の改正が行われました。
①　物品販売業
　物品販売業から除外される事業に、脱炭素
成長型経済構造移行推進機構が脱炭素成長型
経済構造への円滑な移行の推進に関する法律
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第111条第 1 項第 7 号に掲げる業務として行
う物品販売業が追加されました（法令 5①一
ロ）。
（注 1）　物品販売業には、動植物その他通常物

品といわないものの販売業を含みます（法

令 5①一）。
（注 2）　脱炭素成長型経済構造への円滑な移行

の推進に関する法律第111条第 1 項第 7 号

に掲げる業務とは、脱炭素成長型投資事

業者排出枠の取引価格の調整のための脱

炭素成長型投資事業者排出枠の買入れに

関する業務をいいます。
（注 3）　関係法令については、下記の（参考 2）

をご参照ください。

②　医療保健業
イ　収益事業から除外される医師会法人等が
その開設する病院又は診療所において行う
医療保健業（法令 5①二十九ヲ）の要件の
うち「医師会法人等の受ける診療報酬又は
利用料の額が、健康保険法の規定等により
算定される額以下であること」との要件に
ついて、医師会法人等の受ける診療報酬等
の額のうち特定外国人患者の診療報酬の額
にあっては、その要件が「特定外国人患者
から受ける診療報酬の額が、健康保険法基
準額に 3を乗じて得た額以下の額であって
地域における標準的な料金を超えないもの
として厚生労働大臣の証明を受けているも
のであること」とされました（法規 5 五
ロ）。これにより、医師会法人等は、特定
外国人患者の診療報酬の額については、健
康保険法基準額により計算される金額の 3
倍以内の金額で地域における標準的な料金
を超えない金額を請求することが可能とな
ります。
（注 1）　特定外国人患者とは、医療法施行規

則第30条の35の 3 第 1 項第 2 号ニに規

定する特定外国人患者をいい、上記⑴

（注 3）の社会医療法人の認定要件にお

ける特定外国人患者と同様です。すな

わち、自費患者である外国人であって

公的医療保険に加入していない者です。
（注 2）　健康保険法基準額とは、健康保険法

第76条第 2 項の規定により算定される

額、同法第85条第 2 項に規定する基準

により算定された同項の費用の額及び

同法第85条の 2 第 2 項に規定する基準

により算定された同項の費用の額をい

います（法規 5五イ）。具体的には、❶

『診療報酬の算定方法（平成20年厚生労

働省告示第59号）』における「医科診療

報酬点数表（別表 1）」、「歯科診療報酬

点数表（別表 2）」及び「調剤報酬点数

表（別表 3）」に基づき 1点の単価を10

円として算定される療養の給付に係る

診療報酬の額並びに❷『入院時食事療

養費に係る食事療養及び入院時生活療

養費に係る生活療養の費用の額の算定

に関する基準（平成18年厚生労働省告

示第99号）』における「食事療養及び生

活療養の費用額算定表（別表）」に基づ

き算定される食事療養及び生活療養に

係る診療報酬の額をいいます。
（注 3）　上記の特定外国人患者から受ける

「診療報酬の額」は、健康保険法基準額

の算定の対象となる給付に係るものに

限ることとされています。すなわち、

この要件の対象となる診療報酬の額は、

上記（注 2）❶の各種別表に点数の定

めのある 1 点の単価が10円とされる療

養の給付に係る診療報酬の額並びに上

記（注 2）❷の別表に単価の定めのあ

る食事療養及び生活療養に係る診療報

酬の額となります。上記⑴（注 4）の

社会医療法人の認定要件における診療

報酬の額の取扱いと同様です。
（注 4）　上記の地域における標準的な料金は、

上記⑴（注 5）の社会医療法人の認定

要件における地域における標準的な料

金の取扱いと同様であり、その算定方
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法や設定に当たっての手続の詳細につ

いては、「社会医療法人等が行う訪日外

国人患者診療価格設定について（通

知）（令和 8年 3 月31日医政発0331第19

号厚生労働省医政局長通知）」に定めら

れています。
（注 5）　上記のとおり、この特定外国人患者

から受ける診療報酬の額は、「厚生労働

大臣の証明を受けているもの」である

必要があり、この証明手続は、この収

益事業から除外される医療保健業の要

件のうち公的な事業運営等に係る要件

（法規 5 六、平20. 4 厚労告297）におけ

る既存の証明手続と併せて行われるこ

ととされています。

ロ　収益事業から除外される公的医療機関に
該当する病院等を設置する一定の厚生農業
協同組合連合会が行う医療保健業（法令 5
①二十九ワ）の要件のうち次の要件につい
て、それぞれ次の改正が行われました。
イ　「厚生農業協同組合連合会が自費患者
から受ける診療報酬の額が、健康保険法
の規定等により算定される額以下である
こと」との要件
　厚生農業協同組合連合会が自費患者か
ら受ける診療報酬の額のうち特定外国人
患者の診療報酬の額にあっては、その要
件が「特定外国人患者から受ける診療報
酬の額が、健康保険法基準額に 3を乗じ
て得た額以下の額であって地域における
標準的な料金を超えないものであるこ
と」とされました（法規 5 の 2 ①一ロ）。
これにより、厚生農業協同組合連合会は、
特定外国人患者の診療報酬の額について
は、健康保険法基準額により計算される
金額の 3倍以内の金額で地域における標
準的な料金を超えない金額を請求するこ
とが可能となります。
（注 1）　特定外国人患者とは、医療法施行

規則第30条の35の 3 第 1 項第 2 号ニ

に規定する特定外国人患者をいい、

上記⑴（注 3）の社会医療法人の認

定要件における特定外国人患者と同

様です。すなわち、自費患者である

外国人であって公的医療保険に加入

していない者です。
（注 2）　健康保険法基準額とは、健康保険

法第76条第 2 項の規定により算定さ

れる額、同法第85条第 2 項に規定す

る基準により算定された同項の費用

の額及び同法第85条の 2 第 2 項に規

定する基準により算定された同項の

費用の額をいいます（法規 5 の 2 ①

一イ）。具体的には、❶『診療報酬の

算定方法（平成20年厚生労働省告示

第59号）』における「医科診療報酬点

数表（別表 1）」、「歯科診療報酬点数

表（別表 2）」及び「調剤報酬点数表

（別表 3）」に基づき 1 点の単価を10

円として算定される療養の給付に係

る診療報酬の額並びに❷『入院時食

事療養費に係る食事療養及び入院時

生活療養費に係る生活療養の費用の

額の算定に関する基準（平成18年厚

生労働省告示第99号）』における「食

事療養及び生活療養の費用額算定表

（別表）」に基づき算定される食事療

養及び生活療養に係る診療報酬の額

をいいます。
（注 3）　上記の特定外国人患者から受ける

「診療報酬の額」は、健康保険法基準

額の算定の対象となる給付に係るも

のに限ることとされています。すな

わち、この要件の対象となる診療報

酬の額は、上記（注 2）❶の各種別

表に点数の定めのある 1 点の単価が

10円とされる療養の給付に係る診療

報酬の額並びに上記（注 2）❷の別

表に単価の定めのある食事療養及び

生活療養に係る診療報酬の額となり
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ます。上記⑴（注 4）の社会医療法

人の認定要件における診療報酬の額

の取扱いと同様です。
（注 4）　上記の地域における標準的な料金

は、上記⑴（注 5）の社会医療法人

の認定要件における地域における標

準的な料金の取扱いと同様であり、

その算定方法や設定に当たっての手

続の詳細については、「社会医療法人

等が行う訪日外国人患者診療価格設

定について（通知）（令和 8年 3月31

日医政発0331第19号厚生労働省医政

局長通知）」に定められています。

ロ　特別の療養環境に係る病床の病室差額
料に係る要件
　各医療施設ごとの特別の療養環境に係
る病床の病室差額料（いわゆる差額ベッ
ド料）の平均額が、 1 万円以下（改正
前：5,000円以下）に引き上げられまし
た（令 6 . 3 厚労・農水告 2（ 1 二ロ））。
これは、近年の物価の上昇を契機として、
厚生農業協同組合連合会を含む公的医療
機関の差額ベッド料の実態等を踏まえて
見直されたものです。

ハ　収益事業から除外される無料又は低額な
料金による診療事業等を行う公益法人等が
行う医療保健業（法令 5①二十九ヨ）の要
件のうち「公益法人等が自費患者から受け
る診療報酬の額が、健康保険法の規定等に
より算定される額以下であること」との要
件について、当該公益法人等が自費患者か
ら受ける診療報酬の額のうち特定外国人患
者の診療報酬の額にあっては、その要件が
「特定外国人患者から受ける診療報酬の額
が、健康保険法基準額に 3を乗じて得た額
以下の額であって地域における標準的な料
金を超えないものとして厚生労働大臣の証
明を受けているものであること」とされま
した（法規 6 三ロ）。これにより、当該公
益法人等は、特定外国人患者の診療報酬の

額については、健康保険法基準額により計
算される金額の 3倍以内の金額で地域にお
ける標準的な料金を超えない金額を請求す
ることが可能となります。
（注 1）　特定外国人患者とは、医療法施行規

則第30条の35の 3 第 1 項第 2 号ニに規

定する特定外国人患者をいい、上記⑴

（注 3）の社会医療法人の認定要件にお

ける特定外国人患者と同様です。すな

わち、自費患者である外国人であって

公的医療保険に加入していない者です。
（注 2）　健康保険法基準額とは、健康保険法

第76条第 2 項の規定により算定される

額、同法第85条第 2 項に規定する基準

により算定された同項の費用の額及び

同法第85条の 2 第 2 項に規定する基準

により算定された同項の費用の額をい

います（法規 6三イ）。具体的には、❶

『診療報酬の算定方法（平成20年厚生労

働省告示第59号）』における「医科診療

報酬点数表（別表 1）」、「歯科診療報酬

点数表（別表 2）」及び「調剤報酬点数

表（別表 3）」に基づき 1点の単価を10

円として算定される療養の給付に係る

診療報酬の額並びに❷『入院時食事療

養費に係る食事療養及び入院時生活療

養費に係る生活療養の費用の額の算定

に関する基準（平成18年厚生労働省告

示第99号）』における「食事療養及び生

活療養の費用額算定表（別表）」に基づ

き算定される食事療養及び生活療養に

係る診療報酬の額をいいます。
（注 3）　上記の特定外国人患者から受ける

「診療報酬の額」は、健康保険法基準額

の算定の対象となる給付に係るものに

限ることとされています。すなわち、

この要件の対象となる診療報酬の額は、

上記（注 2）❶の各種別表に点数の定

めのある 1 点の単価が10円とされる療

養の給付に係る診療報酬の額並びに上
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記（注 2）❷の別表に単価の定めのあ

る食事療養及び生活療養に係る診療報

酬の額となります。上記⑴（注 4）の

社会医療法人の認定要件における診療

報酬の額の取扱いと同様です。
（注 4）　上記の地域における標準的な料金は、

上記⑴（注 5）の社会医療法人の認定

要件における地域における標準的な料

金の取扱いと同様であり、その算定方

法や設定に当たっての手続の詳細につ

いては、「社会医療法人等が行う訪日外

国人患者診療価格設定について（通

知）（令和 8年 3 月31日医政発0331第19

号厚生労働省医政局長通知）」に定めら

れています。
（注 5）　上記のとおり、この特定外国人患者

から受ける診療報酬の額は、「厚生労働

大臣の証明を受けているもの」である

必要があり、この証明手続は、この収

益事業から除外される医療保健業の要

件のうち公的な事業運営等に係る要件

（法規 6 七、平20. 4 厚労告298）におけ

る既存の証明手続と併せて行われるこ

ととされています。

③　技芸教授業
　収益事業から除外される専修学校において
行われる技芸教授業（法令 5①三十イ）の要
件のうち授業時間数に係る要件について、次
の専修学校の課程の区分に応じそれぞれ次の
要件（改正前：高等課程、専門課程又は一般
課程のそれぞれの 1 年間の授業時間数が800
時間以上であること（夜間その他特別な時間
において授業を行う場合には、その 1年間の
授業時間数が450時間以上であり、かつ、そ
の修業期間を通ずる授業時間数が800時間以
上であること））とされました（法規 7二）。
イ　高等課程又は一般課程……次の学科の区
分に応じそれぞれ次の授業時間数又は単位
数以上であること。
イ　昼間学科……その 1年間の授業時間数

が800時間以上であること。（改正前と同
様です。）
ロ　夜間等学科……その 1年間の授業時間
数が450時間以上であり、かつ、その修
業期間を通ずる授業時間数が800時間以
上であること。（改正前と同様です。）
ハ　通信制の学科……その修業期間を通ず
る単位数をその修業期間の年数で除して
計算した単位数が17単位以上であること。

ロ　専門課程……その修業期間を通ずる単位
数をその修業期間の年数で除して計算した
単位数が次の学科の区分に応じそれぞれ次
の単位以上であること。
イ　昼間学科……31単位
ロ　夜間等学科又は通信制の学科……17単
位

ハ　専攻科の課程……その修業期間を通ずる
単位数をその修業期間の年数で除して計算
した単位数が31単位以上であること。

（注 1）　この改正は、学校教育法の一部を改正

する法律（令和 6 年法律第50号）による

学校教育法の改正等により、大学等と同

様に専修学校に専攻科を置くことが可能

となること、専修学校の全ての専門課程

が単位制へ移行されることを契機として

行われたものです。
（注 2）　高等課程又は一般課程の上記イハの通

信制の学科について、専門課程の上記ロ

ロの通信制の学科と同様の単位制に係る

要件に見直されています。これは、改正

前は夜間その他特別な時間において授業

を行う場合として上記イロの夜間等学科

と同様の授業時間数に係る要件とされて

いましたが、専修学校の通信制の学科は、

従来から課程を問わず単位制が基本とさ

れており、今般、全ての専門課程が単位

制へ移行されることを契機として、専門

課程の通信制の学科と併せて単位数に係

る要件とされたものです。
（注 3）　専修学校とは、学校教育法第124条に規
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定する専修学校をいい、高等課程、一般

課程及び専門課程とは、それぞれ同法第

125条第 1 項に規定する高等課程、一般課

程及び専門課程をいい、専攻科とは、同

法第125条の 2 第 1 項に規定する専攻科を

いいます。
（注 4）　昼間学科とは、専修学校設置基準第 4

条第 1 項第 1 号に規定する昼間学科をい

い、夜間等学科とは、同項第 2 号に規定

する夜間等学科をいい、通信制の学科と

は、同項第 3 号に規定する通信制の学科

をいいます。
（注 5）　上記の授業時間数は、普通科、別科そ

の他これらに準ずる区別がある場合には、

それぞれの授業時間数とされています（法

規 7 二）ので、それぞれの授業時間数を

各要件に当てはめる必要があります。
（注 6）　上記の修業期間は、普通科、別科その

他これらに準ずる区別がある場合には、

それぞれの修業期間とされています（法

規 7 一）ので、それぞれの修業期間を各

要件に当てはめる必要があります。
（注 7）　この授業時間数又は単位数に係る要件

を含めた収益事業から除外される専修学

校において行われる技芸教授業（法令 5

①三十イ）の要件の全てに該当する学力

の教授業は、収益事業となる学力の教授

業から除外されます（法令 5 ①三十ロ、

法規 7の 2）。
（注 8）　関係法令については、下記の（参考 3）

及び（参考 4）をご参照ください。
（参考 1）　医療法施行規則（昭和23年厚生省令第

50号）

（社会医療法人の認定要件）

第30条の35の 3 　法第42条の 2 第 1 項第 6

号に規定する公的な運営に関する厚生労

働省令で定める要件は、次の各号のいず

れにも該当するものであることとする。

一　省　略

二　当該医療法人の事業について、次の

いずれにも該当すること。

イ・ロ　省　略

ハ　自費患者（社会保険診療に係る患

者又は労働者災害補償保険法に係る

患者以外の患者をいう。以下同じ。）

に対し請求する金額（ニに規定する

特定外国人患者請求額を除く。）が、

社会保険診療報酬と同一の基準によ

り計算されること。

ニ　特定外国人患者（自費患者である

外国人であつて医療保険各法等（高

齢者の医療の確保に関する法律第 7

条第 1 項に規定する医療保険各法及

び高齢者の医療の確保に関する法律

をいう。）の規定による被保険者等

（健康保険法及び船員保険法（昭和14

年法律第73号）の規定による被保険

者及び被扶養者、国民健康保険法の

規定による被保険者、国家公務員共

済組合法（昭和33年法律第128号）及

び地方公務員等共済組合法（昭和37

年法律第152号）に基づく共済組合の

組合員及び被扶養者、私立学校教職

員共済法（昭和28年法律第245号）の

規定による加入者及び被扶養者並び

に高齢者の医療の確保に関する法律

の規定による被保険者をいう。）でな

い者をいう。）に対し請求する診療報

酬の額（健康保険法第76条第 2 項の

規定により算定される額、同法第85

条第 2 項に規定する基準により算定

された同項の費用の額及び同法第85

条の 2 第 2 項に規定する基準により

算定された同項の費用の額の算定の

対象となる給付に係るものに限る。）

（第57条の 2 第 1 項第 2 号において

「特定外国人患者請求額」という。）が、

社会保険診療報酬と同一の基準によ

り計算される金額から当該金額に 3

を乗じて得た金額までの範囲内であ
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つて地域における標準的な料金を超

えないものであること。

ホ　省　略

2・ 3　省　略
（参考 2）　脱炭素成長型経済構造への円滑な移行

の推進に関する法律（令和 5 年法律第32

号）

（実施指針）

第32条　経済産業大臣は、脱炭素成長型経

済構造への円滑な移行に資する投資を行

おうとする事業者に対する脱炭素成長型

投資事業者排出枠（事業者の生産、輸送

その他の事業活動に伴う二酸化炭素の排

出の量（以下「二酸化炭素の排出量」と

いう。）に相当する枠であって、二酸化炭

素 1 トンを表す単位により表記されるも

のをいう。以下同じ。）の割当ての実施に

関する指針（以下この条及び第34条第 1

項において「実施指針」という。）を定め

るものとする。

2～ ６　省　略

（機構の目的）

第77条　脱炭素成長型経済構造移行推進機

構（以下「機構」という。）は、化石燃料

賦課金及び特定事業者負担金の徴収に係

る事務、特定事業者排出枠の割当て及び

入札の実施に関する業務、脱炭素成長型

投資事業者排出枠の割当てに係る事務、

脱炭素成長型投資事業者に対する脱炭素

成長型投資事業者排出枠の取引の機会の

提供、脱炭素成長型経済構造への円滑な

移行に資する事業活動を行う者に対する

債務保証その他の支援等を行うことによ

り、脱炭素成長型経済構造への円滑な移

行を推進することを目的とする。

（業務の範囲）

第111条　機構は、第77条の目的を達成する

ため、次に掲げる業務を行う。

一～六　省　略

七　脱炭素成長型投資事業者排出枠の取

引価格の調整のための脱炭素成長型投

資事業者排出枠の買入れに関する業務

八～十　省　略

2・ 3　省　略

（機構が従うべき調整実施基準）

第115条　経済産業大臣は、第111条第 1 項

第 7 号に掲げる業務の実施に当たって機

構が従うべき基準（以下この条並びに第

117条第 2 項及び第 4 項において「調整実

施基準」という。）を定めるものとする。

2～ 5　省　略

（調整基準取引価格）

第116条　経済産業大臣は、毎年度、当該年

度の開始前に、脱炭素成長型投資事業者

排出枠につき、調整基準取引価格を定め

なければならない。

2 　調整基準取引価格は、一定期間以上継

続して平均売買取引価格（売買取引の価

格の平均額として経済産業省令で定める

方法により算出される額をいう。次条第

1 項において同じ。）がその額を下回った

場合にこれによる脱炭素成長型経済構造

への円滑な移行に資する脱炭素成長型投

資事業者の投資その他の事業活動に及ぼ

す影響を緩和するため、売買取引の価格

を調整することが必要となると認められ

る二酸化炭素の排出量 1 トンに相当する

脱炭素成長型投資事業者排出枠の取引価

格として、当該事業活動を誘導する脱炭

素成長型投資事業者排出枠の取引価格の

水準、二酸化炭素の排出に係る国内外の

経済動向その他の事情を勘案して、経済

産業大臣が定めるものとする。

3　省　略

（脱炭素成長型投資事業者排出枠の買入れ

の決定）

第117条　機構は、平均売買取引価格が調整

基準取引価格を下回る場合には、脱炭素

成長型投資事業者排出枠を買い入れるこ

とができる。この場合において、機構は、
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あらかじめ、経済産業大臣から脱炭素成

長型投資事業者排出枠の振替を行うため

の法人等保有口座の開設を受けなければ

ならない。

2 　機構は、脱炭素成長型投資事業者排出

枠を買い入れるときは、あらかじめ、調

整実施基準に従って、脱炭素成長型投資

事業者排出枠の買入量を決定しなければ

ならない。

3 　機構は、脱炭素成長型投資事業者排出

枠を買い入れるかどうかを決定するとき

は、あらかじめ、経済産業大臣にその旨

を通知し、相当の期間を定めて、意見を

述べる機会を与えなければならない。

4 　機構は、調整実施基準に従い、第 1 項

の規定により買い入れた脱炭素成長型投

資事業者排出枠を脱炭素成長型投資事業

者に対し、売り渡すものとする。
（参考 3）　学校教育法（昭和22年法律第26号）

第124条　第 1 条に掲げるもの以外の教育施

設で、職業若しくは実際生活に必要な能

力を育成し、又は教養の向上を図ること

を目的として次の各号に該当する組織的

な教育を行うもの（当該教育を行うにつ

き他の法律に特別の規定があるもの及び

我が国に居住する外国人を専ら対象とす

るものを除く。）は、専修学校とする。

一　修業年限が 1年以上であること。

二　授業時数又は単位数が文部科学大臣

の定める授業時数又は単位数以上であ

ること。

三　教育を受ける者が常時40人以上であ

ること。

第125条　専修学校には、高等課程、専門課

程又は一般課程を置く。

②　専修学校の高等課程においては、中学

校若しくはこれに準ずる学校若しくは義

務教育学校を卒業した者若しくは中等教

育学校の前期課程を修了した者又は文部

科学大臣の定めるところによりこれと同

等以上の学力があると認められた者に対

して、中学校における教育の基礎の上に、

心身の発達に応じて前条の教育を行うも

のとする。

③　専修学校の専門課程においては、高等

学校若しくはこれに準ずる学校若しくは

中等教育学校を卒業した者又は文部科学

大臣の定めるところによりこれと同等以

上の学力があると認められた者に対して、

高等学校における教育の基礎の上に、前

条の教育を行うものとする。

④　専修学校の一般課程においては、高等

課程又は専門課程の教育以外の前条の教

育を行うものとする。

第125条の 2 　専修学校（修業年限が 2 年以

上であることその他の文部科学大臣の定

める基準を満たす専門課程（以下この章

において「特定専門課程」という。）を置

くものに限る。）には、専攻科を置くこと

ができる。

②　専修学校の専攻科は、専修学校の特定

専門課程を修了した者又は文部科学大臣

の定めるところによりこれと同等以上の

学力があると認められた者に対して、精

深な程度において、特別の事項を教授し、

その研究を指導することを目的とし、そ

の修業年限は、 1年以上とする。
（参考 4）　専修学校設置基準（昭和51年文部省令

第 2号）

（学科）

第 3 条　基本組織には、専攻により 1 又は

2以上の学科を置くものとする。

2 　前項の学科は、専修学校の教育を行う

ため適当な規模及び内容があると認めら

れるものでなければならない。

第 4 条　前条第 1 項の規定により基本組織

に置かれる学科は、次の各号に掲げるも

ののいずれかとする。

一　昼間において授業を行う学科（以下

「昼間学科」という。）
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二　夜間その他特別な時間において授業

を行う学科（以下「夜間等学科」とい

う。）

三　通信による教育を行う学科（以下「通

信制の学科」という。）

2 　通信制の学科は、昼間学科又は夜間等

学科を置く基本組織において、当該昼間

学科又は夜間等学科と同一の専攻分野で

あつて、通信による教育によつて十分な

教育効果が得られるものについて置くこ

とができる。

3 　適用関係

⑴　上記 2 ⑴並びに⑵①及び②ロイの改正は、令
和 8年 4月 1日から施行されています（改正医

療法規附則、改正法令附則 1、改正法規附則 1）。
⑵　上記 2 ⑵②イ及びハの改正は、公益法人等の
令和 8年 4月 1日以後に終了する事業年度の所
得に対する法人税について適用し、公益法人等
の同日前に終了した事業年度の所得に対する法
人税については、従前どおりとされています
（改正法規附則 2①）。
⑶　上記 2 ⑵②ロロの改正は、令和 8年 4月 1日
から適用することとされています（令 8 . 3 厚
労・農水告 1前文）。
⑷　上記 2 ⑵③の改正は、法人の令和 8年 4月 1
日以後に終了する事業年度の所得に対する法人
税について適用し、法人の同日前に終了した事
業年度の所得に対する法人税については、従前
どおりとされています（改正法規附則 2②）。

四　減価償却

1 　改正前の制度の概要

⑴　償却の方法
　減価償却資産の償却限度額の計算上選定する
ことができる償却の方法は、次のとおりとされ
ています（法令48①、48の 2 ①）。
①　平成19年 3 月31日以前に取得をされた減価
償却資産（国外リース資産にあっては、リー
ス契約が平成20年 3 月31日までに締結された
もの）
イ　建物（鉱業用減価償却資産を除きます。）
……平成10年 3 月31日以前に取得をされた
ものについては旧定額法又は旧定率法、同
年 4月 1日以後に取得をされたものについ
ては旧定額法
ロ　建物附属設備、構築物、機械装置、船舶、
航空機、車両運搬具、工具及び器具備品
（鉱業用減価償却資産及び国外リース資産
を除きます。）……旧定額法又は旧定率法
ハ　鉱業用減価償却資産（鉱業権及び国外リ
ース資産を除きます。）……旧定額法、旧
定率法又は旧生産高比例法

ニ　無形固定資産（鉱業権を除きます。）及
び生物……旧定額法
ホ　鉱業権……旧定額法又は旧生産高比例法
ヘ　国外リース資産……旧国外リース期間定
額法

②　平成19年 4 月 1 日以後に取得をされた減価
償却資産（リース資産にあっては、リース契
約が平成20年 4 月 1 日以後に締結されたも
の）
イ　建物、建物附属設備及び構築物（鉱業用
減価償却資産及びリース資産を除きます。）
イ　平成28年 3 月31日以前に取得をされた
建物附属設備及び構築物……定額法又は
定率法
ロ　建物並びに平成28年 4 月 1 日以後に取
得をされた建物附属設備及び構築物……
定額法

ロ　機械装置、船舶、航空機、車両運搬具、
工具及び器具備品（鉱業用減価償却資産及
びリース資産を除きます。）……定額法又
は定率法
ハ　鉱業用減価償却資産（鉱業権及びリース
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資産を除きます。）
イ　平成28年 4 月 1 日以後に取得をされた
建物、建物附属設備及び構築物……定額
法又は生産高比例法
ロ　上記イ以外の鉱業用減価償却資産……
定額法、定率法又は生産高比例法

ニ　無形固定資産（鉱業権及びリース資産を
除きます。）及び生物……定額法
ホ　鉱業権……定額法又は生産高比例法
ヘ　リース資産……リース期間定額法

（注 1）　定率法は、平成24年 3 月31日以前に取得

をされた資産にあっては250％定率法と、同

年 4 月 1 日以後に取得をされた資産にあっ

ては200％定率法とされています（耐用年数

省令 5①二、別表 9・10）。250％定率法とは、

定額法の償却率の250％相当の率による定率

法をいい、200％定率法とは、定額法の償却

率の200％相当の率による定率法をいいます。
（注 2）　鉱業用減価償却資産とは、鉱業経営上直

接必要な減価償却資産で鉱業の廃止により

著しくその価値を減ずるものをいいます（法

令48⑤一）。

⑵　特別な償却の方法等
①　減価償却資産の償却限度額を上記⑴の償却
の方法以外の償却の方法により計算すること
について納税地の所轄税務署長の承認を受け
た場合には、その承認を受けた日の属する事
業年度以後の各事業年度の償却限度額の計算
については、その承認を受けた償却の方法を
選定することができることとされています
（法令48の 4 ①）。
②　取替資産の償却限度額の計算については、
納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合に
は、その採用している償却の方法に代えて、
取替法を選定することができることとされて
います（法令49①）。
（注）　取替資産とは、軌条、枕木その他多量に

同一の目的のために使用される減価償却資

産で、毎事業年度使用に耐えられなくなっ

たこれらの資産の一部がほぼ同数量ずつ取

り替えられるものをいいます（法令49③）。

③　リース賃貸資産については、その採用して
いる償却の方法に代えて、旧リース期間定額
法を選定することができることとされていま
す（法令49の 2 ①）。
（注 1）　リース賃貸資産とは、平成19年改正前

の法人税法施行令第136条の 3 第 1 項に規

定するリース取引の目的とされている減

価償却資産（国外リース資産を除きま

す。）をいいます（法令48①六、49の 2 ①）。
（注 2）　旧リース期間定額法とは、そのリース

賃貸資産の改定取得価額を改定リース期

間の月数で除して計算した金額に当該事

業年度におけるその改定リース期間の月

数を乗じて計算した金額を各事業年度の

償却限度額として償却する方法をいいま

す。
（注 3）　改定取得価額とは、この特例の適用を

受けるリース賃貸資産のその適用を受け

る最初の事業年度開始の時における取得

価額（その最初の事業年度の前事業年度

までの各事業年度においてした償却の額

で当該各事業年度の所得の金額の計算上

損金の額に算入された金額がある場合に

は、その金額を控除した金額）から残価

保証額を控除した金額をいいます（法令

49の 2 ③）。
（注 4）　改定リース期間とは、リース賃貸資産

のリース期間のうちこの特例の適用を受

ける最初の事業年度開始の日以後の期間

をいいます（法令49の 2 ③）。

④　経過リース資産については、その経過リー
ス資産を有する法人の令和 7年 4月 1日以後
に開始する事業年度において、リース期間定
額法に代えて、経過リース期間定額法を選定
することができることとされています（令和
7年改正法令附則 7②）。
（注 1）　経過リース資産とは、リース資産のう

ちそのリース資産についての所有権移転
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外リース取引に係る契約が令和 9 年 3 月

31日以前に締結されたもの（その取得価

額に残価保証額に相当する金額が含まれ

ているものに限ります。）をいいます（令

和 7年改正法令附則 7②）。
（注 2）　経過リース期間定額法とは、その経過

リース資産の改定取得価額を改定リース

期間の月数で除して計算した金額に当該

事業年度におけるその改定リース期間の

月数を乗じて計算した金額を各事業年度

の償却限度額として償却する方法をいい

ます。
（注 3）　改定取得価額とは、この特例の適用を

受ける経過リース資産のその適用を受け

る最初の事業年度開始の時における取得

価額（その最初の事業年度の前事業年度

までの各事業年度においてした償却の額

で当該各事業年度の所得の金額の計算上

損金の額に算入された金額がある場合に

は、その金額を控除した金額）をいいま

す（令和 7年改正法令附則 7④）。
（注 4）　改定リース期間とは、経過リース資産

のリース期間のうちこの特例の適用を受

ける最初の事業年度開始の日以後の期間

をいいます（令和 7年改正法令附則 7④）。

⑶　減価償却資産の償却の方法の選定等
①　償却の方法の選定の原則
　減価償却資産の償却の方法は、資産区分ご
とに、選定しなければならないこととされ
（法令51①）、設立の日、既によるべき償却の
方法を選定している減価償却資産以外の資産
の取得をした日等といった区分に応じた一定
の日の属する事業年度の確定申告書の提出期
限までに、上記⑴の償却の方法のうちそのよ
るべき方法を「減価償却資産の償却方法の届
出書」により納税地の所轄税務署長に届け出
なければならないこととされています（法令
51②）。
（注）　資産区分とは、平成19年 3 月31日以前に

取得をされた減価償却資産と同年 4 月 1 日

以後に取得をされた減価償却資産との区分

ごと、かつ、その減価償却資産の種類等ご

との区分をいいます。

　また、 2以上の事業所又は船舶を有する法
人が事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定
しようとする場合には、上記と同様に、事業
所又は船舶ごとの資産区分ごとに、選定しよ
うとする償却の方法を上記の区分に応じた一
定の日の属する事業年度の確定申告書の提出
期限までに、上記の届出書により納税地の所
轄税務署長に届け出ることとなります（法令
51②）。
　なお、選定できる償却の方法が、旧定額法
のみである建物、無形固定資産又は生物や定
額法のみである建物、無形固定資産又は生物
等については、届出は不要とされ、これらの
減価償却資産の取得の日において、それぞれ
旧定額法、定額法等の償却の方法を選定した
ものとみなされます（法令51②⑤）。
②　償却の方法の選定の特例
　平成19年 4 月 1 日以後に取得をされた減価
償却資産（以下「新償却方法適用資産」とい
います。）について、
イ　平成19年 3 月31日以前に取得をされたと
したならば、同日以前に取得をされ、既に
旧定額法、旧定率法又は旧生産高比例法を
選定している減価償却資産（以下「旧償却
方法適用資産」といいます。）と同一の資
産区分に属する場合
で、かつ、
ロ　上記①の選定の届出をしていない場合
には、旧償却方法適用資産につき選定した償
却の方法に応じ、それぞれ旧定額法にあって
は定額法を、旧定率法にあっては定率法を、
旧生産高比例法にあっては生産高比例法を、
それぞれ選定したものとみなされます（法令
51③）。ただし、既に償却の方法の変更の承
認を受けた新償却方法適用資産と同一の資産
区分に属する新償却方法適用資産については、
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本措置の適用はありません。
③　法定償却方法
　上記①又は②により減価償却資産につき償
却の方法を選定しなかった場合には、法定償
却方法によりその償却限度額を計算すること
とされています（法令53）。なお、平成19年
4 月 1 日以後に取得をされた減価償却資産に
ついての法定償却方法は、次のとおりです。
イ　平成28年 ３ 月31日以前に取得をされた建
物附属設備及び構築物並びに機械装置、船
舶、航空機、車両運搬具、工具及び器具備
品（鉱業用減価償却資産及びリース資産を
除きます。）（上記⑴②イイロ）……定率法
ロ　鉱業用減価償却資産及び鉱業権（リース
資産を除きます。）（上記⑴②ハホ）……生
産高比例法

④　償却の方法の変更
　減価償却資産につき選定した償却の方法を
変更しようとするとき又は 2以上の事業所若
しくは船舶を有し事業所若しくは船舶ごとに
償却の方法を選定していない場合で事業所若
しくは船舶ごとに償却の方法を選定しようと
するときは、その新たな償却の方法を採用し
ようとする事業年度開始の日の前日までに、
その旨、変更しようとする理由等を記載した
申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、そ
の承認を受けなければならないこととされて
います（法令52①②）。

⑷　減価償却資産の償却限度額
　法人の有する減価償却資産の各事業年度の償
却限度額は、その資産につきその法人が採用し
ている方法に基づいて計算した金額とされてい
ます（法令58）。
　ただし、法人がその有する減価償却資産につ
き当該事業年度の前事業年度までの各事業年度
においてした償却の額（各事業年度の所得の金
額の計算上損金の額に算入されたものに限りま
す。）の累積額（償却累積額）とその資産につ
き採用している償却の方法により計算した当該

事業年度の償却限度額に相当する金額との合計
額が、償却可能限度額を超える場合には、その
資産については、その償却限度額に相当する金
額からその超える部分の金額を控除した金額を
もって当該事業年度の償却限度額とすることと
されています（法令61①）。
（注 1）　償却可能限度額とは、次の減価償却資産

の区分に応じそれぞれ次の金額をいいます。

①�　平成19年 3 月31日以前に取得をされた

もの（国外リース資産及びリース賃貸資

産にあっては、リース契約が平成20年 3

月31日までに締結されたもの）で、その

よるべき償却の方法として旧定額法、旧

定率法、旧生産高比例法、旧国外リース

期間定額法、法人税法施行令第48条の 4

第 1 項の特別な償却の方法又は旧リース

期間定額法を採用しているもの

　イ�　建物、建物附属設備、構築物、機械

装置、船舶、航空機、車両運搬具、工

具及び器具備品（坑道並びに国外リー

ス資産及びリース賃貸資産を除きま

す。）……その取得価額の95％相当額

　ロ�　坑道及び無形固定資産（リース賃貸

資産を除きます。）……その取得価額に

相当する金額

　ハ�　生物（リース賃貸資産を除きます。）

……その取得価額から残存価額を控除

した金額に相当する金額

　ニ�　国外リース資産……その取得価額か

ら見積残存価額を控除した金額に相当

する金額

　ホ�　リース賃貸資産……その取得価額か

ら残価保証額（当該残価保証額が 0 で

ある場合には、 1 円）を控除した金額

に相当する金額

②�　平成19年 4 月 1 日以後に取得をされた

もの（リース資産にあっては、リース契

約が平成20年 4 月 1 日以後に締結された

もの）で、そのよるべき償却の方法とし

て定額法、定率法、生産高比例法、リー
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ス期間定額法、法人税法施行令第48条の

4 第 1 項の特別な償却の方法又は経過リ

ース期間定額法を採用しているもの

　イ�　建物、建物附属設備、構築物、機械

装置、船舶、航空機、車両運搬具、工具、

器具備品及び生物（坑道及びハのリー

ス資産を除きます。）……その取得価額

から 1 円を控除した金額に相当する金

額

　ロ�　坑道及び無形固定資産……その取得

価額に相当する金額

　ハ�　リース資産（リース契約が令和 9 年

3 月31日以前に締結されたものに限る

ものとし、経過リース資産を除きま

す。）……その取得価額から残価保証額

を控除した金額に相当する金額

　なお、法人がその有する平成19年 3 月31日以
前に取得をされた減価償却資産（上記（注 1）
①イ及びハに該当するものに限ります。）につ
き当該事業年度の前事業年度までの各事業年度
においてした償却の額（各事業年度の所得の金
額の計算上損金の額に算入されたものに限りま
す。）の累積額（償却累積額）が償却可能限度
額に達している場合には、その資産については、
その資産の取得価額から償却可能限度額及び 1
円を控除した金額を60で除し、これに当該事業
年度以後の各事業年度の月数を乗じて計算した
金額をもってその各事業年度の償却限度額とみ
なすこととされています（法令61②）。
　また、法人がその有する平成19年 3 月31日以
前に取得をされた次に掲げる減価償却資産につ
き当該事業年度の前事業年度までの各事業年度
においてした償却の額（各事業年度の所得の金
額の計算上損金の額に算入されたものに限りま
す。）の累積額（償却累積額）がその資産の取
得価額の95％相当額に達している場合において、
その法人が残存使用可能期間につき納税地の所
轄税務署長の認定を受けたときは、その資産に
ついては、その資産の取得価額の 5％相当額か
ら 1円を控除した金額をその認定を受けた残存

使用可能期間の月数で除し、これに当該事業年
度以後の各事業年度に属するその残存使用可能
期間の月数を乗じて計算した金額をもってその
各事業年度の償却限度額とみなすこととされて
います（法令61の 2 ①）。
①　鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリー
ト造、れんが造、石造又はブロック造の建物
②　鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリー
ト造、コンクリート造、れんが造、石造又は
土造の構築物又は装置

（注 2）　残存使用可能期間とは、当該事業年度開

始の日からその資産が使用不能となるもの

と認められる日までの期間をいいます。

⑸　減価償却資産の償却超過額
①　法人の各事業年度終了の時において有する
減価償却資産につきその償却費として当該事
業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入
する金額は、損金経理額のうち償却限度額に
達するまでの金額とされています（法法31
①）。この損金経理額には、減価償却資産に
つき償却費として損金経理をした事業年度
（償却事業年度）前の各事業年度におけるそ
の減価償却資産に係る損金経理額のうち当該
各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に
算入されなかった金額（償却超過額）を含む
こととされています（法法31④）。
　また、法人が、適格分割、適格現物出資又
は適格現物分配（適格分割等）により分割承
継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人
（分割承継法人等）に減価償却資産を移転す
る場合において、期中損金経理額のうちその
減価償却資産につきその適格分割等の日の前
日を事業年度終了の日とした場合に計算され
る償却限度額に相当する金額に達するまでの
金額は、分割等事業年度の所得の金額の計算
上、損金の額に算入することとされています
（法法31②）。この期中損金経理額には、分割
等事業年度前の各事業年度における減価償却
資産に係る損金経理額のうち当該各事業年度
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の所得の金額の計算上損金の額に算入されな
かった金額（償却超過額）を含むこととされ
ています（法法31④）。
（注 1）　損金経理額とは、当該事業年度におい

て減価償却資産につき償却費として損金

経理をした金額をいいます（法法31①）。
（注 2）　期中損金経理額とは、適格分割等によ

り分割承継法人等に移転する減価償却資

産につき損金経理額に相当する金額を費

用の額とした場合におけるその費用の額

とした金額をいいます（法法31②）。
（注 3）　分割等事業年度とは、その適格分割等

の日の属する事業年度をいいます（法法

31②）。

②　法人がその有する減価償却資産についてし
た償却の額のうち各事業年度の所得の金額の
計算上損金の額に算入されなかった金額（償
却超過額）がある場合には、その資産につい
ては、その償却をした日の属する事業年度以
後の各事業年度の所得の金額の計算上、その
資産の帳簿価額は、その償却超過額に相当す
る金額の減額がされなかったものとみなすこ
ととされています（法令62）。

2 　改正の内容

⑴　貯留権の創設に伴う整備
　二酸化炭素の貯留事業の健全な発達等を図る
とともに、公共の安全を確保するため、二酸化
炭素の貯留事業に係る許可制度及び貯留権の創
設、貯留事業における保安の確保のために必要
な措置の義務付け、二酸化炭素が貯蔵された事
業場の長期的な管理のための制度の整備、導管
輸送事業に係る届出制度の創設等の措置を講ず
ることを目的とした「二酸化炭素の貯留事業に
関する法律案」が、第213回通常国会に提出さ
れ、令和 6年 5月17日に可決・成立し、同月24
日に公布されました。同法（以下「二酸化炭素
貯留事業法」といいます。）において、貯留区
域内の貯留層における二酸化炭素を貯留層に貯
蔵する事業（以下「貯留事業」といいます。）

の用に供する貯留等工作物をその貯留区域に設
置し、及び運用し、並びにその貯留層に二酸化
炭素を貯蔵する権利として「貯留権」が定めら
れ、試掘区域における試掘の用に供する貯留等
工作物をその試掘区域に設置し、及び運用し、
並びにその試掘区域において試掘を行う権利と
して「試掘権」が定められました。
（注 1）　貯留区域とは、貯留層の全部又は一部を

その区域に含む地下の一定の範囲における

立体的な区域であって、貯留事業の用に供

するものをいい、貯留層とは、その内部及

び周辺の地層の温度、圧力その他の性質が

二酸化炭素の安定的な貯蔵に適している地

下の地層をいい、貯留等工作物とは、坑井、

掘削用機械、圧送機、配管その他の工作物

及びこれらの附属設備であって、貯留事業

又は試掘の用に供するものをいいます（二

酸化炭素貯留事業法 2①③⑥）。
（注 2）　試掘区域とは、地下の一定の範囲におけ

る立体的な区域であって、試掘の用に供す

るものをいい、試掘とは、地下の地層が貯

留層に該当するかどうかを調査するため、

その地層を掘削すること（その地層を構成

する砂岩その他の岩石を採取することを含

み、その地層における二酸化炭素の貯蔵を

伴わないものに限ります。）をいいます（二

酸化炭素貯留事業法 2④⑤）。

　二酸化炭素貯留事業法において、貯留権及び
試掘権は、物権とみなされ、抵当権の設定の目
的となるほか、登記に代えて登録を行うなどの
措置が講じられています。
（注 3）　二酸化炭素貯留事業法は、一部の規定を

除き、公布の日から起算して 2 年を超えな

い範囲内において政令で定める日から施行

することとされており（二酸化炭素貯留事

業法附則 1）、二酸化炭素の貯留事業に関す

る法律の施行期日を定める政令（令和 8 年

政令第151号）により令和 8 年 5 月22日とさ

れています。なお、試掘権に関する規定は、

令和 6年11月18日から施行されています（二
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酸化炭素貯留事業法附則 1 三、二酸化炭素

の貯留事業に関する法律の一部の施行期日

を定める政令）。
（注 4）　関係法令については、下記の（参考）を

ご参照ください。

　上記の貯留権に関する規定の施行に伴い、貯
留権について、次のとおり整備が行われました。
（注 5）　この改正は、令和 6年度税制改正事項です。

①　減価償却資産の範囲の見直し
　貯留権が、減価償却資産（無形固定資産）
とされました（法令13八ロ）。
　上記に伴い、鉱業権に含めることとされる
「租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は
採取する権利」から貯留権を除くこととされ
ました（法令13八イ、耐用年数省令 1）。
②　減価償却資産の償却の方法の見直し
　平成19年 4 月 1 日以後に取得をされた減価
償却資産のうち鉱業権及び貯留権の償却限度
額の計算上選定をすることができる償却の方
法について、定額法又は生産高等比例法（改
正前：定額法又は生産高比例法）とされ、貯
留権の償却限度額は、定額法又は生産高等比
例法に基づき計算することとされました（法
令48の 2 ①五）。
イ　生産高等比例法
　生産高等比例法とは、鉱業権又は貯留権
の取得価額をこれらの資産の耐用年数の期
間内におけるこれらの資産の属する鉱区又
は貯留区域の採掘予定数量又は注入予定数
量で除して計算した一定単位当たりの金額
に当該事業年度におけるその鉱区又は貯留
区域の採掘数量又は注入数量を乗じて計算
した金額を各事業年度の償却限度額として
償却する方法をいいます（法令48の 2 ①五
ロ）。
（注 1）　上記の耐用年数は、これらの資産の

属する鉱区又は貯留区域の採掘予定年

数又は注入予定年数がその耐用年数よ

り短い場合には、その鉱区又は貯留区

域の採掘予定年数又は注入予定年数と

されています。

　貯留権は、貯留区域内の貯留層に二酸化
炭素を貯蔵する権利であるところ、その貯
留層への二酸化炭素の注入量に応じて費用
配分する方法も合理的な方法と考えられる
ことから、鉱業用減価償却資産を前提とし
た従前の生産高比例法に、貯留権における
その算定の基礎となる貯留区域の注入予定
数量及び各期の注入数量を加えた償却方法
を「生産高等比例法」として新たに定める
こととしたものです。
（注 2）　改正後は、平成19年 4 月 1 日以後に

取得をされた鉱業権についても、定額

法又は生産高等比例法により償却限度

額を計算することとなりますが、具体

的な計算内容に変更はなく、実質的に

は変更がありません。

　なお、鉱業権又は貯留権につき評価換え
等が行われたことによりその帳簿価額が増
額され、又は減額された場合には、その評
価換え等が行われた事業年度後の各事業年
度におけるこれらの資産に係る上記の一定
単位当たりの金額は、その資産のその評価
換え等の直後の帳簿価額を残存採掘予定数
量等で除して計算した金額とすることとさ
れています（法令48の 2 ③）。
（注 3）　上記の評価換え等が行われた事業年

度後の各事業年度は、その評価換え等

が期中評価換え等である場合には、そ

の期中評価換え等が行われた事業年度

以後の各事業年度とされています。

　残存採掘予定数量等とは、上記の採掘予
定数量又は注入予定数量から上記の耐用年
数の期間内でその評価換え等が行われた事
業年度終了の日以前の期間内における採掘
数量又は注入数量を控除した数量をいいま
す。
（注 4）　上記の評価換え等が行われた事業年

度終了の日以前の期間は、その評価換

え等が期中評価換え等である場合には、
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その期中評価換え等が行われた事業年

度開始の日前の期間とされています。

ロ　貯留権の償却の方法の選定等
　貯留権の償却の方法の選定（上記 1 ⑶
①）については、他の減価償却資産と同様
です（法令51）。なお、貯留権の償却の方
法の選定に係る資産区分については、鉱業
権と同様、その貯留権に係る設備の種類ご
との区分とされています（法規14五）。
　貯留権につき償却の方法を選定しなかっ
た場合における法定償却方法は、生産高等
比例法とされています（法令53二ハ）。平
成19年 4 月 1 日以後に取得をされた鉱業権
も同様です。

③　耐用年数
　貯留権の耐用年数が定められ、貯留権に係
る貯留区域の注入予定数量を、その貯留区域
の最近における年間注入数量その他その貯留
区域に属する設備の注入能力等に照らし適正
に推計される年間注入数量で除して計算した
数を基礎として納税地の所轄税務署長の認定
した年数とされました（耐用年数省令 1②五）。
　この認定を受けようとする法人は、次の事
項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長
に提出しなければならないこととされていま
す（耐用年数省令 1④）。
イ　申請をする法人の名称及び代表者の氏名
並びに納税地並びに法人番号
（注）　上記の代表者は、人格のない社団等で

代表者の定めがなく、管理人の定めがあ

るものについては、管理人とされていま

す。また、上記の代表者の氏名は、外国

法人（人格のない社団等で国外に本店又

は主たる事務所を有するものを含みま

す。）にあっては、代表者及び法人税法第

141条各号に定める国内源泉所得に係る事

業又は資産の経営又は管理の責任者の氏

名とされています（耐用年数省令 1④一）。

ロ　申請に係る貯留権の貯留区域の所在地
ハ　申請に係る貯留権の貯留区域の注入予定

数量、最近における年間注入数量及びその
貯留区域に属する設備の注入能力
　税務署長は、上記の申請書の提出があった
場合には、遅滞なく、これを審査し、その申
請に係る年数を認定するものとされ、また、
認定をした後、その認定に係る年数により、
その認定に係る貯留権の償却限度額の計算を
することを不適当とする特別の事由が生じた
と認められる場合には、その年数を変更する
ことができることとされています（耐用年数
省令 1 ⑤⑥）。採掘権等の耐用年数の認定と
同様です。
（注）　税務署長は、上記の認定及び認定年数の

変更の処分をするときは、その認定に係る

法人に対し、書面によりその旨を通知する

こととされています（耐用年数省令 1⑦）。

　上記の認定年数の変更の処分があった場合
には、その処分のあった日の属する事業年度
以後の各事業年度の所得の金額を計算する場
合のその処分に係る貯留権の償却限度額の計
算についてその処分の効果が生ずるものとさ
れています（耐用年数省令 1⑧）。
　なお、貯留権については、採掘権等と同様、
中古資産の耐用年数の特例（耐用年数省令
3）の対象から除外されています（耐用年数
省令 3①）。
④　事業年度の中途で事業の用に供した減価償
却資産の償却限度額の特例
　法人が事業年度の中途においてその事業の
用に供した生産高等比例法を採用している減
価償却資産のその事業年度の償却限度額は、
次の算式により計算した金額とされました
（法令59①二）。
≪算式≫
通常の償却限度額に
相当する金額

×
事業供用日から当期
末までの期間におけ
るその鉱区又は貯留
区域の採掘数量又は
注入数量

当期におけるその資
産の属する鉱区又は
貯留区域の採掘数量
又は注入数量

⑤　減価償却資産の償却累積額による償却限度
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額の特例
　減価償却資産の償却累積額による償却限度
額の特例（上記 1 ⑷）について、貯留権の償
却可能限度額は、その取得価額に相当する金
額とされています（法令61①二ロ）。すなわ
ち、他の無形固定資産と同様、耐用年数の期
間内でその取得価額の全額が償却できること
となります。
⑥　その他の整備
　平成19年 4 月 1 日以後に取得をされた鉱業
権の償却の方法につき生産高比例法から生産
高等比例法に見直されたことに伴い、旧償却
方法適用資産がある場合の償却の方法の選定
の特例（上記 1 ⑶②）について、鉱業権に該
当する新償却方法適用資産にあっては、生産
高等比例法を選定したものとみなすこととさ
れました（法令51③三）。
（注）　貯留権については、同一の資産区分に属

する旧償却方法適用資産がないことから、

特例の適用はありません。

⑵　公益法人等から普通法人への移行があった場
合等の減価償却に関する規定の整備
　上記 1 ⑸①のとおり、法人の各事業年度終了
の時において有する減価償却資産につきその償
却費として当該事業年度の所得の金額の計算上
損金の額に算入する金額は、損金経理額のうち
償却限度額に達するまでの金額とされています
が、損金経理額には償却超過額を含むこととさ
れていますので、その償却超過額は、その生じ
た事業年度後の各事業年度において、償却限度
額の範囲内で損金の額に算入されることとなり
ます。一方、公益法人等の収益事業以外の事業
（非収益事業）に属している減価償却資産など、
課税対象外の資産としての取扱いがされている
減価償却資産については、法人税法第31条第 1
項の規定が及ばないとの考え方から、損金経理
額に含まれる償却超過額は観念されないものと
して取り扱われてきました。
　また、旧定率法又は定率法を採用している減

価償却資産の償却限度額の計算の基礎となる金
額は、取得価額から既にした償却の額で各事業
年度の所得の金額の計算上損金の額に算入され

0 0 0 0 0 0 0 0 0

た金額
0 0 0

（既損金算入額）を控除した金額（いわ
ゆる未償却残額）とされています（法令48①一
イ⑵、48の 2 ①一イ⑵）ので、償却超過額が生
じている場合には、会計上の帳簿価額にその償
却超過額相当額を加算した金額（＝税務上の帳
簿価額）を償却限度額の計算の基礎とすること
となります。上記 1 ⑸②のとおり、償却超過額
はその資産の帳簿価額から減額がされなかった
とみなす規定もあります。一方、上記のとおり、
課税対象外の資産としての取扱いがされている
減価償却資産には償却超過額が生じないことか
ら、公益法人等が普通法人に移行することとな
った場合など、課税対象外の資産としての取扱
いから課税対象の資産としての取扱いに変更さ
れた減価償却資産についてはその変更時までに
費用計上された償却費の額の全額を控除した後
の金額（＝その変更時の会計上の帳簿価額）を
未償却残額として償却限度額の計算の基礎とす
ると取り扱われてきました。
　しかしながら、近年、公益法人等が普通法人
に移行した事例において、❶非収益事業に属し
ていた減価償却資産の償却費の額は、償却超過
額に該当し、損金経理額に含まれる旨及び❷そ
の償却費の額は、旧定率法の償却限度額の計算
における既損金算入額に該当しない旨の裁判例
が示されていました。
　これを受け、上記の従前の取扱いは実務面に
配慮した取扱いであることのほか、裁判例の将
来の課税関係への影響などを勘案し、令和 ８年
度税制改正において、条文上、上記の従前の取
扱いが明確となるよう整備を行った上で、この
取扱いを維持することとされました。整備に当
たっては、公益法人等が普通法人に移行した場
合のほか、課税対象外の資産としての取扱いか
ら課税対象の資産としての取扱いに変更される
場面を網羅的に対象とするとともに、上記の償
却超過額や旧定率法の計算のほか、同様の明確
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化が必要な他の減価償却に関する規定及び繰延
資産の償却に関する規定（後述五）の整備も併
せて行われています。減価償却に関する規定の
整備は、具体的には、次のとおりです。
①　旧定率法又は定率法による償却限度額の計
算における未償却残額
　法人の有する次の減価償却資産（そのよる
べき償却の方法として旧定率法又は定率法を
採用しているものに限ります。）につきそれ
ぞれ次の償却の額がある場合には、その償却
の額に相当する金額は、「既にした償却の額
で各事業年度の所得の金額の計算上損金の額
に算入された金額」（法令48①一イ⑵、48の
2 ①一イ⑵）に含まれるものとされました
（法令48の 3 ②）。すなわち、この改正により、
課税対象外の資産としての取扱いがされてい
た旧定率法又は定率法を採用している減価償
却資産のその取扱いがされていた期間におい
てされた償却の額は、その未償却残額を構成
しないことが明確化されました。
イ　法人税法施行令第123条の 3 第 3 項の規
定の適用を受けた同項に規定する収益事業
以外の事業に属する資産であった減価償却
資産……その適用に係る適格合併によりそ
の減価償却資産の移転をしたその適格合併
に係る被合併法人がその移転前にした償却
の額（公益法人等の収益事業以外の事業に
係るものに限ります。）
（注）　上記の減価償却資産は、具体的には、

その法人（合併法人）が公益法人等を被

合併法人とする適格合併によって移転を

受けたその公益法人等の収益事業以外の

事業に属していた減価償却資産であって、

その減価償却資産の価額としてその法人

の帳簿に記載された金額による引継ぎを

受けたものとされたものです。すなわち、

課税対象外の資産としての取扱いから課

税対象の資産としての取扱いに変更され

た減価償却資産です。

ロ　法人税法施行令第123条の 5 の規定の適

用を受けた同条に規定する収益事業以外の
事業に属する資産であった減価償却資産
……その適用に係る適格現物出資によりそ
の減価償却資産の移転をしたその適格現物
出資に係る現物出資法人がその移転前にし
た償却の額（公益法人等又は人格のない社
団等の収益事業以外の事業に係るものに限
ります。）
（注）　上記の減価償却資産は、具体的には、

その法人（被現物出資法人）が公益法人

等又は人格のない社団等を現物出資法人

とする適格現物出資によって移転を受け

たその公益法人等又は人格のない社団等

の収益事業以外の事業に属していた減価

償却資産であって、その減価償却資産の

価額としてその法人の帳簿に記載された

金額が取得価額とされたものです。すな

わち、課税対象外の資産としての取扱い

から課税対象の資産としての取扱いに変

更された減価償却資産です。

ハ　法人税法施行令第139条の 5 の 2 第 1 項
から第 3項までの規定の適用を受けた減価
償却資産……その適用に係る同条第 1項の
公益法人等若しくは人格のない社団等、同
条第 2項の公共法人又は同条第 3項の公共
法人若しくは公益法人等がそれぞれ同条第
1項から第 3項までの規定に規定する時前
にした償却の額（公益法人等若しくは人格
のない社団等の収益事業以外の事業又は公
共法人の事業に係るものに限ります。）
（注）　上記の減価償却資産は、具体的には、

転用資産等である減価償却資産であって、

その転用資産等の価額として収益事業に

関する帳簿に記載された金額がその転用

資産等のその転用時における帳簿価額と

されたもの（法令139の 5 の 2 ①）、公益

法人等移行時資産等である減価償却資産

であって、その公益法人等移行時資産等

の価額として帳簿に記載されていた金額

がその移行時における帳簿価額とされた
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もの（法令139の 5 の 2 ②）及び普通法人

等移行時資産等である減価償却資産であ

って、その普通法人等移行時資産等の価

額として帳簿に記載されていた金額がそ

の移行時における帳簿価額とされたもの

（法令139の 5 の 2 ③）です。すなわち、

課税対象外の資産としての取扱いから課

税対象の資産としての取扱いに変更され

た減価償却資産です。詳細については、

後述「十　転用資産及び移行時資産等の

帳簿価額」をご参照ください。

　なお、上記イからハまでの償却の額は、公
益法人等の収益事業以外の事業に係るもの、
公益法人等又は人格のない社団等の収益事業
以外の事業に係るもの及び公益法人等若しく
は人格のない社団等の収益事業以外の事業又
は公共法人の事業に係るものにそれぞれ限ら
れていますので、上記イからハまでの減価償
却資産につき移転前、転用時前又は移行時前
にした償却の額であっても課税対象の資産と
しての取扱いがされていた期間においてされ
た償却の額は、この調整の対象外とされてい
ます。これは、課税対象の資産としての取扱
いがされていた期間においてされた償却の額
は、法人税法第31条第 1項の規定など既存の
減価償却に関する規定に基づき処理されてい
ることから、調整が不要であるためです。
②　リース賃貸資産の償却の方法の特例（上記
1 ⑵③）における改定取得価額
　この特例の適用を受けるリース賃貸資産が
上記①イからハまでの減価償却資産である場
合において、その減価償却資産であるリース
賃貸資産につきそれぞれ上記①イからハまで
の償却の額があるときは、その償却の額に相
当する金額は、「この特例の適用を受ける最
初の事業年度の前事業年度までの各事業年度
においてした償却の額で当該各事業年度の所
得の金額の計算上損金の額に算入された金
額」（法令49の 2 ③）に含まれるものとされ
ました（法令49の 2 ⑥）。すなわち、この改

正により、課税対象外の資産としての取扱い
がされていた減価償却資産のその取扱いがさ
れていた期間においてされた償却の額は、そ
の改定取得価額（上記 1 ⑵③（注 3））を構
成しないことが明確化されました。
③　経過リース資産の償却の方法の特例（上記
1 ⑵④）における改定取得価額
　この特例の適用を受ける経過リース資産が
上記①イからハまでの減価償却資産である場
合において、その減価償却資産である経過リ
ース資産につきそれぞれ上記①イからハまで
の償却の額があるときは、その償却の額に相
当する金額は、「この特例の適用を受ける最
初の事業年度の前事業年度までの各事業年度
においてした償却の額で当該各事業年度の所
得の金額の計算上損金の額に算入された金
額」（令和 7 年改正法令附則 7 ④）に含まれ
るものとされました（令和 ７年改正法令附則
７ ⑦）。すなわち、この改正により、課税対
象外の資産としての取扱いがされていた減価
償却資産のその取扱いがされていた期間にお
いてされた償却の額は、その改定取得価額
（上記 1 ⑵④（注 3））を構成しないことが明
確化されました。
④　圧縮記帳の適用を受けた減価償却資産の取
得価額
　法人の有する次の圧縮記帳制度の適用があ
った上記①イからハまでの減価償却資産につ
きそれぞれ上記①イからハまでの償却の額が
ある場合には、その償却の額に相当する金額
は、「既にその償却費として各事業年度の所
得の金額の計算上損金の額に算入された金
額」（法令54③）に含まれるものとされまし
た（法令54⑦）。すなわち、法人がその有す
る減価償却資産について圧縮記帳制度の適用
を受けた場合には、圧縮記帳による損金算入
額は、その減価償却資産の取得価額に算入し
ないこととされ、その減価償却資産につき既
にその償却費として各事業年度の所得の金額
の計算上損金の額に算入された金額（既償却
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額）があるときは、その減価償却資産の取得
価額に算入しない金額は、圧縮記帳による損
金算入額に、既償却額の累積額に一定の割合
を乗じて計算した金額を加算した金額とされ
ています（法令54③）が、この改正により、
課税対象外の資産としての取扱いがされてい
た減価償却資産につき次の圧縮記帳制度の適
用があった場合のその取扱いがされていた期
間においてされた償却の額のうち上記の一定
の割合に対応する部分の金額は、その取得価
額を構成しないことが明確化されました。
イ　国庫補助金等で取得した固定資産等の圧
縮額の損金算入（法法42、54③一）
ロ　工事負担金で取得した固定資産等の圧縮
額の損金算入（法法45、54③三）
ハ　非出資組合が賦課金で取得した固定資産
等の圧縮額の損金算入（法法46、54③四）
ニ　保険金等で取得した固定資産等の圧縮額
の損金算入（法法47、54③五）

（注 1）　特別勘定を設けた場合の国庫補助金等

で取得した固定資産等の圧縮額の損金算

入（法法44、法令54③二）の適用を受け

る減価償却資産については、当該制度の

仕組み上、上記①イからハまでの減価償

却資産に該当することが想定されないこ

とから、今般の調整規定の対象とはなっ

ていません。
（注 2）　次の規定における圧縮記帳の適用を受

けた減価償却資産の取得価額についても、

同様の改正が行われています（法令92の

3 ）。

イ�　国庫補助金等で取得した固定資産等

の取得価額（法令80の 2 ①）

ロ�　工事負担金で取得した固定資産等の

取得価額（法令83の 3 ①）

ハ�　賦課金で取得した固定資産等の取得

価額（法令83の 5 ）

ニ�　保険金等で取得した固定資産等の取

得価額（法令87の 2 ①）

⑤　耐用年数の短縮の承認を受けた減価償却資

産の取得価額
　法人の有する上記①イからハまでの減価償
却資産につきそれぞれ上記①イからハまでの
償却の額がある場合には、その償却の額に相
当する金額は、「耐用年数の短縮の承認を受
けた日の属する事業年度の前事業年度までの
各事業年度においてした償却の額」（法令57
⑨）に含まれるものとされました（法令57
⑩）。すなわち、法人がその有する減価償却
資産につき耐用年数の短縮の承認（法令57
①）を受けた場合には、その資産の旧定額法、
旧生産高比例法、定額法若しくは生産高比例
法による償却限度額又は償却保証額を計算す
る場合のその基礎となる取得価額には、その
資産につきその承認を受けた日の属する事業
年度の前事業年度までの各事業年度において
した償却の額（各事業年度の所得の金額の計
算上損金の額に算入されたものに限ります。）
の累積額を含まないものとされています（法
令57⑨）が、この改正により、課税対象外の
資産としての取扱いがされていた減価償却資
産のその取扱いがされていた期間においてさ
れた償却の額は、その取得価額を構成しない
ことが明確化されました。
⑥　減価償却資産の償却累積額による償却限度
額の特例（上記 1 ⑷）における償却累積額
　法人の有する上記①イからハまでの減価償
却資産につきそれぞれ上記①イからハまでの
償却の額がある場合には、その償却の額に相
当する金額は、償却累積額の基礎となる「当
該事業年度の前事業年度までの各事業年度に
おいてした償却の額」（法令61①②）に含ま
れるものとされました（法令61④）。すなわ
ち、この改正により、課税対象外の資産とし
ての取扱いがされていた減価償却資産のその
取扱いがされていた期間においてされた償却
の額は、償却累積額（上記 1 ⑷）を構成する
ことが明確化されました。
⑦　堅固な建物等の償却限度額の特例（上記 1
⑷）における償却累積額
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　法人の有する上記①イからハまでの減価償
却資産につきそれぞれ上記①イからハまでの
償却の額がある場合には、その償却の額に相
当する金額は、償却累積額の基礎となる「当
該事業年度の前事業年度までの各事業年度に
おいてした償却の額」（法令61の 2 ①）に含
まれるものとされました（法令61の 2 ⑧）。
すなわち、この改正により、課税対象外の資
産としての取扱いがされていた減価償却資産
のその取扱いがされていた期間においてされ
た償却の額は、償却累積額（上記 1 ⑷）を構
成することが明確化されました。
⑧　減価償却資産の償却超過額
イ　法人の有する上記①イからハまでの減価
償却資産につきそれぞれ上記①イからハま
での償却の額がある場合には、その償却の
額に相当する金額は、上記 1 ⑸①の「償却
事業年度前の各事業年度における減価償却
資産に係る損金経理額のうち当該各事業年
度の所得の金額の計算上損金の額に算入さ
れなかった金額」（法法31④）及び「分割
等事業年度前の各事業年度における減価償
却資産に係る損金経理額のうち当該各事業
年度の所得の金額の計算上損金の額に算入
されなかった金額」（法法31④）に含まれ
ないものとされました（法令62②）。すな
わち、この改正により、課税対象外の資産
としての取扱いがされていた減価償却資産
のその取扱いがされていた期間においてさ
れた償却の額は、その償却超過額（上記 1
⑸①）を構成しないことが明確化されまし
た。
ロ　上記 1 ⑸②の取扱いについて、法人の有
する減価償却資産が上記①ハの減価償却資
産である場合において、その減価償却資産
につき上記①ハの償却の額があるときは、
その償却の額に相当する金額は、「その減
価償却資産についてした償却の額のうち各
事業年度の所得の金額の計算上損金の額に
算入されなかった金額」から除かれること

とされました（法令62①）。すなわち、こ
の改正により、課税対象外の資産としての
取扱いがされていた減価償却資産のその取
扱いがされていた期間においてされた償却
の額は、その償却超過額（上記 1 ⑸②）を
構成しないことが明確化されました。
　なお、❶この調整はその減価償却資産を
有する法人がその減価償却資産についてし
た償却の額が対象であるところ、上記①イ
及びロの償却の額は適格合併に係る被合併
法人等がした償却によるものであること並
びに❷上記①イ及びロの減価償却資産は合
併法人等がその帳簿に記載された金額によ
り引継ぎ等を受けたものであり、その被合
併法人等がした上記①イ及びロの償却の額
はその合併法人等が有することとなったこ
れらの減価償却資産の償却超過額に含まれ
ていないことから、上記①イ及びロの償却
の額は、この調整の対象外とされています。

⑨　適格組織再編成により移転を受けた減価償
却資産につき中古資産の見積耐用年数等によ
って減価償却を行う場合の取得価額
　適格組織再編成により被合併法人等から移
転を受けた減価償却資産で中古資産の見積耐
用年数等によって減価償却を行うもの（移転
資産）について、その移転資産が上記①イか
らハまでの減価償却資産である場合において、
その移転資産につきそれぞれ上記①イからハ
までの償却の額があるときは、その償却の額
に相当する金額は、「その被合併法人等がし
た償却の額でその被合併法人等の各事業年度
の所得の金額の計算上損金の額に算入された
金額」に含まれることとされました（耐用年
数省令 3 ③）。すなわち、移転資産の旧定額
法、旧生産高比例法、定額法若しくは生産高
比例法による償却限度額又は償却保証額を計
算する場合のその基礎となる取得価額には、
適格組織再編成に係る被合併法人等がした償
却の額でその被合併法人等の各事業年度の所
得の金額の計算上損金の額に算入された金額
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を含まないものとされています（耐用年数省
令 3③）が、この改正により、課税対象外の
資産としての取扱いがされていた減価償却資
産のその取扱いがされていた期間においてさ
れた償却の額は、その取得価額を構成しない
ことが明確化されました。

（参考）　二酸化炭素の貯留事業に関する法律（令

和 6年法律第38号）

（定義）

第 2 条　この法律において「貯留層」とは、

その内部及び周辺の地層の温度、圧力そ

の他の性質が二酸化炭素（二酸化炭素が

その大部分を占める流体を含む。以下同

じ。）の安定的な貯蔵に適している地下の

地層をいう。

2 　この法律において「貯留事業」とは、

二酸化炭素を貯留層に貯蔵する事業をい

う。

3 　この法律において「貯留区域」とは、

貯留層の全部又は一部をその区域に含む

地下の一定の範囲における立体的な区域

であって、貯留事業の用に供するものを

いう。

4 　この法律において「試掘」とは、地下

の地層が貯留層に該当するかどうかを調

査するため、当該地層を掘削すること（当

該地層を構成する砂岩その他の岩石を採

取することを含み、当該地層における二

酸化炭素の貯蔵を伴わないものに限る。）

をいう。

5 　この法律において「試掘区域」とは、

地下の一定の範囲における立体的な区域

であって、試掘の用に供するものをいう。

6　この法律において「貯留等工作物」とは、

坑井、掘削用機械、圧送機、配管その他

の工作物及びこれらの附属設備であって、

貯留事業又は試掘の用に供するものをい

う。

7 　この法律において「貯留権」とは、貯

留区域内の貯留層における貯留事業の用

に供する貯留等工作物を当該貯留区域に

設置し、及び運用し、並びに当該貯留層

に二酸化炭素を貯蔵する権利をいう。

8 　この法律において「試掘権」とは、試

掘区域における試掘の用に供する貯留等

工作物を当該試掘区域に設置し、及び運

用し、並びに当該試掘区域において試掘

を行う権利をいう。

9　この法律において「導管輸送事業」とは、

二酸化炭素を貯留層（外国における貯留

層に相当するものを含む。）に貯蔵するこ

とを目的として、導管により当該二酸化

炭素を輸送する事業をいう。

10　省　略

（貯留事業等の許可の告示）

第24条　経済産業大臣は、貯留事業等の許

可をしたときは、遅滞なく、その旨及び

次に掲げる事項を当該許可に係る貯留事

業者等に通知するとともに、告示しなけ

ればならない。

一　当該貯留事業者等の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては、その代

表者の氏名

二　許可貯留区域等

三　当該許可に係る貯留事業又は試掘の

別

四　貯留事業等の概要

五　試掘の許可にあっては、当該許可の

有効期間が満了する日

（貯留権等の設定とその効果）

第25条　前条の規定による告示があったと

きは、当該告示に係る許可貯留区域等に

係る貯留権等（貯留権又は試掘権をいう。

以下同じ。）が設定され、当該許可貯留区

域等に係る土地に関するその他の権利は、

当該貯留権等に係る貯留事業者等が当該

許可貯留区域等において行う二酸化炭素

の貯蔵若しくは試掘を妨げ、又は当該貯

蔵若しくは試掘に支障を及ぼす限度にお

いてその行使を制限される。
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2 　前項の規定により試掘権が設定された

場合における同項の規定により土地に関

するその他の権利がその行使を制限され

る期間は、前条の規定による告示の日か

ら当該試掘権に係る試掘の許可の有効期

間が満了する日までの期間に限るものと

する。

（試掘権の消滅）

第28条　試掘権は、試掘の許可の有効期間

が満了した時に消滅する。

（試掘の許可の更新の告示及び試掘権の変

更等）

第29条　経済産業大臣は、第 9条第 2項（第

12条第 6 項において準用する場合を含

む。）の規定による試掘の許可の更新をし

たときは、遅滞なく、その旨及び次に掲

げる事項を当該更新を受けた者に通知す

るとともに、告示しなければならない。

一　試掘の許可の更新を受けた者の氏名

又は名称及び住所並びに法人にあって

は、その代表者の氏名

二　許可試掘区域

三　試掘の概要

四　試掘の許可の有効期間が満了する日

2 　前項の規定による告示があったときは、

当該告示に係る許可試掘区域に係る試掘

権が変更され、当該許可試掘区域に係る

土地に関するその他の権利は、当該試掘

権に係る試掘の許可の更新を受けた者が

当該許可試掘区域において行う試掘を妨

げ、又は当該試掘に支障を及ぼす限度に

おいてその行使を制限される。

3 　前項の規定により試掘権が変更された

場合における同項の規定により土地に関

するその他の権利がその行使を制限され

る期間は、第 1 項の規定による告示の日

から当該試掘権に係る試掘の許可の有効

期間が満了する日までの期間に限るもの

とする。

4　省　略

（性質）

第33条　貯留権等は、物権とみなし、この

法律に別段の定めがある場合を除き、不

動産に関する規定を準用する。

（権利の目的）

第34条　貯留権等は、相続その他の一般承継、

譲渡、滞納処分、強制執行、仮差押え及

び仮処分の目的となるほか、権利の目的

となることができない。ただし、貯留権

にあっては、抵当権の目的となることが

できる。

（処分の制限等）

第35条　貯留権等は、第17条第 1 項又は第

2 項の認可を受けなければ、移転（相続

によるものを除く。）をすることができな

い。

2 　貯留開始貯留事業者は、貯留開始貯留

事業に係る貯留権を放棄することができ

ない。

3 　貯留事業者等は、その貯留権等（貯留

権にあっては、貯留開始貯留事業以外の

貯留事業に係るものに限る。）を放棄した

ときは、経済産業省令で定めるところに

より、その旨を経済産業大臣に届け出な

ければならない。

4 　経済産業大臣は、前項の規定による届

出があったときは、遅滞なく、その旨及

び次に掲げる事項を告示しなければなら

ない。

一　当該届出をした貯留事業者等の氏名

又は名称及び住所並びに法人にあって

は、その代表者の氏名

二　当該届出に係る貯留権等が消滅する

旨

三　当該届出に係る貯留権等に係る許可

貯留区域等

5 　前項の規定による告示があったときは、

当該告示に係る貯留権等は、消滅する。

6 　貯留開始貯留事業以外の貯留事業に係

る貯留権であって、抵当権の設定が登録
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されているものについては、その抵当権

者の同意がなければ、これを放棄するこ

とができない。

7 　第17条第 1 項若しくは第 2 項の認可を

受けないでした貯留権等の移転又は前項

の同意を得ないでした貯留権の放棄は、

その効力を生じない。

8 　第 3 項の規定による届出があった場合

において、当該届出が貯留権に係るもの

であるときは当該貯留権に係る許可貯留

区域における貯留事業について第57条第

1 項の規定による届出があったものと、

当該届出が試掘権に係るものであるとき

は当該試掘権に係る許可試掘区域におけ

る試掘について第64条第 2 項において準

用する第57条第 1 項の規定による届出が

あったものとみなす。

（貯留権等の登録）

第36条　貯留権等及び貯留権を目的とする

抵当権の設定、移転、変更、消滅及び処

分の制限は、貯留権等登録簿に登録する。

2 　前項の規定による登録は、登記に代わ

るものとする。

3 　第 1 項の規定による登録に関する処分

については、行政手続法（平成 5 年法律

第88号）第 2 章及び第 3 章の規定は、適

用しない。

4 　貯留権等登録簿については、行政機関

の保有する情報の公開に関する法律（平

成11年法律第42号）の規定は、適用しない。

5 　貯留権等登録簿に記録されている保有

個人情報（個人情報の保護に関する法律

（平成15年法律第57号）第60条第 1 項に規

定する保有個人情報をいう。）については、

同法第 5章第 4節の規定は、適用しない。

6 　前各項に規定するもののほか、登録に

関し必要な事項は、政令で定める。

3 　適用関係

⑴　上記 2 ⑴①及び③の改正は、令和 8年 5月22

日から施行されています（改正法令附則 1二、
改正耐用年数省令附則①ただし書）。
⑵　上記 2 ⑴②及び④から⑥までの改正は、法人
の令和 8年 5月22日以後に終了する事業年度の
償却限度額の計算について適用し、法人の同日
前に終了した事業年度の償却限度額については、
従前どおりとされています（改正法令附則 2②）。
　なお、生産高等比例法の選定について、令和
8年 5月22日前に取得をされた鉱業権につき既
にそのよるべき償却の方法として生産高比例法
を選定している場合には、その鉱業権について
は、生産高等比例法を選定したものとみなすこ
ととする経過措置が講じられています（改正法
令附則 2 ③）。鉱業権については、同日以後に
終了する事業年度からは、よるべきこととされ
る償却の方法が定額法又は生産高等比例法とな
りますが、その償却方法として生産高比例法を
選定して償却限度額を計算している鉱業権につ
いての同日以後に終了する事業年度の償却限度
額の計算においては、納税地の所轄税務署長へ
の償却方法の届出等の特段の手続を要すること
なく、生産高等比例法を選定したものとみなし
て、引き続き改正前と同様の計算を行うことと
なります。
（注）　既にそのよるべき償却の方法として生産高

比例法を選定している場合には、旧償却方法

適用資産がある場合の償却の方法の選定の特

例（上記 1 ⑶②）により生産高比例法を選定

したものとみなされている場合及びその償却

の方法を届け出なかったことにより法定償却

方法である生産高比例法によるべきこととさ

れている場合を含むこととされています。こ

れらの場合にも、生産高等比例法を選定した

ものとみなして、引き続き改正前と同様の計

算を行うこととなります。

⑶　上記 2 ⑵（④（注 2）及び⑨を除きます。）
の改正は、法人の令和 8年 4月 1日以後に開始
する事業年度の減価償却資産の償却費の計算に
ついて適用し、法人の同日前に開始した事業年
度の減価償却資産の償却費の計算については、
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従前どおりとされています（改正法令附則 2①）。
⑷　上記 2 ⑵④（注 2）の改正は、法人の令和 8
年 4月 1日以後に開始する事業年度の所得に対
する法人税について適用することとされていま
す（改正法令附則 4）。
⑸　上記 2 ⑵⑨の改正は、法人の令和 8年 4月 1

日以後に開始する事業年度の所得に対する法人
税について適用し、法人の同日前に開始した事
業年度の所得に対する法人税については、従前
どおりとされています（改正耐用年数省令附則
②）。

五　繰延資産の償却

1 　改正前の制度の概要

⑴　繰延資産の償却限度額
　繰延資産の償却限度額は、次のとおりとされ
ています（法令64①）。
①　法人税法施行令第14条第 1項第 1号から第
5号までに掲げる繰延資産（創立費、開業費、
開発費、株式交付費及び社債等発行費）……
その繰延資産の額から既にした償却の額で各
事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算
入されたものを控除した金額（法令64①一）
②　法人税法施行令第14条第 1項第 6号に掲げ
る繰延資産（自己が便益を受ける公共的施設
の設置費用等）……その繰延資産の額をその
繰延資産となる費用の支出の効果の及ぶ期間
の月数で除し、これに当該事業年度の月数を
乗じて計算した金額（法令64①二）

⑵　繰延資産の償却超過額
①　法人の各事業年度終了の時の繰延資産につ
きその償却費として当該事業年度の所得の金
額の計算上損金の額に算入する金額は、損金
経理額のうち償却限度額に達するまでの金額
とされています（法法32①）。この損金経理
額には、繰延資産につき償却費として損金経
理をした事業年度（償却事業年度）前の各事
業年度におけるその繰延資産に係る損金経理
額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算
上損金の額に算入されなかった金額（償却超
過額）を含むこととされています（法法32⑥）。
　また、法人が、適格分割、適格現物出資又

は適格現物分配（適格分割等）により分割承
継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人
（分割承継法人等）に繰延資産を引き継ぐ場
合において、期中損金経理額のうちその繰延
資産につきその適格分割等の日の前日を事業
年度終了の日とした場合に計算される償却限
度額に相当する金額に達するまでの金額は、
分割等事業年度の所得の金額の計算上、損金
の額に算入することとされています（法法32
②）。この期中損金経理額には、分割等事業
年度前の各事業年度における繰延資産に係る
損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金
額の計算上損金の額に算入されなかった金額
（償却超過額）を含むこととされています
（法法32⑥）。
（注 1）　損金経理額とは、当該事業年度におい

て繰延資産につき償却費として損金経理

をした金額をいいます（法法32①）。
（注 2）　期中損金経理額とは、適格分割等によ

り分割承継法人等に引き継ぐ繰延資産に

つき損金経理額に相当する金額を費用の

額とした場合におけるその費用の額とし

た金額をいいます（法法32②）。
（注 3）　分割等事業年度とは、その適格分割等

の日の属する事業年度をいいます（法法

32②）。

②　法人の各事業年度終了の時の上記⑴②の繰
延資産についてした償却の額のうち各事業年
度の所得の金額の計算上損金の額に算入され
なかった金額（償却超過額）がある場合には、
その繰延資産については、その償却をした日
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の属する事業年度以後の各事業年度の所得の
金額の計算上、その繰延資産の帳簿価額は、
その償却超過額に相当する金額の減額がされ
なかったものとみなすこととされています
（法令65）。

2 　改正の内容

　前述「四　減価償却」の 2 ⑵のとおり、裁判例
を契機とした減価償却に関する規定の整備に併せ
て、これと同様に明確化が必要な繰延資産の償却
に関する規定の整備が次のとおり行われました。

⑴　未償却残額が償却限度額となる繰延資産の償
却限度額の計算における未償却残額
　法人の次の繰延資産（上記 1 ⑴①の繰延資産
に該当するものに限ります。）につきそれぞれ
次の償却の額がある場合には、その償却の額に
相当する金額は、「既にした償却の額で各事業
年度の所得の金額の計算上損金の額に算入され
たもの」（法令64①一）に含まれるものとされ
ました（法令64の 2 ）。すなわち、この改正に
より、課税対象外の資産としての取扱いがされ
ていた未償却残額が償却限度額となる繰延資産
のその取扱いがされていた期間においてされた
償却の額は、その未償却残額を構成しないこと
が明確化されました。
①　法人税法施行令第123条の 3 第 3 項の規定
の適用を受けた同項に規定する収益事業以外
の事業に属する資産であった繰延資産……そ
の適用に係る適格合併によりその繰延資産の
移転をしたその適格合併に係る被合併法人が
その移転前にした償却の額（公益法人等の収
益事業以外の事業に係るものに限ります。）
（注）　上記の繰延資産は、具体的には、その法

人（合併法人）が公益法人等を被合併法人

とする適格合併によって移転を受けたその

公益法人等の収益事業以外の事業に属して

いた繰延資産であって、その繰延資産の価

額としてその法人の帳簿に記載された金額

による引継ぎを受けたものとされたもので

す。すなわち、課税対象外の資産としての

取扱いから課税対象の資産としての取扱い

に変更された繰延資産です。

②　法人税法施行令第123条の 5 の規定の適用
を受けた同条に規定する収益事業以外の事業
に属する資産であった繰延資産……その適用
に係る適格現物出資によりその繰延資産の移
転をしたその適格現物出資に係る現物出資法
人がその移転前にした償却の額（公益法人等
又は人格のない社団等の収益事業以外の事業
に係るものに限ります。）
（注）　上記の繰延資産は、具体的には、その法

人（被現物出資法人）が公益法人等又は人

格のない社団等を現物出資法人とする適格

現物出資によって移転を受けたその公益法

人等又は人格のない社団等の収益事業以外

の事業に属していた繰延資産であって、そ

の繰延資産の価額としてその法人の帳簿に

記載された金額が取得価額とされたもので

す。すなわち、課税対象外の資産としての

取扱いから課税対象の資産としての取扱い

に変更された繰延資産です。

③　法人税法施行令第139条の 5 の 2 第 1 項か
ら第 3項までの規定の適用を受けた繰延資産
……その適用に係る同条第 1項の公益法人等
若しくは人格のない社団等、同条第 2項の公
共法人又は同条第 3項の公共法人若しくは公
益法人等がそれぞれ同条第 1項から第 3項ま
での規定に規定する時前にした償却の額（公
益法人等若しくは人格のない社団等の収益事
業以外の事業又は公共法人の事業に係るもの
に限ります。）
（注）　上記の繰延資産は、具体的には、転用資

産等である繰延資産であって、その転用資

産等の価額として収益事業に関する帳簿に

記載された金額がその転用資産等のその転

用時における帳簿価額とされたもの（法令

139の 5 の 2 ①）、公益法人等移行時資産等

である繰延資産であって、その公益法人等

移行時資産等の価額として帳簿に記載され
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ていた金額がその移行時における帳簿価額

とされたもの（法令139の 5 の 2 ②）及び普

通法人等移行時資産等である繰延資産であ

って、その普通法人等移行時資産等の価額

として帳簿に記載されていた金額がその移

行時における帳簿価額とされたもの（法令

139の 5 の 2 ③）です。すなわち、課税対象

外の資産としての取扱いから課税対象の資

産としての取扱いに変更された繰延資産で

す。詳細については、後述「十　転用資産

及び移行時資産等の帳簿価額」をご参照く

ださい。

　なお、上記①から③までの償却の額は、公益
法人等の収益事業以外の事業に係るもの、公益
法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の
事業に係るもの及び公益法人等若しくは人格の
ない社団等の収益事業以外の事業又は公共法人
の事業に係るものにそれぞれ限られていますの
で、上記①から③までの繰延資産につき移転前、
転用時前又は移行時前にした償却の額であって
も課税対象の資産としての取扱いがされていた
期間においてされた償却の額は、この調整の対
象外とされています。前述「四　減価償却」の
2 ⑵①の改正と同様です。

⑵　繰延資産の償却超過額
①　法人の上記⑴①から③までの繰延資産につ
きそれぞれ上記⑴①から③までの償却の額が
ある場合には、その償却の額に相当する金額
は、上記 1 ⑵①の「償却事業年度前の各事業
年度におけるその繰延資産に係る損金経理額
のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上

損金の額に算入されなかった金額」（法法32
⑥）及び「分割等事業年度前の各事業年度に
おける繰延資産に係る損金経理額のうち当該
各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に
算入されなかった金額」（法法32⑥）に含ま
れないものとされました（法令65②）。すな
わち、この改正により、課税対象外の資産と
しての取扱いがされていた繰延資産のその取
扱いがされていた期間においてされた償却の
額は、その償却超過額（上記 1 ⑵①）を構成
しないことが明確化されました。
②　上記 1 ⑵②の取扱いについて、法人の上記
1 ⑴②の繰延資産が上記⑴③の繰延資産であ
る場合において、その繰延資産につき上記⑴
③の償却の額があるときは、その償却の額に
相当する金額は、「その繰延資産についてし
た償却の額のうち各事業年度の所得の金額の
計算上損金の額に算入されなかった金額」か
ら除かれることとされました（法令65①）。
すなわち、この改正により、課税対象外の資
産としての取扱いがされていた繰延資産のそ
の取扱いがされていた期間においてされた償
却の額は、その償却超過額（上記 1 ⑵②）を
構成しないことが明確化されました。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、法人の令和 8年 4月 1日以後
に開始する事業年度の繰延資産の償却費の計算に
ついて適用し、法人の同日前に開始した事業年度
の繰延資産の償却費の計算については、従前どお
りとされています（改正法令附則 3）。

六　寄附金の損金不算入

1 　改正前の制度の概要

⑴　一般の寄附金の損金算入限度額
　法人が各事業年度において支出した寄附金の
額の合計額のうち、次の算式により計算した金

額を超える部分の金額は、損金の額に算入しな
いこととされています（法法37①、法令73、法
規22の 4 ）。
①　普通法人、法人税法別表第 2に掲げる労働
者協同組合、協同組合等及び人格のない社団
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等（②の法人を除きます。）
⎧
⎜
⎨
⎜
⎩
期末資本
金の額等×

当期の月数
×
2.5

12 1,000

＋当期の所得金額 ×
2.5 ⎫⎜
⎬
⎜
⎭
×
1

100 4

（注）　上記算式の資本金の額等とは、資本金の

額及び資本準備金の額の合計額又は出資金

の額をいいます。下記⑶についても同様です。
②　普通法人、協同組合等及び人格のない社団
等のうち資本又は出資を有しないもの、法人
税法別表第 2に掲げる一般社団法人及び一般
財団法人並びに認可地縁団体、管理組合法人、
団地管理組合法人、法人である政党等、防災
街区整備事業組合、特定非営利活動法人（認
定特定非営利活動法人を除きます。）、マンシ
ョン建替組合、マンション敷地売却組合及び
敷地分割組合

当期の所得金額×
1.25
100

③　公益法人等（①及び②の法人を除きます。）

当期の所得金額×
⎧⎜⎨⎜
⎩

50
又は

20 ⎫⎜⎬⎜
⎭100 100

（注）　社会福祉法人など一定の法人については、

当期の所得金額の50％相当額が年200万円未

満である場合には、年200万円となります。

⑵　国又は地方公共団体に対する寄附金及び指定
寄附金の損金算入
　法人が各事業年度において支出した寄附金の
額のうちに次の寄附金の額がある場合には、こ
れらの寄附金の額の合計額は、上記⑴の寄附金
の額の合計額に算入しないこととされています
（法法37③）。すなわち、これらの寄附金の額は、
その全額が損金の額に算入されることとなりま
す。
①　国又は地方公共団体（港湾法の規定による
港務局を含みます。）に対する寄附金（その
寄附をした者がその寄附によって設けられた
設備を専属的に利用することその他特別の利

益がその寄附をした者に及ぶと認められるも
のを除きます。）の額
②　公益社団法人、公益財団法人その他公益を
目的とする事業を行う法人又は団体に対する
寄附金のうち、次の要件を満たすと認められ
るものとして財務大臣が指定したものの額
イ　広く一般に募集されること。
ロ　教育又は科学の振興、文化の向上、社会
福祉への貢献その他公益の増進に寄与する
ための支出で緊急を要するものに充てられ
ることが確実であること。

⑶　特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金
算入限度額
　法人が各事業年度において支出した寄附金の
額のうちに、特定公益増進法人に対するその特
定公益増進法人の主たる目的である業務に関連
する寄附金（出資に関する業務に充てられるこ
とが明らかなもの及び上記⑵①又は②の寄附金
に該当するものを除きます。）の額があるとき
は、その寄附金の額の合計額は、次の算式によ
り計算した金額を限度として、上記⑴とは別に
損金の額に算入することとされています（法法
37④、法令77の 2 、法規23の 3 ）。ただし、公
益法人等が支出した寄附金の額については、こ
の措置の対象外とされています（法法37④ただ
し書）。
（注）　公益法人等からは、法人税法別表第 2 に掲

げる一般社団法人、一般財団法人及び労働者

協同組合並びに認可地縁団体、管理組合法人、

団地管理組合法人、法人である政党等、防災

街区整備事業組合、特定非営利活動法人（認

定特定非営利活動法人を除きます。）、マンシ

ョン建替組合、マンション敷地売却組合及び

敷地分割組合は除かれます。下記⑷について

も同様です。

①　普通法人、法人税法別表第 2に掲げる労働
者協同組合、協同組合等及び人格のない社団
等（②の法人を除きます。）
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⎧
⎜
⎨
⎜
⎩
期末資本
金の額等×

当期の月数
×
3.75

12 1,000

＋当期の所得金額 ×
6.25 ⎫⎜

⎬
⎜
⎭
×
1

100 2

②　普通法人、協同組合等及び人格のない社団
等のうち資本又は出資を有しないもの、法人
税法別表第 2に掲げる一般社団法人及び一般
財団法人並びに認可地縁団体、管理組合法人、
団地管理組合法人、法人である政党等、防災
街区整備事業組合、特定非営利活動法人（認
定特定非営利活動法人を除きます。）、マンシ
ョン建替組合、マンション敷地売却組合及び
敷地分割組合

当期の所得金額×
6.25
100

　なお、特定公益増進法人とは、公共法人、公
益法人等その他特別の法律により設立された法
人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、
社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄
与する一定の法人をいい、具体的には次の法人
をいいます（法法37④、法令77）。
・　独立行政法人
・　地方独立行政法人で一定の業務を主たる目
的とするもの
・　国立健康危機管理研究機構、自動車安全運
転センター、日本司法支援センター、日本私
立学校振興・共済事業団、日本赤十字社及び
福島国際研究教育機構
・　公益社団法人及び公益財団法人
・　学校法人等で学校等の設置を主たる目的と
するもの
・　社会福祉法人
・　更生保護法人

⑷　公益信託の信託財産とするために支出する寄
附金の特別損金算入限度額
　法人が各事業年度において支出した寄附金の
額のうちに、公益信託の信託財産とするために
支出したその公益信託に係る信託事務に関連す

る寄附金（出資に関する信託事務に充てられる
ことが明らかなもの及び上記⑵①若しくは②又
は⑶の寄附金に該当するものを除きます。）の
額があるときは、その寄附金の額の合計額は、
上記⑶の算式により計算した金額から上記⑶に
より損金の額に算入されることとなる金額を控
除した金額を限度として、上記⑴とは別に損金
の額に算入することとされています（法法37
⑤）。ただし、公益法人等が支出した寄附金の
額については、この措置の対象外とされていま
す（法法37⑤ただし書）。
（注）　公益信託とは、公益信託に関する法律第 2

条第 1 項第 1 号に規定する公益信託をいい、

具体的には、同法の定めるところによりする

受益者の定め（受益者を定める方法の定めを

含みます。）のない信託であって、公益事務を

行うことのみを目的とするものとされていま

す。

2 　改正の内容

⑴　指定寄附金の範囲
①　指定寄附金（上記 1 ⑵②）のうち学校法人
が設置する専修学校に係る次の寄附金の範囲
について、対象となる専修学校の課程のうち
専門課程に係る要件が、その修業期間を通ず
る単位数が62単位以上であるもの（改正前：
その修業期間を通ずる授業時間数が1,700時
間以上であるもの）とされるとともに、対象
となる課程に、専攻科の課程でその修業期間
を通ずる単位数が62単位以上であるものが追
加されました。
イ　その専修学校の校舎その他附属設備（一
定の課程の教育の用に供されるものに限り
ます。）の受けた災害による被害の復旧の
ために支出されたその学校法人に対する寄
附金（昭40. 4 大蔵告154一の二）
ロ　その専修学校の敷地、校舎その他附属設
備（一定の課程の教育の用に供されるもの
に限ります。）に充てるために支出された
その学校法人に対する寄附金（昭40. 4 大
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蔵告154二）
ハ　その専修学校の教育に必要な費用又は基
金（一定の課程の教育の用に供されるもの
に限ります。）に充てられる日本私立学校
振興・共済事業団に対する寄附金（昭
40. 4 大蔵告154二の二）

（注 1）　この改正は、学校教育法の一部を改正

する法律（令和 6 年法律第50号）による

学校教育法の改正等により、大学等と同

様に専修学校に専攻科を置くことが可能

となること、専修学校の全ての専門課程

が単位制へ移行されることを契機として

行われたものです。なお、下記②及び⑵

の改正についても、この単位制への移行

を契機としたものとなります。
（注 2）　上記の学校法人には、私立学校法第152

条第 5項の規定により設立された法人（い

わゆる準学校法人）を含みます（昭40. 4

大蔵告154一の二）。
（注 3）　専修学校とは、学校教育法第124条に規

定する専修学校をいい、専門課程とは、

同法第125条第 1 項に規定する専門課程を

いい、専攻科とは、同法第125条の 2 第 1

項に規定する専攻科をいいます。下記②

及び⑵についても同様です。
（注 4）　上記の修業期間は、普通科、別科その

他これらに類する区別された課程があり、

一の課程に他の課程が継続する場合には、

これらの課程の修業期間を通算した期間

とされています（昭40. 4 大蔵告154一の二

イ）。
（注 5）　関係法令については、下記の（参考）

及び前述「三　公益法人等の範囲及び収

益事業から除外される事業の範囲」の 2

の（参考 3）をご参照ください。

②　指定寄附金（上記 1 ⑵②）のうち一定の専
修学校の設置を主たる目的とする学校法人の
設立を目的とする法人に対する寄附金の範囲
について、対象となる専修学校の要件のうち
専門課程に係る要件が、その修業期間を通ず

る単位数が124単位以上であるもの（改正前：
その修業期間を通ずる授業時間数が3,400時
間以上であるもの）とされました（令 5 . 3
財務告96本文）。
（注 1）　上記の学校法人には、私立学校法第152

条第 5項の規定により設立された法人（い

わゆる準学校法人）を含みます。
（注 2）　上記の修業期間は、普通科、別科その

他これらに準ずる区別された課程があり、

一の課程に他の課程が継続する場合には、

これらの課程の修業期間を通算した期間

とされています。
（注 3）　関係法令については、下記の（参考）

をご参照ください。

⑵　特定公益増進法人の範囲
　特定公益増進法人のうち学校及び一定の専修
学校の設置を主たる目的とする学校法人並びに
一定の専修学校の設置を主たる目的とする私立
学校法第152条第 5 項の規定により設立された
法人（いわゆる準学校法人）の範囲について、
対象となる専修学校の要件のうち専門課程に係
る要件が、その修業期間を通ずる単位数が62単
位以上であるもの（改正前：その修業期間を通
ずる授業時間数が1,700時間以上であるもの）
とされました（法規23の 2 ①二）。
（注 1）　上記の修業期間は、普通科、別科その他

これらに準ずる区別された課程があり、一

の課程に他の課程が継続する場合には、こ

れらの課程の修業期間を通算した期間とさ

れています（法規23の 2 ①一）。
（注 2）　関係法令については、下記の（参考）を

ご参照ください。

⑶　マンション除却組合等の寄附金の損金算入限
度額
　マンションの再生等の円滑化に関する法律第
163条の 2 に規定するマンション除却組合は、
同法の規定により公益法人等とみなすこととさ
れていますが、他の公益法人等とみなされる法
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人と同様に、公益法人等の寄附金の損金算入限
度額の計算の対象外とされる法人の範囲に、マ
ンション除却組合が追加されました（法規22の
4 六）。これにより、マンション除却組合の寄
附金の損金算入限度額は、上記 1 ⑴②又は上記
1 ⑶②の計算式により計算することとなります。
　また、上記 1 ⑴②及び上記 1 ⑶②のマンショ
ン建替組合及びマンション敷地売却組合につい
て、名称がそれぞれマンション再生組合及びマ
ンション等売却組合に変更されました（法規22
の 4 六）。
（注）　これらの改正は、令和 7 年度税制改正事項

です。令和 7 年 5 月30日に公布された老朽化

マンション等の管理及び再生の円滑化等を図

るための建物の区分所有等に関する法律等の

一部を改正する法律（令和 7 年法律第47号）

によりマンションの建替え等の円滑化に関す

る法律が改正され、マンション除却事業の手

続等の創設、マンション建替組合及びマンシ

ョン敷地売却組合の改組がされたことに伴う

ものです。なお、この改組等により、同法の

題名も「マンションの再生等の円滑化に関す

る法律」に変更されました。
（参考）　私立学校法（昭和24年法律第270号）

（私立専修学校等）

第152条　省　略

2～ 4　省　略

5 　専修学校又は各種学校を設置しようと

する者は、専修学校又は各種学校の設置

のみを目的とする法人を設立することが

できる。

6～11　省　略

3 　適用関係

⑴　上記 2 ⑴の改正は、令和 8年 4月 1日から適
用することとされています（令 8 . 3 財務告93
前文、令 8 . 3 財務告94前文）。
⑵　上記 2 ⑵の改正は、法人が令和 8年 4月 1日
以後に支出する寄附金について適用し、法人が
同日前に支出した寄附金については、従前どお
りとされています（改正法規附則 3）。
⑶　上記 2 ⑶の改正は、令和 8年 4月 1日から施
行されています（改正法規附則 1）。

七　貸倒引当金

1 　改正前の制度の概要

⑴　個別評価金銭債権に係る措置
　次の法人が、その有する金銭債権のうち、更
生計画認可の決定に基づいて弁済を猶予され、
又は賦払により弁済されることその他の事実が
生じていることによりその一部につき貸倒れそ
の他これに類する事由による損失が見込まれる
もの（その金銭債権に係る債務者に対する他の
金銭債権がある場合には、当該他の金銭債権を
含みます。以下「個別評価金銭債権」といいま
す。）のその損失の見込額として、各事業年度
において損金経理により貸倒引当金勘定に繰り
入れた金額については、その繰り入れた金額の
うち、その事業年度終了の時においてその個別

評価金銭債権の取立て又は弁済の見込みがない
と認められる部分の金額を基礎として計算した
金額（以下「個別貸倒引当金繰入限度額」とい
います。）に達するまでの金額は、その事業年
度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する
こととされています（法法52①、66⑤二・三⑥、
法令139の 6 ）。
①　その事業年度終了の時において次の法人に
該当する法人
イ　普通法人のうち、資本金の額若しくは出
資金の額が 1億円以下であるもの又は資本
若しくは出資を有しないもの
　ただし、次の法人を除いたものとされて
います。
イ　投資法人
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ロ　特定目的会社
ハ　大法人（資本金の額又は出資金の額が
5億円以上である法人、相互会社及び法
人課税信託に係る受託法人をいいます。）
との間にその大法人による完全支配関係
がある普通法人
　なお、相互会社には、外国相互会社を
含むこととされています。
ニ　普通法人との間に完全支配関係がある
全ての大法人が有する株式及び出資の全
部をその全ての大法人のうちいずれか一
の法人が有するものとみなした場合にお
いてそのいずれか一の法人とその普通法
人との間にそのいずれか一の法人による
完全支配関係があることとなるときのそ
の普通法人
ホ　通算法人である普通法人又はその普通
法人の各事業年度終了の日においてその
普通法人との間に通算完全支配関係があ
る他の通算法人のうち、いずれかの法人
が次の法人に該当する場合におけるその
普通法人
Ａ　その各事業年度終了の時における資
本金の額又は出資金の額が 1億円を超
える法人
Ｂ　その各事業年度終了の時において相
互会社、上記ハ若しくはニの法人又は
法人課税信託に係る受託法人に該当す
る法人

ロ　公益法人等又は協同組合等
ハ　人格のない社団等
②　銀行、保険会社及びこれらに準ずる一定の
法人（法令96④）
③　売買があったものとされるリース資産の対
価の額に係る金銭債権を有する法人その他の
金融に関する取引に係る金銭債権を有する法
人（法令96⑤）

（注）　更生計画認可の決定に基づいて弁済を猶予

され、又は賦払により弁済されることその他

の事実とは、次の事実をいいます（法令96①）。

①�　その法人が当該事業年度終了の時におい

て有する金銭債権に係る債務者について生

じた次の事由に基づいてその弁済を猶予さ

れ、又は賦払により弁済されること。

　イ　更生計画認可の決定

　ロ　再生計画認可の決定

　ハ　特別清算に係る協定の認可の決定

　ニ�　法人税法施行令第24条の 2 第 1 項に規

定する事実が生じたこと。

　ホ�　法令の規定による整理手続によらない

関係者の協議決定で次のもの（上記ニの

事由を除きます。）（法規25の 2 ）

　　イ�　債権者集会の協議決定で合理的な基

準により債務者の負債整理を定めてい

るもの

　　ロ�　行政機関、金融機関その他第三者の

あっせんによる当事者間の協議により

締結された契約でその内容が上記イに

準ずるもの

②�　その法人が当該事業年度終了の時におい

て有する金銭債権に係る債務者につき、債

務超過の状態が相当期間継続し、かつ、そ

の営む事業に好転の見通しがないこと、災害、

経済事情の急変等により多大な損害が生じ

たことその他の事由により、その金銭債権

の一部の金額につきその取立て等の見込み

がないと認められること（その金銭債権に

つき上記①の事実が生じている場合を除き

ます。）。

③�　その法人が当該事業年度終了の時におい

て有する金銭債権に係る債務者につき更生

手続開始の申立て等が生じていること（そ

の金銭債権につき、上記①の事実が生じて

いる場合及び上記②の事実が生じているこ

とにより本制度の適用を受けた場合を除き

ます。）。

④�　その法人が当該事業年度終了の時におい

て有する金銭債権に係る債務者である外国

の政府、中央銀行又は地方公共団体の長期

にわたる債務の履行遅滞によりその金銭債
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権の経済的な価値が著しく減少し、かつ、

その弁済を受けることが著しく困難である

と認められること。

⑵　一括評価金銭債権に係る措置
　上記⑴①から③までの法人が、その有する売
掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権
（個別評価金銭債権を除きます。以下「一括評
価金銭債権」といいます。）の貸倒れによる損
失の見込額として、各事業年度において損金経
理により貸倒引当金勘定に繰り入れた金額につ
いては、その繰り入れた金額のうち、その事業
年度終了の時において有する一括評価金銭債権
の額及び最近における売掛金、貸付金その他こ
れらに準ずる金銭債権の貸倒れによる損失の額
を基礎として計算した金額（一括貸倒引当金繰
入限度額）に達するまでの金額は、その事業年
度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する
こととされています（法法52②）。

⑶　対象外となる金銭債権
　上記⑴の個別評価金銭債権及び上記⑵の一括
評価金銭債権には、次のものを含まないことと
されています（法法52⑨）。
①　上記⑴③の法人が有する金銭債権でその金
融に関する金銭債権以外のもの
②　法人がその法人との間に完全支配関係があ
る他の法人に対して有する金銭債権
　なお、上記⑴又は⑵の措置により、各事業年
度の所得の金額の計算上損金の額に算入された
上記⑴又は⑵の貸倒引当金勘定の金額は、その
事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、
益金の額に算入することとされています（法法
52⑩）。

2 　改正の内容

　上記 1 ⑴の個別評価金銭債権に係る貸倒引当金
の繰入事由のうち、金銭債権に係る債務者につい
て生じた更生計画認可の決定、再生計画認可の決
定等に基づいてその弁済を猶予され、又は賦払に

より弁済されること（上記 1 ⑴（注）①）に、金
銭債権に係る債務者について円滑な事業再生を図
るための事業者の金融機関等に対する債務の調整
の手続等に関する法律（以下「早期事業再生法」
といいます。）第28条第 1 項又は第29条の規定に
より権利変更決議の効力が生じたことによりその
金銭債権の弁済を猶予され、又は賦払により弁済
されることが追加されました（法規25の 2 一）。
　我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展
を図るためには、経済的に窮境に陥るおそれのあ
る事業者について早期での円滑な事業再生を促す
ことにより、当該事業者がその事業の価値の毀損
並びに技術及び人材の散逸の回避を図った上で経
営資源を有効に活用してその事業活動を活性化で
きるようにすることが重要であることに鑑み、当
該事業者の事業再生の実施のため、公正かつ中立
な第三者が関与して金融機関等であるその債権者
の一定の割合以上の多数の同意を得、かつ、裁判
所の認可を受けた当該債権者の決議により、当該
債権者に対する当該事業者の債務に係る権利関係
の調整を行うことができる手続等に関し必要な事
項を定め、もって当該事業者の円滑な事業再生の
実施を図ることを目的とした早期事業再生法が第
217回国会で成立し、令和 7 年 6 月13日に公布さ
れました。この中で、
・　経済的に窮境に陥るおそれのある事業者は、
その事業再生を図るため、対象債権者集会にお
ける対象債権者の権利の変更に関する議案（以
下「権利変更議案」といいます。）の決議（以
下「権利変更決議」といいます。）によりその
事業者に対して貸付債権等を有する金融機関等
の権利を変更しようとするときは、その権利の
変更について、手続の監督等を行う公正な第三
者機関として経済産業大臣が指定する者（以下
「指定確認調査機関」といいます。）に申請し、
その申請が、その事業者が事業の継続に支障を
来すことなく弁済期にある債務を弁済すること
が困難となるおそれがあること等の要件に該当
する旨の確認を受けなければならない（早期事
業再生法 3）。
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・　確認を受けた事業者は、その確認後 6月以内
に、その事業者の早期での事業再生に関する計
画（以下「早期事業再生計画」といいます。）
を作成し、権利変更議案を記載した書面と共に
指定確認調査機関に提出しなければならない
（早期事業再生法14）。なお、権利変更議案によ
る対象債権者の権利の変更の内容は、対象債権
者の間では平等でなければならない（早期事業
再生法13）。
・　早期事業再生計画の内容が一定の基準に適合
するものであること等の要件への該当性の指定
確認調査機関による調査結果の報告を受けた場
合には、確認を受けた事業者は、権利変更議案
を決議するために対象債権者集会を招集し、権
利変更議案を決議する。権利変更議案を可決す
るには、対象債権者の議決権の総額の 4分の 3
以上の議決権を有する者の同意がなければなら
ない（早期事業再生法16、20）。
・　権利変更決議があったときは、権利変更議案
につき、議決権者の全ての同意を得た場合を除
き、確認を受けた事業者は、遅滞なく、裁判所
に対しその権利変更決議の認可の申立てをしな
ければならず（早期事業再生法26）、権利変更
決議は、その認可の決定の時又は議決権者の全
ての同意を得た権利変更決議があったときから
その効力を生じ、対象債権者の権利は、権利変
更決議の内容に従い変更される（早期事業再生
法28、29）。
といった手続が定められています。
（注 1）　対象債権者とは、対象債権を有する者をいい、

対象債権とは、上記の確認を受けた事業者に

対してその確認の時に金融機関等が有するそ

の確認前の原因に基づいて生じた貸付債権等

をいいます（早期事業再生法 2③④）。

　この早期事業再生法に基づく権利変更手続は、
法令の規定による整理手続ではあるものの、更生
計画認可の決定、再生計画認可の決定等に準ずる
事実として個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の
繰入事由として認められている債権者集会の協議
決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定

めているもの（上記 1 ⑴（注）①ホイ）と同等の
ものと考えられること等から、繰入事由に追加す
ることとされたものです。
　権利変更決議について、裁判所の認可の決定が
あり、又は議決権者の全ての同意を得ることによ
りその効力が生じた場合には、その権利変更決議
に係る金銭債権の額のうちその効力が生じた日の
属する事業年度終了の日の翌日から 5年を経過す
る日までに弁済されることとなっている金額以外
の金額が、個別貸倒引当金繰入限度額となります
（法令96①一）。
（注 2）　関係法令については、下記の（参考）をご

参照ください。
（参考）　円滑な事業再生を図るための事業者の金

融機関等に対する債務の調整の手続等に関

する法律（令和 7年法律第67号）

（定義）

第 2 条　この法律において「金融機関等」

とは、次に掲げる者をいう。

一　預金保険法（昭和46年法律第34号）

第 2条第 1項に規定する金融機関

二　銀行法（昭和56年法律第59号）第 4

条第 1 項の免許を受けた同法第10条第

2項第 8号に規定する外国銀行

三　農水産業協同組合貯金保険法（昭和

48年法律第53号）第 2 条第 1 項に規定

する農水産業協同組合

四　保険業法（平成 7 年法律第105号）第

2 条第 2 項に規定する保険会社、同条

第 7 項に規定する外国保険会社等及び

同法第223条第 1 項に規定する免許特定

法人

五　貸金業法（昭和58年法律第32号）第

2条第 2項に規定する貸金業者

六　政策金融機関、預金保険機構、信用

保証協会その他これらに準ずる経済産

業省令で定める特殊法人等（法律によ

り直接に設立された法人若しくは特別

の法律により特別の設立行為をもって

設立された法人のうち総務省設置法（平
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成11年法律第91号）第 4 条第 1 項第 8

号の規定の適用を受けるもの、特別の

法律により設立され、かつ、その設立

に関し行政官庁の認可を要する法人又

は独立行政法人通則法（平成11年法律

第103号）第 2 条第 1 項に規定する独立

行政法人をいう。）

七　前各号に掲げる者のほか、金銭の貸

付けその他金融に関する業務で信用の

供与に係るものを行う事業者として経

済産業省令で定める者

八　地方公共団体

九　債権管理回収業に関する特別措置法

（平成10年法律第126号）第 2 条第 3 項

に規定する債権回収会社その他債権の

譲受けに関する業務を行う事業者とし

て経済産業省令で定める者

2 　この法律において「貸付債権等」とは、

貸付債権その他信用の供与に基づく債権

として経済産業省令で定めるもの（前項

第 9 号に掲げる者が有するものにあって

は、同項第 1 号から第 8 号までに掲げる

者が有していたものを同項第 9 号に掲げ

る者が譲り受けた場合のものに限る。）を

いう。

3 　この法律において「対象債権」とは、

次条第 1 項の確認を受けた事業者（以下

「確認事業者」という。）に対して当該確

認の時に金融機関等が有する当該確認前

の原因に基づいて生じた貸付債権等及び

当該貸付債権等に係る次に掲げる権利を

いう。

一　当該確認後の利息の請求権

二　当該確認後の不履行による損害賠償

又は違約金の請求権

4 　この法律において「対象債権者」とは、

対象債権を有する者であって、次条第 7

項（第 4 条第 3 項において準用する場合

を含む。）の規定による通知を受けた者を

いう。

（指定確認調査機関の確認）

第 3 条　経済的に窮境に陥るおそれのある

事業者は、その事業再生を図るため、第

10条の対象債権者集会における第11条に

規定する権利変更議案の決議（以下「権

利変更決議」という。）により当該事業者

に対して貸付債権等を有する金融機関等

の権利を変更しようとするときは、経済

産業省令で定めるところにより、当該権

利の変更について、申請書に当該権利の

変更に関する概要を記載した書面（以下

この条において「権利変更概要書」とい

う。）及び当該貸付債権等の一覧表（以下

この条において「貸付債権等一覧表」と

いう。）を添付して、これらを第46条第 1

項の規定による指定を受けた者（以下「指

定確認調査機関」という。）に提出し、そ

の申請が次の各号のいずれにも該当する

旨の確認を受けなければならない。

一　当該事業者が事業の継続に支障を来

すことなく弁済期にある債務を弁済す

ることが困難となるおそれがあること。

二　貸付債権等一覧表に記載のある債権

が当該事業者に対して金融機関等が有

する当該確認前の原因に基づいて生じ

た貸付債権等であること。

三　権利変更概要書において記載された

当該権利の変更に関する方針が第11条

に規定する権利変更議案の可決の見込

みがないことが明らかでないものとし

て経済産業省令で定める基準に適合す

るものであること。

四　当該権利の変更に関する方針が貸付

債権等一覧表に記載のある金融機関等

の一般の利益に適合する見込みがある

こと。

五　当該事業者が、破産手続開始の決定、

再生手続開始の決定、更生手続開始の

決定、特別清算開始の命令又は外国倒

産処理手続の承認の決定を受け、及び

─ 484 ─

――法人税法等の改正――



破産事件、再生事件、更生事件、特別

清算事件又は承認援助事件が係属して

いる者でないこと。

2 　権利変更概要書には、次に掲げる事項

を記載しなければならない。

一　当該事業者に対して貸付債権等を有

する金融機関等の権利の変更に関する

方針

二　当該事業者の収入及び支出の見込み

三　当該事業者が早期での事業再生を図

るため実施しようとする今後の事業活

動の方向性

四　当該事業者が当該確認を受けること

についての金融機関等（貸付債権等一

覧表に記載のある貸付債権等の総額の

うち経済産業省令で定める割合に相当

する額以上の貸付債権等を有する者に

限る。）の異議の有無

五　当該事業者が、破産手続開始の決定、

再生手続開始の決定、更生手続開始の

決定、特別清算開始の命令又は外国倒

産処理手続の承認の決定を受け、及び

破産事件、再生事件、更生事件、特別

清算事件又は承認援助事件が係属して

いる者でないこと。

六　第10条の対象債権者集会の時期の見

込み

七　その他経済産業省令で定める事項

3 　貸付債権等一覧表には、次に掲げる事

項を記載しなければならない。

一　当該事業者に対して金融機関等が有

する貸付債権等の内容及び原因並びに

当該金融機関等の氏名又は名称及び住

所

二　当該貸付債権等が担保権（特別の先

取特権、質権、抵当権、商法（明治32

年法律第48号）若しくは会社法（平成

17年法律第86号）の規定による留置権、

譲渡担保権（譲渡担保契約及び所有権

留保契約に関する法律（令和 7 年法律

第56号）第 2 条第 3 号に規定する譲渡

担保権をいう。第 8 条及び第 8 条の 3

第 1 項において同じ。）若しくは留保所

有権（同法第 2 条第18号に規定する留

保所有権をいう。第 8 条及び第 8 条の

3 第 1 項において同じ。）、企業担保権

又は企業価値担保権をいう。以下同

じ。）によって担保されるものであると

きは、その旨並びに当該担保権の内容

及びその目的である財産

三　その他経済産業省令で定める事項

4 　第 1 項の確認の申請には、権利変更概

要書及び貸付債権等一覧表（第12条第 1

項及び第14条第 1 項において「権利変更

概要書等」という。）のほか、定款、登記

事項証明書、貸借対照表、損益計算書そ

の他の経済産業省令で定める書類を添付

しなければならない。

5 　前項の場合において、定款、貸借対照

表又は損益計算書が電磁的記録（電子的

方式、磁気的方式その他人の知覚によっ

ては認識することができない方式で作ら

れる記録であって、電子計算機による情

報処理の用に供されるものをいう。以下

同じ。）で作成されているときは、書類に

代えて当該電磁的記録を添付することが

できる。

6 　指定確認調査機関は、確認調査員（第

52条の規定により選任された確認調査員

をいう。第46条第 1 項第 5 号及び第52条

を除き、以下同じ。）に第 1 項の確認の実

施に関する事務を実施させなければなら

ない。

7 　指定確認調査機関は、第 1 項の確認を

したときは、経済産業省令で定めるとこ

ろにより、その旨を対象債権を有する者

に通知しなければならない。

（対象債権者集会の権限）

第11条　対象債権者集会は、対象債権者の

権利（対象債権者が担保権の行使によっ
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て弁済を受けることができる対象債権の

部分に係る権利を除く。以下同じ。）の変

更に関する議案（以下「権利変更議案」

という。）について決議をすることができ

る。

（権利変更議案）

第12条　確認事業者は、権利変更議案にお

いて、権利変更概要書等（第 4 条第 1 項

の規定による変更の確認又は同条第 2 項

の規定による変更の届出があったときは、

その変更後のもの。第14条第 1 項におい

て同じ。）に基づき、対象債権者の権利の

全部又は一部を変更する条項を定めなけ

ればならない。

2 　対象債権者の権利の全部又は一部を変

更する条項においては、対象債権（担保

権の行使によって弁済を受けることがで

きる対象債権の部分を除く。）に係る債務

の減免、期限の猶予その他の対象債権者

の権利の変更の一般的基準を定めなけれ

ばならない。

3 　担保権の行使によって弁済を受けるこ

とができない対象債権の部分が確定して

いない対象債権を有する者があるときは、

権利変更議案において、その対象債権の

部分が確定した場合における対象債権者

としての権利の行使に関する適確な措置

を定めなければならない。

（権利変更議案による対象債権者の権利の

変更）

第13条　権利変更議案による対象債権者の

権利の変更の内容は、対象債権者の間で

は平等でなければならない。ただし、不

利益を受ける対象債権者の同意がある場

合又は少額の対象債権若しくは第 6 条第

1 項の規定による一時停止の要請に反し

て回収等をした対象債権者の対象債権に

ついて別段の定めをし、その他これらの

者の間に差を設けても衡平を害しない場

合は、この限りでない。

（早期事業再生計画）

第14条　確認事業者は、第 3 条第 1 項の確

認後 6 月以内に、権利変更概要書等に基

づき、確認事業者の早期での事業再生に

関する計画（以下「早期事業再生計画」

という。）を作成し、権利変更議案の内容

を記載した書面と共に指定確認調査機関

に提出しなければならない。

2 　指定確認調査機関は、前項の期間内に

同項の規定による提出をすることができ

ないことについてやむを得ない事由があ

るものとして経済産業省令で定める場合

には、確認事業者の申請により、 6 月以

内を限り、同項の期間を延長することが

できる。

3 　早期事業再生計画には、次に掲げる事

項を記載しなければならない。

一　確認事業者が早期での事業再生を図

るために権利変更決議を必要とするに

至った事情

二　確認事業者の業務に関する経過及び

現状

三　確認事業者の資産及び負債に関する

経過及び現状（対象債権の内容及び原

因並びに当該対象債権を有する対象債

権者の氏名又は名称を含む。）

四　対象債権が担保権によって担保され

るものであるときは、その旨並びに当

該担保権の内容及びその目的である財

産

五　確認事業者の資産及び負債並びに収

入及び支出の見込み（資金の調達を行

う場合には、当該資金の調達に関する

事項を含む。）

六　確認事業者が早期での事業再生を図

るため実施しようとする今後の事業活

動に関する事項（当該確認事業者に係

る従業員の当該事業活動への協力並び

に当該確認事業者に係る技術及び人材

の散逸の回避の見込みに関する事項と
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して経済産業省令で定めるものを含む。）

七　その他経済産業省令で定める事項

4 　確認事業者は、第 1 項の規定により早

期事業再生計画を提出するときは、前項

第 3 号の確認事業者の資産及び負債に関

し、これらの価額（同項第 4 号の担保権

の目的である財産の価額を含む。）を経済

産業省令で定める基準に従い評定した結

果を添付しなければならない。

（指定確認調査機関の調査）

第15条　指定確認調査機関は、前条第 1 項

の規定による提出を受けたときは、権利

変更議案、早期事業再生計画及び同条第

4 項の規定による評定の内容が次に掲げ

る要件に該当するものであることについ

て調査を行わなければならない。

一　権利変更議案の内容が法令の規定に

違反しないこと。

二　権利変更議案により変更される対象

債権者の権利に係る債務が履行される

見込みがないことが明らかでないこと。

三　権利変更議案の内容が対象債権者の

一般の利益に適合するものであること。

四　権利変更議案における対象債権者の

権利の全部又は一部を変更する条項が、

前条第 3 項第 3 号から第 5 号までに掲

げる事項を踏まえて定められているこ

と。

五　早期事業再生計画の内容が経済産業

省令で定める基準に適合するものであ

ること。

六　前条第 4 項の規定による評定の内容

が同項の経済産業省令で定める基準に

適合するものであること。

2 　指定確認調査機関は、確認調査員に前

項の調査の実施に関する事務を実施させ

なければならない。

3 　確認事業者は、第 1 項の調査に協力し

なければならない。

4 　指定確認調査機関は、第 1 項の調査の

結果を確認事業者に報告しなければなら

ない。

（対象債権者集会の招集等）

第16条　対象債権者集会は、確認事業者が

招集する。

2 　確認事業者は、前条第 4 項の規定によ

る報告を受けたときは、遅滞なく、権利

変更議案を決議するために対象債権者集

会を招集しなければならない。

3 　確認事業者は、対象債権者集会を招集

する場合には、次に掲げる事項を定めな

ければならない。

一　対象債権者集会の日時

二　対象債権者集会の目的である事項

三　対象債権者集会に出席しない対象債

権者が電磁的方法（電子情報処理組織

を使用する方法その他の情報通信の技

術を利用する方法をいう。以下同じ。）

によって議決権を行使することができ

ることとするときは、その旨

四　その他経済産業省令で定める事項

4 　対象債権者集会を招集するには、確認

事業者は、対象債権者集会の日の経済産

業省令で定める日数前までに、対象債権

者及び指定確認調査機関に対して、経済

産業省令で定めるところにより、書面を

もってその通知を発しなければならない。

5 　確認事業者は、前項の書面による通知

の発出に代えて、経済産業省令で定める

ところにより、同項の通知を受けるべき

者の承諾を得て、電磁的方法により通知

を発することができる。この場合において、

当該確認事業者は、同項の書面による通

知を発したものとみなす。

6 　前 2 項の通知には、第 3 項各号に掲げ

る事項を記載し、又は記録しなければな

らない。

（対象債権者の議決権）

第19条　対象債権者は、次の各号に掲げる

対象債権の区分に従い、それぞれ当該各
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号に定める金額に応じて、対象債権者集

会における議決権を有する。

一　第 3 条第 1 項の確認後に期限が到来

すべき確定期限付債権で無利息のもの　

当該確認の時から期限に至るまでの期

間の年数（その期間に 1 年に満たない

端数があるときは、これを切り捨てる

ものとする。）に応じた債権に対する当

該確認の時における法定利率による利

息を債権額から控除した額

二　金額及び存続期間が確定している定

期金債権　各定期金につき前号の規定

に準じて算定される額の合計額（その

額が第 3 条第 1 項の確認の時における

法定利率によりその定期金に相当する

利息を生ずべき元本額を超えるときは、

その元本額）

三　次に掲げる債権　経済産業省令で定

める時における評価額

イ　第 3 条第 1 項の確認後に期限が到

来すべき不確定期限付債権で無利息

のもの

ロ　金額又は存続期間が不確定である

定期金債権

ハ　金銭債権で、その額が不確定であ

るもの又はその額を外国の通貨をも

って定めたもの

ニ　条件付債権

ホ　確認事業者に対して行うことがあ

る将来の請求権

四　前 3 号に掲げる債権以外の債権　債

権額

2　前項の規定にかかわらず、対象債権者は、

対象債権のうち、第 3 条第 1 項の確認後

の利息の請求権並びに当該確認後の不履

行による損害賠償及び違約金の請求権に

ついては、議決権を有しない。

3 　第 1 項の規定にかかわらず、確認事業

者の財産につき存する担保権を有する対

象債権者は、その担保権の行使によって

弁済を受けることができる対象債権の額

については、議決権を有しない。

4 　対象債権者は、第 3 条第 1 項の確認後

に弁済を受けた対象債権の部分について

は、議決権を行使することができない。

（対象債権者集会の決議）

第20条　対象債権者集会において権利変更

議案を可決するには、議決権者（議決権

を行使することができる対象債権者をい

う。以下同じ。）の議決権の総額の 4 分の

3 以上の議決権を有する者の同意がなけ

ればならない。ただし、一の議決権者が

議決権者の議決権の総額の 4 分の 3 以上

の議決権を有する場合において権利変更

議案を可決するには、この項本文の同意

のほか、出席した議決権者の過半数の同

意がなければならない。

2 　第24条第 1 項の規定によりその有する

議決権の一部のみを権利変更議案に同意

するものとして行使した議決権者（その

余の議決権を行使しなかったものを除

く。）があるときの前項ただし書の規定の

適用については、当該議決権者一人につき、

出席した議決権者の数に 1 を、同意をし

た議決権者の数に 2 分の 1 を、それぞれ

加算するものとする。

3 　対象債権者集会においてその延期又は

続行を可決するには、出席した議決権者

の議決権の総額の 2 分の 1 を超える議決

権を有する者の同意がなければならない。

4 　対象債権者集会においてその延期又は

続行について決議があった場合には、第

16条第 3 項から第 6 項までの規定は、適

用しない。

5 　確認事業者及び指定確認調査機関（確

認調査員を含む。）は、対象債権者に対し、

第17条第 1 項の規定により交付し、又は

同条第 2 項の規定により提供するものの

ほか、対象債権者が第 1 項又は第 3 項の

同意をするか否かの判断をするために必
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要な情報を提供するよう努めなければな

らない。

6　確認調査員は、対象債権者集会に出席し、

意見を求められたときは、意見を述べな

ければならない。

7　確認事業者は、対象債権者集会において、

対象債権者に対し、意見を述べる機会を

与えなければならない。

（権利変更決議の認可の申立て）

第26条　権利変更決議があったとき（権利

変更議案につき、議決権者の全ての同意

を得たときを除く。）は、確認事業者は、

遅滞なく、裁判所に対し、当該権利変更

決議の認可の申立てをしなければならな

い。この場合において、当該確認事業者は、

早期事業再生計画及び第15条第 1 項の調

査の結果を記載した書面を裁判所に提出

しなければならない。

2 　前項の場合において、確認事業者は、

同項の規定による書面の提出に代えて、

最高裁判所規則で定めるところにより、

当該書面に記載すべき事項を最高裁判所

規則で定める電子情報処理組織（裁判所

の使用に係る電子計算機（入出力装置を

含む。以下同じ。）と手続の相手方の使用

に係る電子計算機とを電気通信回線で接

続した電子情報処理組織をいう。以下同

じ。）を使用して裁判所の使用に係る電子

計算機に備えられたファイル（第36条第

2 項及び第 3 項並びに第37条を除き、以

下単に「ファイル」という。）に記録し、

又は当該書面に記載すべき事項に係る電

磁的記録を記録した記録媒体を提出する

ことができる。この場合において、当該

確認事業者は、前項の書面を提出したも

のとみなす。

（権利変更決議の認可又は不認可の決定）

第27条　前条第 1 項の申立てがあった場合

には、裁判所は、次項の場合を除き、権

利変更決議の認可の決定をする。

2 　裁判所は、次の各号のいずれかに該当

する場合には、権利変更決議の不認可の

決定をする。

一　対象債権者集会手続又は権利変更決

議の内容が法令の規定に違反し、かつ、

その不備を補正することができないも

のであるとき。ただし、対象債権者集

会手続が法令の規定に違反する場合に

おいて、当該違反の程度が軽微である

ときは、この限りでない。

二　権利変更決議により変更される対象

債権者の権利に係る債務が履行される

見込みがないことが明らかであるとき。

三　権利変更決議が不正の方法によって

成立するに至ったとき。

四　権利変更決議の内容が対象債権者の

一般の利益に反するとき。

3 　確認事業者及び対象債権者は、裁判所

に対し、前条第 1 項の申立てについて意

見を述べることができる。

4 　権利変更決議の認可又は不認可の決定

があった場合には、裁判所書記官は、最

高裁判所規則で定めるところにより、そ

の主文及び理由の要旨を記録した電磁的

記録を作成し、これをファイルに記録し

なければならない。

5 　前項に規定する場合には、確認事業者

及び対象債権者に対して、同項の規定に

よりファイルに記録された電磁的記録を

送達しなければならない。

6 　権利変更決議の認可又は不認可の決定

に対しては、確認事業者及び対象債権者

に限り、即時抗告をすることができる。

7 　第 7 条第 7 項の規定は、前条第 1 項の

申立て並びに第 1 項及び第 2 項の決定並

びに前項の即時抗告についての裁判につ

いて準用する。

（権利変更決議の効力）

第28条　権利変更決議は、認可の決定の時

から、効力を生ずる。
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2 　権利変更決議は、確認事業者及び全て

の対象債権者に対してその効力を有する。

3 　権利変更決議は、対象債権者が確認事

業者の保証人その他確認事業者と共に債

務を負担する者に対して有する権利及び

確認事業者以外の者が対象債権者のため

に提供した担保に影響を及ぼさない。

4 　権利変更決議の認可の決定があったと

きは、対象債権者の権利は、権利変更決

議の内容に従い、変更される。

（議決権者の全ての同意を得た場合におけ

る権利変更決議の効力）

第29条　権利変更議案につき、議決権者の

全ての同意を得たときは、前条第 1 項及

び第 4 項の規定にかかわらず、権利変更

決議はその効力を生じ、対象債権者の権

利は、権利変更決議の内容に従い、変更

されるものとする。この場合においては、

第 9 条中「権利変更決議の認可の決定が

あったとき」とあるのは、「権利変更決議

があったとき」とする。

（対象債権者集会関連業務を行う者の指定

等）

第46条　経済産業大臣は、次の各号に掲げ

る要件のいずれにも該当すると認められ

る者を、その申請により、対象債権者集

会関連業務（第 3 条第 1 項の確認及び第

15条第 1 項の調査その他対象債権者集会

手続に係る前章の規定による業務並びに

次章の規定による業務並びにこれらに付

随する業務をいう。以下同じ。）を行う者

として、指定することができる。

一　法人（法人でない団体で代表者又は

管理人の定めのあるものを含む。）であ

ること。

二　第60条第 1 項の規定によりこの項の

規定による指定（以下「指定」とい

う。）を取り消され、その取消しの日か

ら 5年を経過しない者でないこと。

三　この法律若しくは弁護士法（昭和24

年法律第205号）又はこれらに相当する

外国の法令の規定に違反し、罰金の刑

（これに相当する外国の法令による刑を

含む。）に処せられ、その刑の執行を終

わり、又はその刑の執行を受けること

がなくなった日から 5 年を経過しない

者でないこと。

四　役員（法人でない団体で代表者又は

管理人の定めのあるものの代表者又は

管理人を含む。以下同じ。）のうちに、

次のいずれかに該当する者がないこと。

イ　心身の故障のため対象債権者集会

関連業務に係る職務を適正に執行す

ることができない者として経済産業

省令で定める者

ロ　破産手続開始の決定を受けて復権

を得ない者又は外国の法令上これと

同様に取り扱われている者

ハ　拘禁刑以上の刑（これに相当する

外国の法令による刑を含む。）に処せ

られ、その刑の執行を終わり、又は

その刑の執行を受けることがなくな

った日から 5年を経過しない者

ニ　第60条第 1 項の規定により指定を

取り消された場合又はこの法律に相

当する外国の法令の規定により当該

外国において受けている指定に類す

る行政処分を取り消された場合にお

いて、その取消しの日前30日以内に

その法人の役員（外国の法令上これ

と同様に取り扱われている者を含

む。）であった者でその取消しの日か

ら 5年を経過しない者

ホ　この法律若しくは弁護士法又はこ

れらに相当する外国の法令の規定に

違反し、罰金の刑（これに相当する

外国の法令による刑を含む。）に処せ

られ、その刑の執行を終わり、又は

その刑の執行を受けることがなくな

った日から 5年を経過しない者
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ヘ　暴力団員による不当な行為の防止

等に関する法律（平成 3 年法律第77

号）第 2 条第 6 号に規定する暴力団

員又は同号に規定する暴力団員でな

くなった日から 5 年を経過しない者

（第51条において「暴力団員等」とい

う。）

五　対象債権者集会関連業務（第52条の

規定により確認調査員を選任すること

を含む。）を適確に実施するに足りる経

理的及び技術的な基礎を有すること。

六　役員又は職員の構成が対象債権者集

会関連業務の公正な実施に支障を及ぼ

すおそれがないものであること。

七　対象債権者集会関連業務の実施に関

する規程（以下「業務規程」という。）

が法令に適合し、かつ、この法律の定

めるところにより対象債権者集会関連

業務を公正かつ適確に実施するために

十分であると認められること。

八　対象債権者集会関連業務以外の業務

を行っている場合には、その業務を行

うことによって対象債権者集会関連業

務の公正な実施に支障を及ぼすおそれ

がないものであること。

2 　経済産業大臣は、指定をしようとする

ときは、前項第 5 号から第 7 号までに掲

げる要件（対象債権者集会手続に係る前

章の規定による業務のうち法律事務に係

る部分に限り、同号に掲げる要件にあっ

ては、第50条第 2 項各号及び第 3 項各号

に掲げる基準に係るものに限る。）に該当

していることについて、あらかじめ、法

務大臣に協議しなければならない。

3 　経済産業大臣は、指定をしたときは、

指定確認調査機関の名称及び主たる営業

所又は事務所の所在地並びに当該指定を

した日を公示しなければならない。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、早期事業再生法の施行の日か
ら施行することとされています（改正法規附則 1
二）。
（注）　早期事業再生法の施行の日は、早期事業再生

法の公布の日（令和 7 年 6 月13日）から起算し

て 1 年 6 月を超えない範囲内において政令で定

める日とされており（早期事業再生法附則 1）、

円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関

等に対する債務の調整の手続等に関する法律の

施行期日を定める政令（令和 8 年政令第190号）

により令和 8年12月11日とされています。

八　欠損金の繰越控除

1 　改正前の制度の概要

⑴　欠損金の繰越し
　法人の各事業年度開始の日前10年以内に開始
した事業年度において生じた欠損金額がある場
合には、その欠損金額に相当する金額は、その
各事業年度の所得の金額の計算上、欠損金額控
除前の所得の金額の50％相当額を限度として、
損金の額に算入することとされています（法法
57①）。
　なお、中小法人等、再建中の法人及び新設法

人については、欠損金額控除前の所得の金額を
限度として、損金の額に算入することとされて
います（法法57⑪）。
（注 1）　中小法人等とは、各事業年度終了の時に

おいて次の法人に該当する法人をいいます

（法法57⑪一、66⑤二・三⑥、法令139の 6 ）。

①�　普通法人のうち、資本金の額若しくは

出資金の額が 1 億円以下であるもの又は

資本若しくは出資を有しないもの

　�　ただし、次の法人を除いたものとされ

ています。
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　イ　投資法人

　ロ　特定目的会社

　ハ　法人課税信託に係る受託法人

　ニ�　大法人（資本金の額又は出資金の額

が 5 億円以上である法人、相互会社及

び法人課税信託に係る受託法人をいい

ます。）との間にその大法人による完全

支配関係がある普通法人

　　�　なお、相互会社には、外国相互会社

を含むこととされています。

　ホ�　普通法人との間に完全支配関係があ

る全ての大法人が有する株式及び出資

の全部をその全ての大法人のうちいず

れか一の法人が有するものとみなした

場合においてそのいずれか一の法人と

その普通法人との間にそのいずれか一

の法人による完全支配関係があること

となるときのその普通法人（上記ニの

法人を除きます。）

　ヘ�　通算法人である普通法人又はその普

通法人の各事業年度終了の日において

その普通法人との間に通算完全支配関

係がある他の通算法人のうち、いずれ

かの法人が次の法人に該当する場合に

おけるその普通法人

　　イ�　その各事業年度終了の時における

資本金の額又は出資金の額が 1 億円

を超える法人

　　ロ�　その各事業年度終了の時において

相互会社又は上記ハからホまでの法

人に該当する法人

　ト　相互会社

②　公益法人等又は協同組合等

③　人格のない社団等
（注 2）　再建中の法人とは、法人の各事業年度が

次の事業年度（その法人の事業の再生が図

られたと認められる事由が生じた日以後に

終了する事業年度を除きます。）である場合

におけるその法人をいいます（法法57⑪二、

法令113の 2 ①）。

①�　更生手続開始の決定があった場合にお

けるその更生手続開始の決定の日からそ

の更生手続開始の決定に係る更生計画認

可の決定の日以後 7 年を経過する日まで

の期間（以下「更生期間」といいます。）

内の日の属する事業年度

　�　ただし、更生期間内にその更生手続開

始の決定に係る次の事実が生じた場合に

は、その更生手続開始の決定の日から次

の事実が生じた日までの期間内の日の属

する事業年度とされています（法法57⑪

二イ、法令113の 2 ②）。

　イ�　その更生手続開始の決定を取り消す

決定の確定

　ロ　更生手続廃止の決定の確定

　ハ　更生計画不認可の決定の確定

②�　再生手続開始の決定があった場合にお

けるその再生手続開始の決定の日からそ

の再生手続開始の決定に係る再生計画認

可の決定の日以後 7 年を経過する日まで

の期間（以下「再生期間」といいます。）

内の日の属する事業年度

　�　ただし、再生期間内にその再生手続開

始の決定に係る次の事実が生じた場合に

は、その再生手続開始の決定の日から次

の事実が生じた日までの期間内の日の属

する事業年度とされています（法法57⑪

二ロ、法令113の 2 ③）。

　イ�　その再生手続開始の決定を取り消す

決定の確定

　ロ　再生手続廃止の決定の確定

　ハ　再生計画不認可の決定の確定

　ニ　再生計画取消しの決定の確定

③�　法人税法第59条第 2 項に規定する政令

で定める事実（上記②の事実を除きま

す。）が生じた場合におけるその事実が生

じた日から同日の翌日以後 7 年を経過す

る日までの期間内の日の属する事業年度

④�　上記①から③までの事実に準ずる事実

が生じた場合におけるその事実が生じた
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日から同日の翌日以後 7 年を経過する日

までの期間内の日の属する事業年度

　�　具体的には、次の事実となります（法

令113の 2 ④、117の 3 一・二・四）。

　イ�　法人について特別清算開始の命令が

あったこと。

　ロ�　法人について破産手続開始の決定が

あったこと。

　ハ�　上記②又は上記イ若しくはロの事実

に準ずる事実（上記①又は③の事実を

除きます。）

　ニ�　法令の規定による整理手続によらな

い負債の整理に関する計画の決定又は

契約の締結で、第三者が関与する協議

によるものがあったこと（上記③の事

実に該当する事実を除きます。）。

　　�　第三者が関与する協議によるものは、

次のものとなります（法規26の 4 ③）。

　　イ�　債権者集会の協議決定で合理的な

基準により債務者の負債整理を定め

ているもの

　　ロ�　行政機関、金融機関その他第三者

のあっせんによる当事者間の協議に

よる上記イに準ずる内容の契約の締

結
（注 3）　新設法人とは、法人の各事業年度がその

法人の設立の日から同日以後 7 年を経過す

る日までの期間内の日の属する事業年度（そ

の法人の発行する株式が金融商品取引所等

に上場されたこと等の事由が生じた日以後

に終了する事業年度を除きます。）である場

合におけるその法人をいいます（法法57⑪三、

法令113の 2 ⑤～⑦）。

　ただし、普通法人に限ることとされると

ともに、中小法人等又は上記（注 1）①ハ

若しくはニの法人に該当するもの及びその

法人が通算法人である場合において他の通

算法人のいずれかの当該各事業年度終了の

日の属する事業年度が当該他の通算法人の

設立の日から同日以後 7 年を経過する日ま

での期間内の日の属する事業年度でないと

きにおけるその法人並びに株式移転完全親

法人を除くこととされています。

　また、平成27年度税制改正において、欠損金
の繰越期間（改正前： 9年）を10年に延長する
改正（施行日：平成30年 4 月 1 日）が行われて
おり、この改正は、法人の平成30年 4 月 1 日以
後に開始する事業年度において生ずる欠損金額
について適用することとされています（平成27
年改正法附則27①）。

⑵　青色申告書を提出しなかった事業年度の欠損
金の特例
　法人の各事業年度開始の日前10年以内に開始
した事業年度のうち青色申告書を提出する事業
年度でない事業年度において生じた欠損金額に
係る上記⑴の適用については、その欠損金額の
うち、災害損失金額を超える部分の金額は、な
いものとされています（法法58①）。
（注）　災害損失金額とは、棚卸資産、固定資産又

は一定の繰延資産について生じた一定の損失

の額（保険金、損害賠償金その他これらに類

するものにより補塡されるものを除きます。）

とされています（法令114～116）。

2 　改正の内容

　再建中の法人の対象事業年度（上記 1 ⑴（注
2））に、その法人の債務について、円滑な事業
再生を図るための事業者の金融機関等に対する債
務の調整の手続等に関する法律（以下「早期事業
再生法」といいます。）第28条第 1 項又は第29条
の規定により権利変更決議の効力が生じた場合に
おけるその生じた日から同日の翌日以後 7年を経
過する日までの期間内の日の属する事業年度が追
加されました（法令113の 2 ④二）。
（注 1）　上記の権利変更決議の効力が生じた場合か

らは、法人税法第59条第 2 項に規定する政令

で定める事実（上記 1 ⑴（注 2）③の事実）

に該当する場合を除くこととされています。

　早期事業再生法に基づく権利変更手続は、法令
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の規定による整理手続ではあるものの、更生計画
認可の決定、再生計画認可の決定等に準ずる事実
として再建中の法人の対象事由として認められて
いる債権者集会の協議決定で合理的な基準により
債務者の負債整理を定めているもの（上記 1 ⑴
（注 2）④ニイ）と同等のものと考えられること
等から、対象事由に追加することとされたもので
す。
（注 2）　早期事業再生法の詳細については、前述「七

　貸倒引当金」の 2をご参照ください。
　なお、法人税法第59条第 2項に規定する政令で
定める事実が生じた場合（上記 1 ⑴（注 2）③）
又は法令の規定による整理手続によらない負債の
整理に関する計画の決定若しくは契約の締結で、
第三者が関与する協議によるもの等があった場合
（上記 1 ⑴（注 2）④）と同様、権利変更決議が
効力を生じた日以後に次の事由のいずれかが生じ
た場合には、その事由が生じた日のうち最も早い
日以後に終了する事業年度は、対象事業年度から
除くこととされています（法法57⑪二、法令113
の 2 ①三）。
⑴　その法人の発行する株式が金融商品取引所等
に上場されたこと。
⑵　その法人の発行する株式が店頭売買有価証券
登録原簿に登録されたこと。

⑶　その法人の早期事業再生計画で定められた弁
済期間が満了したこと。
⑷　その法人の権利変更決議に係る事実発生前債
権の全てが債務の免除、弁済その他の事由によ
り消滅したこと。
（注）　事実発生前債権とは、その法人に対する金

銭債権で、法人税法第57条第11項第 2 号ハ又

はニに掲げる事実の発生前の原因に基づいて

生じたものをいいます（法規26の 4 ②）。
（注 3）　関係法令については、前述「七　貸倒引当

金」の 2の（参考）をご参照ください。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、早期事業再生法の施行の日か
ら施行することとされています（改正法令附則 1
三）。
（注）　早期事業再生法の施行の日は、早期事業再生

法の公布の日（令和 7 年 6 月13日）から起算し

て 1 年 6 月を超えない範囲内において政令で定

める日とされており（早期事業再生法附則 1）、

円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関

等に対する債務の調整の手続等に関する法律の

施行期日を定める政令（令和 8 年政令第190号）

により令和 8年12月11日とされています。

九　投資簿価修正

1 　改正前の制度の概要

⑴　投資簿価修正（原則）
　内国法人の有する株式（出資を含みます。以
下同じです。）を発行した他の通算法人につい
て通算終了事由が生じた場合には、その株式の
その通算終了事由が生じた時の直後の移動平均
法により算出した 1単位当たりの帳簿価額は、
その通算終了事由が生じた時の直前の帳簿価額
に簿価純資産不足額を加算し、又はその通算終
了事由が生じた時の直前の帳簿価額から簿価純
資産超過額を減算した金額をその株式の数で除

して計算した金額とされています（法令119の
3 ⑤）。
（注 1）　他の通算法人からは、初年度離脱通算子

法人及び通算親法人を除くこととされてい

ます。初年度離脱通算子法人とは、通算子

法人で通算親法人との間に通算完全支配関

係を有することとなった日の属するその通

算親法人の事業年度終了の日までにその通

算完全支配関係を有しなくなるもので、そ

の通算完全支配関係を有することとなった

日以後 2 月以内に法人税法第64条の10第 6

項第 5 号又は第 6 号に掲げる事実が生ずる
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ことによりその通算完全支配関係を有しな

くなる一定の法人をいいます（法令24の 3 ）。
（注 2）　通算終了事由とは、通算承認がその効力

を失うことをいいます。

　簿価純資産不足額は、その株式の通算終了事
由が生じた時の直前の帳簿価額が簿価純資産価
額に満たない場合におけるその満たない部分の
金額とされ、簿価純資産超過額は、その株式の
通算終了事由が生じた時の直前の帳簿価額が簿
価純資産価額を超える場合におけるその超える
部分の金額とされています。ここで、簿価純資
産価額とは、①の金額から②の金額を減算した
金額（以下「通算終了時の簿価純資産価額」と
いいます。）に③の割合（以下「通算終了時の
持株割合」といいます。）を乗じて計算した金
額をいいます。
①　当該他の通算法人の通算承認の効力を失っ
た日の前日の属する事業年度終了の時におい
て有する資産の帳簿価額の合計額
②　当該他の通算法人の通算承認の効力を失っ
た日の前日の属する事業年度終了の時におい
て有する負債（新株予約権及び株式引受権に
係る義務を含みます。）の帳簿価額の合計額
③　当該他の通算法人の通算承認の効力を失う
直前の発行済株式等の総数又は総額のうちに
その内国法人がその効力を失う直前に有する
当該他の通算法人の株式の数又は金額の占め
る割合
（注）　発行済株式等とは、発行済株式又は出資

をいい、当該他の通算法人が有する自己の

株式を除きます。

⑵　通算終了事由が生じた他の通算法人の株式に
つき資産調整勘定対応金額等がある場合の加算
措置
　内国法人の有する株式を発行した他の通算法
人について通算終了事由が生じた場合において、
その内国法人及び他の株式等保有法人の全てが
その通算終了事由が生じた時の属する事業年度
の確定申告書等に調整勘定対応金額の合計額等

の計算に関する明細を記載した書類を添付して
いるときは、当該他の通算法人の株式のその通
算終了事由が生じた時の直後の移動平均法によ
り算出した 1単位当たりの帳簿価額の計算にお
ける簿価純資産価額は、当該他の通算法人の通
算終了時の簿価純資産価額に調整勘定対応金額
の合計額（次の①及び②の金額の合計額から次
の③及び④の金額の合計額を減算した金額をい
います。）を加算した金額に通算終了時の持株
割合を乗じて計算した金額とすることとされて
います（法令119の 3 ⑥）。
（注 1）　他の株式等保有法人とは、上記の他の通

算法人以外の通算法人（上記の内国法人を

除きます。）で上記の通算終了事由が生じた

時の直前において上記の他の通算法人の株

式を有するものをいいます（法令119の 3 ⑥）。

①　その内国法人が通算完全支配関係発生日以
前に取得をした当該他の通算法人の対象株式
に係る各取得の時における資産調整勘定対応
金額の合計額
（注 1）　通算完全支配関係発生日とは、上記①

の他の通算法人が当該他の通算法人に係

る通算親法人との間に通算完全支配関係

を有することとなった日をいいます（法

令119の 3 ⑦一）。
（注 2）　対象株式とは、法人税法施行令第119条

第 1 項の規定の適用がある同項第 1 号又

は第27号に掲げる有価証券に該当する株

式をいいます（法令119の 3 ⑦二）。

②　通算完全支配関係発生日において当該他の
通算法人の株式を有する法人（その内国法人
を除きます。）が通算完全支配関係発生日以
前に取得をした当該他の通算法人の対象株式
に係る各取得の時における資産調整勘定対応
金額の合計額を合計した金額
③　その内国法人が通算完全支配関係発生日以
前に取得をした当該他の通算法人の対象株式
に係る各取得の時における負債調整勘定対応
金額の合計額
④　通算完全支配関係発生日において当該他の
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通算法人の株式を有する法人（その内国法人
を除きます。）が通算完全支配関係発生日以
前に取得をした当該他の通算法人の対象株式
に係る各取得の時における負債調整勘定対応
金額の合計額を合計した金額
　資産調整勘定対応金額又は負債調整勘定対応
金額とは、上記の他の通算法人の対象株式の取
得の時において、当該他の通算法人を被合併法
人とし、その取得をした法人を合併法人とし、
その取得に係る対象株式の取得価額をその対象
株式の数又は金額で除し、これに当該他の通算
法人のその取得の時における発行済株式等の総
数又は総額を乗じて計算した金額に相当する金
額を法人税法第62条の 8第 1項に規定する非適
格合併等対価額とする非適格合併（適格合併に
該当しない合併をいいます。以下同じです。）
が行われたものとみなして同項又は同条第 3項
の規定を適用する場合に資産調整勘定の金額又
は負債調整勘定の金額として計算される金額に、
当該他の通算法人のその取得の時における発行
済株式等の総数又は総額のうちにその取得に係
る対象株式の数又は金額の占める割合を乗じて
計算した金額をいいます（法令119の 3 ⑦三・
四）。
（注 2）　資産調整勘定の金額とは、法人税法第62

条の 8 第 1 項に規定する資産調整勘定の金

額をいい、具体的には、非適格合併等に係

る非適格合併等対価額がその非適格合併等

により移転を受けた資産及び負債の時価純

資産価額を超える場合におけるその超える

部分の金額のうち資産等超過差額に相当す

る金額以外の金額とされています。
（注 3）　負債調整勘定の金額とは、法人税法第62

条の 8 第 3 項に規定する負債調整勘定の金

額（差額負債調整勘定の金額）をいい、具

体的には、非適格合併等に係る非適格合併

等対価額がその非適格合併等により移転を

受けた資産及び負債の時価純資産価額に満

たない場合におけるその満たない部分の金

額とされています。

　なお、資産調整勘定対応金額又は負債調整勘
定対応金額（以下「調整勘定対応金額」といい
ます。）は、通算完全支配関係発生日に上記の
他の通算法人の株式を有する法人ごとに、かつ、
その対象株式の取得ごとに計算することとされ
ていますが、その法人がその取得後通算完全支
配関係発生日までの間に当該他の通算法人の株
式の譲渡をした場合には、各取得の時における
調整勘定対応金額の合計額から、その譲渡の直
前の時においてその法人の有する対象株式に係
る調整勘定対応金額の合計額をその譲渡の直前
の時においてその法人が有する当該他の通算法
人の株式の数又は金額で除し、これにその譲渡
をした当該他の通算法人の株式の数又は金額を
乗じて計算した金額を控除することとされてい
ます（法令119の 3 ⑥二イ～ニ）。
（注 4）　上記の「譲渡」には、適格分割型分割に

よる分割承継法人への移転を含みます（法

令119の 3 ⑥二イ）。

　総平均法を適用しているときは、その 1単位
当たりの帳簿価額は、事業年度開始の時からそ
の通算終了事由の発生の直前の時までの期間及
びその通算終了事由の発生の時から事業年度終
了の時までの期間をそれぞれ 1事業年度とみな
して総平均法により算出し、その場合の通算終
了事由の発生の時における帳簿価額は、通算終
了事由の発生の直前の時における 1単位当たり
の帳簿価額にその株式の数を乗じて計算した金
額をその株式のその通算終了事由の発生の時の
直前の帳簿価額とみなして移動平均法の例によ
り計算した通算終了事由の発生の時の直後の 1
単位当たりの帳簿価額にその有する株式の数を
乗じて計算した金額とすることとされています
（法令119の 4 ①）。
　なお、通算法人が他の通算法人の株式を有す
る場合において、当該他の通算法人について通
算終了事由が生ずるときの簿価純資産不足額に
相当する金額から簿価純資産超過額に相当する
金額を減算した金額は、利益積立金額の増加項
目とされています（法令 9六）。
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2 　改正の内容

　通算終了事由が生じた他の通算法人の株式につ
き資産調整勘定対応金額等がある場合の加算措置
（上記 1 ⑵）について、その内国法人及び通算完
全支配関係発生日において離脱法人の株式を有す
る法人が通算完全支配関係発生日以前に取得をし
たその離脱法人の対象株式に係る各取得の時にお
ける調整勘定対応金額の合計額のうち各取得の時
後に譲渡をした株式に係る部分の金額の減算調整
の対象となる譲渡から、全部取得条項付種類株式
の端数処理による完全子法人化の際の譲渡を除外
することとされました（法令119の 3 ⑥二イ）。
（注 1）　全部取得条項付種類株式の端数処理とは、

法人税法第 2 条第12号の16イに掲げる行為を

いい、具体的には、全部取得条項付種類株式

に係る取得決議によりその取得の対価として

その法人の最大株主等以外の全ての株主等（そ

の法人及びその最大株主等との間に完全支配

関係がある者を除きます。）に 1 に満たない端

数の株式以外のその法人の株式が交付されな

いこととなる場合のその取得決議とされてい

ます。すなわち、この取得決議による完全子

法人化が適格要件を満たす場合にその完全子

法人について通算制度への加入に伴う資産の

時価評価の対象外となる等、組織再編税制に

おいて株式交換と同様の取扱いとなる行為で

す。
（注 2）　全部取得条項付種類株式とは、ある種類の

株式について、これを発行した法人が株主総

会その他これに類するものの決議によってそ

の全部の取得をする旨の定めがある場合のそ

の種類の株式をいい、取得決議とは、株主総

会その他これに類するものの決議をいい、最

大株主等とは、全部取得条項付種類株式を発

行した法人以外のその法人の株主等のうちそ

の有するその法人の株式の数が最も多い者を

いいます（法法 2十二の十六イ）。

　全部取得条項付種類株式の端数処理による完全
子法人化は、親法人が100％未満の子法人を100％

子法人化する場合の手法の一つとして用いられて
いるところ、全部取得条項付種類株式に係る取得
決議により、親法人その他の株主等はその保有す
る子法人株式を子法人に譲渡し、その対価として
その子法人の別種類の株式（少数株主に対しては、
1株未満の端数の株式）が割り当てられることに
なります。本加算措置は、子法人株式の取得ごと
に調整勘定対応金額を計算し、その取得後に子法
人株式の譲渡があった場合には、その譲渡株式に
係る調整勘定対応金額を控除することとされてい
ますが、改正前の制度においては、全部取得条項
付種類株式の端数処理により100％子法人とした
通算子法人の株式に係る調整勘定対応金額の計算
上、この取得決議による全部取得条項付種類株式
の譲渡についてもそれ以前の子法人株式の取得の
時における調整勘定対応金額から控除する金額の
計算の対象となっていたことから、親法人が段階
的に子法人株式を取得して、最終的に全部取得条
項付種類株式の端数処理による完全子法人化によ
り通算グループに加入させた法人の通算グループ
からの離脱時の投資簿価修正において本加算措置
の適用ができないこととなっていました。全部取
得条項付種類株式の端数処理は、形式的には発行
法人に対する株式の譲渡ではあるものの、別種類
の同価値の株式が割り当てられるものである限り、
実質的には株式の内容の変更であると考えられる
こと等を踏まえ、全部取得条項付種類株式の端数
処理による完全子法人化の際の譲渡を、調整勘定
対応金額から控除する金額の対象事由から除外す
ることとされたものです。
　対象事由から除外されることとなる譲渡は、具
体的には、全部取得条項付種類株式の端数処理に
よる譲渡で、法人税法第61条の 2第14項の規定の
適用を受けるもののうち、その端数処理により対
象法人がその譲渡をした法人との間に完全支配関
係を有することとなるものとされています。
（注 3）　対象法人とは、通算終了事由が生じた他の

通算法人、すなわち投資簿価修正の対象とな

る株式の発行法人のことです。

　法人税法第61条の 2第14項の規定の適用を受け
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るものとされていることから、全部取得条項付種
類株式の譲渡の対価として交付を受けた株式の価
額がその譲渡をした全部取得条項付種類株式の価
額とおおむね同額となっていないと認められる場
合は、通常の譲渡として取り扱われることとなり
ます（法法61の 2 ⑭）。
　また、全部取得条項付種類株式の端数処理によ
り対象法人がその譲渡をした法人との間に完全支
配関係を有することとなるものとされていること
から、最大株主等である法人の全部取得条項付種
類株式の譲渡のほか、 1に満たない端数の株式以

外の株式が交付された最大株主等との間に完全支
配関係がある法人（最大株主等の100％グループ
内の法人）の全部取得条項付種類株式の譲渡につ
いても、対象事由から除外されます。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、内国法人の令和 8年 4月 1日
以後に終了する事業年度の所得に対する法人税に
ついて適用し、内国法人の同日前に終了した事業
年度の所得に対する法人税については、従前どお
りとされています（改正法令附則 5）。

十　転用資産及び移行時資産等の帳簿価額

1 　改正前の制度の概要

⑴　公益法人等又は人格のない社団等のその収益
事業以外の事業に属していた資産及び負債がそ
の収益事業に属する資産及び負債となった場合
のその資産及び負債（転用資産等）の帳簿価額
は、その転用資産等の価額としてその収益事業
に関する帳簿に記載された金額とすることとさ
れています（法令131の 6 ）。
　すなわち、課税対象外とされる資産及び負債
を課税対象とされる資産及び負債に転用した場
合には、転用時の会計上の帳簿価額を税務上の
帳簿価額とするというものです。
⑵　公共法人が収益事業を行う公益法人等に該当
することとなった場合のその該当することとな
った時において有する資産及び負債（その収益
事業に属する資産及び負債に限ります。）（公益
法人等移行時資産等）の帳簿価額は、その公益
法人等移行時資産等の価額としてその該当する
こととなった時においてその帳簿に記載されて
いた金額とすることとされています（法令131
の 6 ）。
　すなわち、収益事業を行う公益法人等への移
行により課税対象外とされる資産及び負債が課
税対象とされる資産及び負債となった場合には、
移行時の会計上の帳簿価額を税務上の帳簿価額

とするというものです。
⑶　公共法人又は公益法人等が普通法人又は協同
組合等に該当することとなった場合のその該当
することとなった時において有する資産及び負
債（公益法人等が普通法人又は協同組合等に該
当することとなった場合にあっては、その収益
事業以外の事業に属していた資産及び負債に限
ります。）（普通法人等移行時資産等）の帳簿価
額は、その普通法人等移行時資産等の価額とし
てその該当することとなった時においてその帳
簿に記載されていた金額とすることとされてい
ます（法令131の 6 ）。
　すなわち、普通法人又は協同組合等への移行
により課税対象外とされる資産及び負債が課税
対象とされる資産及び負債となった場合には、
移行時の会計上の帳簿価額を税務上の帳簿価額
とするというものです。

（注）　上記の転用や移行がされる場合には、公益法

人等の収益事業以外の事業に属していた資産及

び負債又は公共法人が有していた資産及び負債

について、これまでの課税対象外の資産及び負

債としての取扱いから課税対象の資産及び負債

としての取扱いに変更されますが、その資産及

び負債には会計上の帳簿価額しか付されていな

かったため、税務上の帳簿価額として付される

べき金額が明らかではありません。このため、
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これらの転用や移行の場合における税務上の帳

簿価額を明らかにし、その後の各事業年度の所

得の金額の計算を行う趣旨で、上記の規定が設

けられています。

2 　改正の内容

　上記 1の取扱いは、転用又は移行に係る資産及
び負債について、その転用時又は移行時に付され
た会計上の帳簿価額（帳簿記載金額）を基礎とし
て、その後の各事業年度の所得の金額を計算する
という取扱いも企図して定められていたものでし
た（上記 1（注）参照）が、近年、公益法人等が
普通法人に移行した事例における移動平均法によ
る有価証券の譲渡原価の計算（法法61の 2 ①二、
法令119の 2 ①一）について、現行制度の法律及
び政令の条文の文言・構成を踏まえれば、有価証
券の移行時の帳簿価額ではなく、移行前における
当初の有価証券の取得価額により計算することが
相当である旨の裁判例が示されていました。
　これを受け、上記 1の取扱いは実務面に配慮し
た取扱いであることのほか、裁判例の将来の課税
関係への影響などを勘案し、令和 ８年度税制改正
において、条文上、上記の従前から企図していた
取扱いが明確となるよう整備を行った上で、この
取扱いを維持することとされました。具体的には、
次のとおり、「帳簿記載金額を基礎として、その
転用時又は移行時の属する事業年度以後の各事業
年度の所得の金額を計算する」旨の規定とされる
とともに、上記 1の取扱いが、「各事業年度の所
得の金額の計算の細目」について委任している法
人税法第65条の規定に基づく規定であることが明
確となるよう他の同条から委任を受けた規定が定
められている法人税法施行令第 2編第 1章第 1節
第 4款に移設されました（法令139の 5 の 2 ）。
⑴　公益法人等又は人格のない社団等のその収益
事業以外の事業に属していた資産及び負債がそ
の収益事業に属する資産及び負債となった場合
には、その資産及び負債（転用資産等）のその
収益事業に属することとなった時における帳簿
価額は、その転用資産等の価額としてその収益

事業に関する帳簿に記載された金額であるもの
として、その公益法人等又は人格のない社団等
のその時の属する事業年度以後の各事業年度の
所得の金額を計算することとされました（法令
139の 5 の 2 ①）。
⑵　公共法人が収益事業を行う公益法人等に該当
することとなった場合には、その該当すること
となった時において有する資産及び負債（その
収益事業に属する資産及び負債に限ります。）
（公益法人等移行時資産等）のその時における
帳簿価額は、その公益法人等移行時資産等の価
額としてその時においてその帳簿に記載されて
いた金額であるものとして、その公益法人等の
その時の属する事業年度以後の各事業年度の所
得の金額を計算することとされました（法令
139の 5 の 2 ②）。
⑶　公共法人又は公益法人等が普通法人又は協同
組合等に該当することとなった場合には、その
該当することとなった時において有する資産及
び負債（公益法人等が普通法人又は協同組合等
に該当することとなった場合にあっては、その
収益事業以外の事業に属していた資産及び負債
に限ります。）（普通法人等移行時資産等）のそ
の時における帳簿価額は、その普通法人等移行
時資産等の価額としてその時においてその帳簿
に記載されていた金額であるものとして、その
普通法人又は協同組合等のその時の属する事業
年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する
こととされました（法令139の 5 の 2 ③）。

（注）　上記の裁判例において示された移動平均法に

よる有価証券の譲渡原価の計算（法法61の 2 ①二、

法令119の 2 ①一）のほか、転用又は移行がされ

た場合に帳簿価額に基づき所得計算を行うこと

となる規定は複数あり（資産の評価益（法法25

①）、資産の評価損（法法33①）等）、いずれも

同様の取扱いとすべきものであることから、各

規定において個別に定めを置くのではなく、従

前の規定（旧法令131の 6 ）と同様、転用又は移

行がされた場合における資産及び負債の帳簿価

額に関する包括的規定として定められています。
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3 　適用関係

　上記 2の改正は、法人の令和 8年 4月 1日以後
に開始する事業年度の所得に対する法人税につい

て適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所
得に対する法人税については、従前どおりとされ
ています（改正法令附則 6）。

十一　防衛特別所得税額の法人税額からの控除

1 　改正前の制度の概要

⑴　所得税額の法人税額からの控除及び所得税額
の還付
　法人が各事業年度において所得税法第174条
各号に規定する利子等、配当等、給付補塡金、
利息、利益、差益、利益の分配又は賞金（以下
「利子及び配当等」といいます。）の支払を受け
る場合には、利子及び配当等につき同法の規定
により課される所得税の額は、次により、当該
事業年度の所得に対する法人税の額から控除す
ることとされています（法法68①、法令140の
2 ）。なお、法人税の額から控除しても控除し
きれない所得税の額があるときは、その金額を
還付することとされています（法法78、133）。
（注 1）　租税特別措置法第 3 条の 3 第 2 項に規定

する国外公社債等の利子等、同法第 6 条第

1 項に規定する民間国外債の利子、同条第

13項に規定する外貨債の利子、同法第 8 条

の 3 第 2 項に規定する国外投資信託等の配

当等、同法第 9 条の 2 第 1 項に規定する国

外株式の配当等、同法第41条の 9 第 2 項に

規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等、同

法第41条の12第 2 項に規定する償還差益（以

下「割引債の償還差益」といいます。）及び

同法第41条の12の 2 第 1 項に規定する差益

金額（以下「国外公社債等の利子等」とい

います。）につき課される所得税の額も、本

制度の対象とされています（措法 3 の 3 ⑤、

6 ③⑬、 8 の 3 ⑤、 9 の 2 ④、41の 9 ④、

41の12④、41の12の 2 ⑦）。

①　次の配当等に対する所得税の額……その元
本を所有していた期間に対応するものとして

計算される所得税の額
イ　法人から受ける剰余金の配当（特定公社
債等運用投資信託の受益権及び社債的受益
権に係るもの、資本剰余金の減少を伴うも
の並びに分割型分割によるもの及び株式分
配を除きます。）若しくは利益の配当（分
割型分割によるもの及び株式分配を除きま
す。）若しくは剰余金の分配（みなし配当
を除きます。）又は投資法人若しくは特定
目的会社の金銭の分配（みなし配当を除き
ます。）
ロ　集団投資信託（合同運用信託、公社債投
資信託及び公社債等運用投資信託（特定公
社債等運用投資信託を除きます。）を除き
ます。）の収益の分配

（注 1）　上記イ及びロのほか、割引債の償還差

益も、上記の配当等に含まれます（措令

26の11①）。

　なお、元本を所有していた期間に対応する
ものとして計算される所得税の額は、次によ
り計算することとされています（法令140の
2 ②）。

配当等に対する
所得税の額 ×

分母の期間のうちその法人が
その元本を所有していた月数
その配当等の計算の基礎と
なった期間の月数

（注 2）　上記の計算方法に代えて、簡便な方法

により計算することも認められています

（法令140の 2 ③）。

②　上記①以外の利子及び配当等に対する所得
税の額……その全額

（注 ２）　平成22年10月前に解散した内国普通法人

等については、平成22年度改正前の清算所
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得に対する法人税を課されることとされて

いますが、清算中に復興特別所得税を課さ

れた場合には、その課された復興特別所得

税の額は、上記と同様、その内国普通法人

等の清算所得に対する法人税（その内国普

通法人等の清算中の事業年度の所得に係る

法人税を含みます。）の額から控除をされる

べき所得税の額とみなされます（平成22年

改正法附則29の 2 ）。

⑵　復興特別所得税額の法人税額からの控除及び
還付
　法人の各事業年度（課税事業年度を除きま
す。）において利子及び配当等（国外公社債等
の利子等を含みます。）につき課される復興特
別所得税の額がある場合には、その各事業年度
におけるその復興特別所得税の額は、その各事
業年度におけるその利子及び配当等に係る上記
⑴の所得税の額とみなして、上記⑴の所得税と
ともにその各事業年度の所得に対する法人税の
額から控除することとされ（復興財源確保法33
②、法法68①、法令140の 2 ）、法人税の額から
控除しても控除しきれない金額については還付
することとされています（復興財源確保法33②、
法法78、133）。
（注）　課税事業年度とは、東日本大震災からの復

興のための施策を実施するために必要な財源

の確保に関する特別措置法第45条に規定する

課税事業年度をいいます。すなわち、復興特

別法人税の課税対象となる各事業年度（平成

24年 4 月 1 日から平成26年 3 月31日までの間

に最初に開始する事業年度開始の日から原則

として同日以後 2 年を経過する日までの期間

内の日の属する事業年度）であり、課税事業

年度に該当する各事業年度において課された

復興特別所得税の額は、復興特別法人税の額

から控除することとされています（復興財源

確保法49）。

2 　改正の内容

　防衛特別所得税の創設に伴い、法人に課される
防衛特別所得税の額について、法人税の額から控
除されることとされました。
（注）　防衛特別所得税の創設の背景及び内容につい

ては、前掲「防衛特別所得税の創設等」の一を

ご参照ください。

　具体的には、法人の各事業年度において利子及
び配当等（国外公社債等の利子等を含みます。以
下同じです。）につき課される防衛特別所得税の
額は、その各事業年度におけるその利子及び配当
等に係る所得税の額とみなして、法人税における
所得税額控除制度の適用を受けることができるこ
ととされました（防衛財源確保法 5 の31②）。こ
れにより、法人が利子及び配当等に課される防衛
特別所得税の額は、所得税の額として、各事業年
度の所得に対する法人税の額から控除することと
なります。また、法人税の額から控除しても控除
しきれない所得税の額及び防衛特別所得税の額が
あるときは、その金額は法人税法の規定により還
付されます（法法78、133）。
　法人税の額から控除される所得税の額及び防衛
特別所得税の額を計算する場合には、利子及び配
当等に対する所得税及び防衛特別所得税を一体の
ものとして、上記 1 ⑴①及び②に区分し、控除す
べき金額を計算することとなります（防衛特別所
得税に関する政令15②、法令140の 2 、措令26の
11①）。この場合には、上記 1 ⑴①の配当等に係
る所得税及び防衛特別所得税について簡便な方法
による計算を選択することができます。
　なお、公益法人等又は人格のない社団等が収益
事業以外の事業又はこれに属する資産から生ずる
所得について課される所得税の額については、所
得税額控除制度の対象とはならないことから（法
法68②）、公益法人等又は人格のない社団等が収
益事業以外の事業又はこれに属する資産から生ず
る所得について課される防衛特別所得税の額につ
いても、所得税額控除制度の対象とはなりません。
言い換えれば、制限納税義務者である公益法人等
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又は人格のない社団等は、利子及び配当等につい
て課された防衛特別所得税の額のうち収益事業又
はこれに属する資産から生ずる所得に限って控除
できることとなります。
　また、平成22年10月前に解散した内国普通法人
等が清算中に利子及び配当等に課された防衛特別
所得税の額については、その内国普通法人等の清
算所得に対する法人税（その内国普通法人等の清

算中の事業年度の所得に係る法人税を含みます。）
の額から控除をされるべき所得税の額とみなされ
ることとされています（平成22年改正法附則29の
2 ②）。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、令和 9年 1月 1日から施行す
ることとされています（改正法附則 1五）。

十二�　仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う�
法人税額等の還付の特例

1 　改正前の制度の概要

　内国法人が仮装経理に基づく過大申告をした場
合において、税務署長がその事業年度の所得に対
する法人税につき更正をしたときは、その事業年
度の所得に対する法人税として納付された仮装経
理法人税額は、一定の場合に還付されるものを除
き、還付しないこととされています（法法135①）。
　上記の適用があった内国法人について、その更
正の日の属する事業年度開始の日から 5年を経過
する日の属する事業年度の確定申告書の提出期限
（次の還付対象事実が生じたときは、それぞれ次
の提出期限）が到来した場合には、税務署長はそ
の内国法人に対し、その更正に係る仮装経理法人
税額の残額を還付することとされています（法法
135③）。
⑴　残余財産の確定……残余財産確定の日の属す
る事業年度の申告書の提出期限
⑵　適格合併以外の合併による解散……合併の日
の前日の属する事業年度の申告書の提出期限
⑶　破産手続開始決定による解散……破産手続開
始決定の日の属する事業年度の申告書の提出期
限
⑷　普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当
することとなったこと……その該当することと
なった日の前日の属する事業年度の申告書の提
出期限
　内国法人につき次の還付請求事実が生じた場合

には、その内国法人は、その事実が生じた日以後
1年以内に、納税地の所轄税務署長に対し、仮装
経理法人税額の残額の還付を請求することができ
ることとされています（法法135④、法令175②）。
⑸　更生手続開始の決定があったこと。
⑹　再生手続開始の決定があったこと。
⑺　次の事実
①　特別清算開始の決定があったこと。
②　法人税法施行令第24条の 2第 1項に規定す
る事実
③　法令の規定による整理手続によらない負債
の整理に関する計画の決定又は契約の締結で、
第三者が関与する協議によるものがあったこ
と（上記②を除きます。）。
　第三者が関与する協議によるものは、次の
ものとなります（法規60の 2 ①）。
イ　債権者集会の協議決定で合理的な基準に
より債務者の負債整理を定めているもの
ロ　行政機関、金融機関その他第三者のあっ
せんによる当事者間の協議による上記イに
準ずる内容の契約の締結

　基準法人税額に対する地方法人税及び防衛特別
法人税についても同様とされています（地法法29、
地法令16、地法規 8、防衛財源確保法39、防衛特
別法人税政令18、防衛特別法人税省令 6）。

2 　改正の内容

　還付請求事実に、その内国法人の債務について、
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円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等
に対する債務の調整の手続等に関する法律（以下
「早期事業再生法」といいます。）第28条第 1項又
は第29条の規定により権利変更決議の効力が生じ
たことが追加されました（法令175②三）。
（注 1）　上記の権利変更決議の効力が生じたことか

らは、法人税法施行令第24条の 2 第 1 項に規

定する事実（上記 1⑺②の事実）を除くこと

とされています。

　また、基準法人税額に対する地方法人税及び防
衛特別法人税についても同様の改正が行われまし
た（地法令16②三、防衛特別法人税政令18②三）。
　早期事業再生法に基づく権利変更手続は、法令
の規定による整理手続ではあるものの、更生計画
認可の決定、再生計画認可の決定等に準ずる事由
として還付請求事実として認められている債権者
集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負
債整理を定めているもの（上記 1⑺③イ）と同等
のものと考えられること等から、対象事由に追加

することとされたものです。
（注 2）　早期事業再生法の詳細については、前述「七

　貸倒引当金」の 2をご参照ください。
（注 3）　関係法令については、前述「七　貸倒引当

金」の 2の（参考）をご参照ください。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、早期事業再生法の施行の日か
ら施行することとされています（改正法令附則 1
三、改正地法令附則ただし書、改正防衛特別法人
税政令附則三）。
（注）　早期事業再生法の施行の日は、早期事業再生

法の公布の日（令和 7 年 6 月13日）から起算し

て 1 年 6 月を超えない範囲内において政令で定

める日とされており（早期事業再生法附則 1）、

円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関

等に対する債務の調整の手続等に関する法律の

施行期日を定める政令（令和 8 年政令第190号）

により令和 8年12月11日とされています。
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